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前見返 右上写真 

キャプション 

この間
かん

，ロシアはロシア系住民の保護を理由に軍事介入を

行っており，欧米諸国は反発している。 

この間
かん

，ロシアはロシア系住民の保護を理由に軍事介入を

行っており，欧米諸国は反発した。ロシアはウクライナ東

部でも介入を繰り返し，2022 年にはウクライナの大規模

な侵略を開始した。 

45 左上図 （添付別紙 1参照） （添付別紙 1参照） 

52 上図 （添付別紙 1参照） （添付別紙 1参照） 

56 左上図 （添付別紙 2参照） （添付別紙 2参照） 

60 注 2 ❷検察審査会 任期 6 か月の 11 名の検察審査員で構成さ

れ，20歳以上（2022年 4月以降は 18歳以上に引き下げ

予定）の有権者のなかから抽選で選ばれる。 

❷検察審査会 任期 6 か月の 11 名の検察審査員で構成さ

れ，18歳以上の有権者のなかから抽選で選ばれる。 

62 左上図 （添付別紙 2参照） （添付別 2参照） 

62 レクチャー 

4-6 

裁判員は 20 歳以上（2022 年 4 月以降は 18 歳以上に引き

下げ予定）の有権者のなかから抽選で選ばれ， 

裁判員は 18歳以上の有権者のなかから抽選で選ばれ， 

66 右上図 （添付別紙 3参照） （添付別紙 3参照） 

73 右上図 （添付別紙 3参照） （添付別紙 3参照） 

74 左上図 （添付別紙 4参照） （添付別紙 4参照） 

74 右上図 （添付別紙 4参照） （添付別紙 4参照） 

74 注 1 ❶一票の格差 2021 年の衆議院選挙では最大 2.08 倍，

2019年の参議院選挙では 3.00倍であった。 

❶一票の格差 2021 年の衆議院選挙では最大 2.08 倍，

2022年の参議院選挙では 3.03倍であった。 

75 コラム 

右段 2-5 

2022 年 4 月から民法上の成年年齢が 18 歳に引き下げられ

る。婚
こん

姻
いん

開始年齢は，男女ともに 18 歳となる。少年法も

改正され，2022年 4月から 18，19歳の少年犯罪が厳罰化

される（→p.63コラム）。 

2022 年 4 月から民法上の成年年齢が 18 歳に引き下げられ

た。婚
こん

姻
いん

開始年齢は男女ともに 18 歳となった。少年法も

改正され，2022年 4月から 18，19歳の少年犯罪が厳罰化

された（→p.63コラム）。 

75 右下表 （添付別紙 4参照） （添付別紙 4参照） 

79 レクチャー 

左段 8-9 

ただし，検察審査員および裁判員には 20 歳未満の者はな

ることができない。 

検察審査員および裁判員に選任される年齢も，2022 年か

ら満 18歳以上に引き下げられた。 

79 レクチャー 

右段 11 

なお，買
ばい

収
しゅう

など連座制の対象になるような選挙違反を犯

すと原則として成人と同じ処分が科
か

される。 

なお，買
ばい

収
しゅう

など連座制の対象になるような選挙違反を犯

すと原則として満 20歳以上と同じ処分が科
か

される。 
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88 左下図 （添付別紙 5参照） （添付別紙 5参照） 

91 上図 （添付別紙 6参照） （添付別紙 6参照） 

93 5 ゴルバチョフ 
M. Gorbachev(1931～) 

ゴルバチョフ 
M. Gorbachev(1931～2022) 

94 9-15 2011 年，チュニジアで反政府デモにより独裁政権が打

倒されると，この動きはアフリカ・中東の各国に広まり，

「アラブの春」とよばれた。しかし，シリアやイエメンで

は内戦が続き，混迷の様相を深めている。2014 年には，

クリミア半島の帰属をめぐってロシアとウクライナ間に政

治危機が発生し，クリミアの独立とロシアへの編入が宣言

され，東部ウクライナの不安定化が続いた。また，これら

の危機が重なるなか，翌年にはトルコ経由でシリア難民な

どが欧州に向かう難民危機が広がった。 

2011 年，チュニジアで反政府デモにより独裁政権が打

倒されると，この動きはアフリカ・中東の各国に広まり，

「アラブの春」とよばれた。しかし，シリアやイエメンで

は内戦が続き，混迷の様相を深めている。この過程で，シ

リア難民などがトルコ経由で欧州に向かう難民危機が広が

った。 

また，2014 年には，ロシアがウクライナ南部のクリミ

ア半島を占
せん

拠
きょ

したのち一方的に編入し，東部でも介入を繰

り返した。さらに 2022 年になると，ロシアはウクライナ

の全面的な侵略に着手した。 

100 上図 （添付別紙 5参照） （添付別紙 5参照） 

100 レクチャー 

左段 2 

アフガニスタン軍事行動（2001年～） アフガニスタン軍事行動（2001～21年） 

103 右上写真 

キャプション 

↑爆発したチェルノブイリ原子力発電所 チェルノブイリ

原子力発電所（現在のウクライナ）で，1986 年 4 月 26

日，大事故が発生し，爆発した。放出された放射性物質

は，周辺ヨーロッパの各地を汚染し，一部は日本に達し

た。 

↑爆発した，ソ連（現在のウクライナ）のチェルノブイリ

（チョルノービリ）原子力発電所 1986 年 4 月 26 日に大

事故が発生し，爆発した。放出された放射性物質は，周辺

ヨーロッパの各地を汚染し，一部は日本に達した。 

110 左上図 （添付別紙 6参照） （添付別紙 6参照） 

110 右上図 （添付別紙 7参照） （添付別紙 7参照） 

➡p.101 

➡前見返し 

➡前見返し 

➡前見返し 

➡前見返し 

➡p.101 
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110 注 1 ❶日本の ODA 日本は 1980年代後半以降，世界の主要な援

助国の一つになったが，国民一人あたりの援助額は 16

位（2019年）で，1位のノルウェーの15％にすぎない。 

❶日本の ODA 日本は 1980年代後半以降，世界の主要な援

助国の一つになったが，国民一人あたりの援助額は 16

位（2020年）で，1位のノルウェーの17％にすぎない。 

118 5 ゴルバチョフ 
M. Gorbachev(1931～) 

ゴルバチョフ 
M. Gorbachev(1931～2022) 

131 右下図 （添付別紙 7参照） （添付別紙 7参照） 

132 右上図 （添付別紙 7参照） （添付別紙 7参照） 

142 下図 （添付別紙 8参照） （添付別紙 8参照） 

144 右上図 （添付別紙 8参照） （添付別紙 8参照） 

145 左上図 （添付別紙 9参照） （添付別紙 9参照） 

145 右上図 （添付別紙 9参照） （添付別紙 9参照） 

146 左上図 （添付別紙 10参照） （添付別紙 10参照） 

146 10-12 国の借金残高は 2021年度末には 1019兆円（国と地方を合

わせると 1212兆円）に達すると見込まれ， 

国の借金残高は 2022年度末には 1055兆円（国と地方を合

わせると 1244兆円）に達すると見込まれ， 

149 上図 （添付別紙 10参照） （添付別紙 10参照） 

182 左上図 （添付別紙 11参照） （添付別紙 11参照） 

182 注 1 日本は 2005 年に 1.26 と過去最低を記録し，2019 年には

1.36となっている。 

日本は 2005 年に 1.26 と過去最低を記録し，2021 年には

1.30となっている。 

187 右上表 （添付別紙 11参照） （添付別紙 11参照） 

190 上図 （添付別紙 12参照） （添付別紙 12参照） 

190 上図 （添付別紙 12参照） （添付別紙 12参照） 

193 右下図 （添付別紙 12参照） （添付別紙 12参照） 

197 左下図 （添付別紙 13参照） （添付別紙 13参照） 

199 右上図 （添付別紙 13参照） （添付別紙 13参照） 

202 コラム 

左段 3-5 

2021年 9月現在，世界の感染者数は約 2億 3700万人，死

者数は約 480万人にのぼっている。 

2022 年 8 月現在，世界の感染者数は約 6 億 305 万人，死

者数は約 649万人にのぼっている。 
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202 コラム 

左段 13-14 

ソーシャルディスタンス フィジカルディスタンス 

202 右下図 （添付別紙 14参照） （添付別紙 14参照） 

206 左下図 （添付別紙 14参照） （添付別紙 14参照） 

214 右段 13-14 ソ連（現在のウクライナ）のチェルノブイリ発電所 ソ連（現在のウクライナ）のチェルノブイリ（チョルノー

ビリ）発電所 

234 民法 

右段 33 

〔注〕第 4条，第 731条は，2022年 4月 1日に施行予定。 （削除） 

後見返  （添付別紙 15参照） （添付別紙 16参照） 

後見返  （添付別紙 15参照） （添付別紙 16参照） 
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44 45第1章　現代の政治 2節　日本国憲法の基本原理

日米安全保障
条約

1951年，日本はサンフランシスコ平和条約
➡p.90

を締
てい

結
けつ

す

ると同時に日米安全保障条約を結び，冷戦のなかで米

軍の駐
ちゅう

留
りゅう

継続と基地使用を認めた。1960年，強い反対運動（安保闘争）の

なかで，この条約は双
そう

務
む

性をもった日米相互協力及
およ

び安全保障条約へと改

定され，日本に対する武力攻撃に対しては日米が共同行動で防衛すること

が決められた（第５条）。その際，米軍はこれ以外に「極東における国際の

平和及び安全の維
い

持
じ

」のために日本国内の基地を使用して軍事行動をする

ことが認められた（第６条）が，日本政府との事前協議という歯止めがかけ

られることになった。その後，米軍の強

大な軍事力と専守防衛の任務をもつ自衛

隊の充実を通じて，冷戦時代の日本の安

全保障政策は進められてきた。しかし，

アメリカの要請に応じて日本側は米軍駐

留経費のかなりの部分を負担しており

（「思いやり予算」），また多額の武器を輸

入している。日本国内での米軍の行動に

ついて定めた日米地位協定
❶
については，

関係で，自衛隊はその発足以来，「戦力」にあたるのではないかという違憲

論が唱えられてきた。政府は，日本が主権国家である以上，憲法は国家に

よる自衛権（個別的自衛権）を否定していないとし，「自衛のための必要最

小限度の実力」をもつことは禁止されないという立場をとってきた。

　その後自衛隊は，一連の防衛力整備計画によって増強されてきており，

日本の防衛費は世界有数の額に達している。専
せん

守
しゅ

防衛が防衛政策の基本と

されているが，行動の範囲や自衛力の限界をめぐって議論が行われてきた。

　核兵器については「もたず，つくらず，もちこませず」という非核三原則

が政府によって宣言されているが，このうち「もちこませず」については，

米軍の活動との関係でさまざまな疑
ぎ

惑
わく

が指摘されてきた。2010年に外務

省は，1960年に核もちこみに関する広い意味での密約が，また1972年の

沖縄返還時にも，有事の際の核もちこみに関する密約が，アメリカと交わ

されたことを認めた。

　このほかに平和主義にかかわる国の方針として，武器などの輸出を対象

国によって禁止または慎重に対処するべきとする武器輸出三原則があった

が，2014年に防衛装備移転三原則
❶
に変更された。

❶ 防衛装備移転三原則　国際条約違反国への輸出禁止，輸出を認める場合の厳格審査，移転先
での適正管理（第三国への移転等）などの原則の下

もと

で武器の輸出や共同開発を認めている。
❶ 日米地位協定　アメリカ軍に対する施設の提供やアメリカ軍人の出入国や租税，刑事裁判権

などについて規定している。

	日本の防衛関係費の推移（防衛白書ほか）
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	おもな国の軍事支出
（SIPRI資料）

15000 （億ドル）

アメリカ

ブラジル

中国

フランス

日本

ロシア

カナダ

韓国

ドイツ

2019年（2018年の価格・為替レート）

222.79
273.95
280.30

462.81
イタリア 280.37

465.62
499.16
511.90
522.29
625.25
641.44
707.94

2,664.49

イギリス

7,186.89

オースト
ラリア

サウジ
アラビア

インド

憲法第９条をめぐる裁判
判例

訴訟 概要

砂
すな

川
がわ

事件
（1957年起

き

訴
そ

）

米軍立川基地拡張に反対する学生，労働者らが基地内に入り，日米安全保障条約にも
とづく刑事特別法違反として起訴される。第一審は在日米軍は戦力にあたり米軍駐留
は違憲と判示し，学生らは無罪。跳

ちょう

躍
やく

上告で最高裁は統治行為論（→p.61）により原判
決を破

は

棄
き

差し戻しとする。その後第一，二審で有罪，最高裁は上告棄
き

却
きゃく

（1963年）。

恵
え

庭
にわ

事件
（1963年起訴）

騒
そう

音
おん

被害のため，演習中止を訴えて無視された酪農家が通信線を切断（1962年）。翌年，
自衛隊法第121条違反として起訴される。第一審は通信線は自衛隊法にいう「防衛の用
に供するもの」でないとし，被告人は無罪。憲法判断は回避（1967年）。

長
なが

沼
ぬま

ナイキ
基地訴

そ

訟
しょう

（1969年提
てい

訴
そ

）

航空自衛隊のミサイル・ナイキ基地建設のため政府が保安林指定を解除，住民が解除
無効を訴える。第一審は自衛隊は陸海空軍に該当し，憲法違反と判示，住民側が勝訴。
第二審は原判決取り消し，訴え却下。統治行為論により自衛隊についての憲法判断回

かい

避
ひ

（1976年）。最高裁も第二審を支持し，訴え却下（1982年）。

百
ひゃく

里
り

基地訴訟
（1958年提訴）

航空自衛隊基地建設予定地の土地所有をめぐり，国と基地反対住民が争い，これに関
連して自衛隊の合違憲性が争点となった。第一，二，三審とも自衛隊についての司法
判断をせず，国側が勝訴（1989年〔最高裁〕）。

	安保改定に反対するデモ隊（1960年）
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44 45第1章　現代の政治 2節　日本国憲法の基本原理

日米安全保障
条約

1951年，日本はサンフランシスコ平和条約
➡p.90

を締
てい

結
けつ

す

ると同時に日米安全保障条約を結び，冷戦のなかで米

軍の駐
ちゅう

留
りゅう

継続と基地使用を認めた。1960年，強い反対運動（安保闘争）の

なかで，この条約は双
そう

務
む

性をもった日米相互協力及
およ

び安全保障条約へと改

定され，日本に対する武力攻撃に対しては日米が共同行動で防衛すること

が決められた（第５条）。その際，米軍はこれ以外に「極東における国際の

平和及び安全の維
い

持
じ

」のために日本国内の基地を使用して軍事行動をする

ことが認められた（第６条）が，日本政府との事前協議という歯止めがかけ

られることになった。その後，米軍の強

大な軍事力と専守防衛の任務をもつ自衛

隊の充実を通じて，冷戦時代の日本の安

全保障政策は進められてきた。しかし，

アメリカの要請に応じて日本側は米軍駐

留経費のかなりの部分を負担しており

（「思いやり予算」），また多額の武器を輸

入している。日本国内での米軍の行動に

ついて定めた日米地位協定
❶
については，

関係で，自衛隊はその発足以来，「戦力」にあたるのではないかという違憲

論が唱えられてきた。政府は，日本が主権国家である以上，憲法は国家に

よる自衛権（個別的自衛権）を否定していないとし，「自衛のための必要最

小限度の実力」をもつことは禁止されないという立場をとってきた。

　その後自衛隊は，一連の防衛力整備計画によって増強されてきており，

日本の防衛費は世界有数の額に達している。専
せん

守
しゅ

防衛が防衛政策の基本と

されているが，行動の範囲や自衛力の限界をめぐって議論が行われてきた。

　核兵器については「もたず，つくらず，もちこませず」という非核三原則

が政府によって宣言されているが，このうち「もちこませず」については，

米軍の活動との関係でさまざまな疑
ぎ

惑
わく

が指摘されてきた。2010年に外務

省は，1960年に核もちこみに関する広い意味での密約が，また1972年の

沖縄返還時にも，有事の際の核もちこみに関する密約が，アメリカと交わ

されたことを認めた。

　このほかに平和主義にかかわる国の方針として，武器などの輸出を対象

国によって禁止または慎重に対処するべきとする武器輸出三原則があった

が，2014年に防衛装備移転三原則
❶
に変更された。

❶ 防衛装備移転三原則　国際条約違反国への輸出禁止，輸出を認める場合の厳格審査，移転先
での適正管理（第三国への移転等）などの原則の下

もと

で武器の輸出や共同開発を認めている。
❶ 日米地位協定　アメリカ軍に対する施設の提供やアメリカ軍人の出入国や租税，刑事裁判権

などについて規定している。

	日本の防衛関係費の推移（防衛白書ほか）
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	おもな国の軍事支出
（SIPRI資料）

15000 （億ドル）

アメリカ

ブラジル

中国

フランス

日本

ロシア

カナダ

韓国

ドイツ

2019年（2018年の価格・為替レート）

222.79
273.95
280.30

462.81
イタリア 280.37

465.62
499.16
511.90
522.29
625.25
641.44
707.94

2,664.49

イギリス

7,186.89

オースト
ラリア

サウジ
アラビア

インド

憲法第９条をめぐる裁判
判例

訴訟 概要

砂
すな

川
がわ

事件
（1957年起

き

訴
そ

）

米軍立川基地拡張に反対する学生，労働者らが基地内に入り，日米安全保障条約にも
とづく刑事特別法違反として起訴される。第一審は在日米軍は戦力にあたり米軍駐留
は違憲と判示し，学生らは無罪。跳

ちょう

躍
やく

上告で最高裁は統治行為論（→p.61）により原判
決を破

は

棄
き

差し戻しとする。その後第一，二審で有罪，最高裁は上告棄
き

却
きゃく

（1963年）。

恵
え

庭
にわ

事件
（1963年起訴）

騒
そう

音
おん

被害のため，演習中止を訴えて無視された酪農家が通信線を切断（1962年）。翌年，
自衛隊法第121条違反として起訴される。第一審は通信線は自衛隊法にいう「防衛の用
に供するもの」でないとし，被告人は無罪。憲法判断は回避（1967年）。

長
なが

沼
ぬま

ナイキ
基地訴

そ

訟
しょう

（1969年提
てい

訴
そ

）

航空自衛隊のミサイル・ナイキ基地建設のため政府が保安林指定を解除，住民が解除
無効を訴える。第一審は自衛隊は陸海空軍に該当し，憲法違反と判示，住民側が勝訴。
第二審は原判決取り消し，訴え却下。統治行為論により自衛隊についての憲法判断回

かい

避
ひ

（1976年）。最高裁も第二審を支持し，訴え却下（1982年）。

百
ひゃく

里
り

基地訴訟
（1958年提訴）

航空自衛隊基地建設予定地の土地所有をめぐり，国と基地反対住民が争い，これに関
連して自衛隊の合違憲性が争点となった。第一，二，三審とも自衛隊についての司法
判断をせず，国側が勝訴（1989年〔最高裁〕）。

	安保改定に反対するデモ隊（1960年）
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進められ，委員会の議決をへて本会議に上程されて最終的に議決される。

国会の議事は通常，出席議員の過半数で議決される（第56条）。両院の決

定が一致しない場合には，両院協議会
➡p.51

で成案を得るために協議する。また，

各議院は議院規則制定権をもち，それに違反した議員を懲
ちょう

罰
ばつ

にかけるが，

議員の除名には出席議員の3分の2以上の賛成
❶
が必要である（第58条）。議

員は国会会期中には逮
たい

捕
ほ

されない不逮捕特権（第50条）や，院内での発言

や表
ひょう

決
けつ

について院外で責任を問われない免
めん

責
せき

特権をもつ（第51条）。

国会の課題
日本の国会の会期は諸外国の議会と比べて全体として

短い。そのため，会議の日程や審議する法案の順番を

めぐって政党間で複雑な交渉が行われ（国
こく

対
たい

政治
❷
），実質的な審議よりも与

よ

野
や

党
とう

間のかけ引きが目立つとされてきた。

　1999年に国会審議活性化法が制定され，官僚が政府委員として国会で

答弁するという長い間の慣行がなくなり，大臣や副大臣
➡p.55

が答弁するように

なった。首相と野
や

党
とう

の党首とが国政の課題について直接に討論を行う党首

討論（クエスチョン・タイム）の制度も導入された。これらは，国会を与野

党が議論し合う場ととらえる考え方が強まったことのあらわれであったが，

同時に，官僚の出席が可能な政府参考人制度も設けられた。

う点で意味があるという意見がある一方，参議院の権限をせばめ，衆議院

の優越をさらに強めるべきとの意見もある。

国会の権限
国会は，国民の代表者が法案を慎重に審議する場であ

る。また，予算
➡p.142

や税制など国の財政にかかわる決定を

行い（第83，84，85，86条），条約の締
てい

結
けつ

に必要な承認を与える権限をもっ

ている（第73条）。国会はこれらの重要事項について決定し，国政全体の

方向性を定める役割を負っている。両議院の国政調査権
❶
（第62条）もこう

した国会の大きな役割を実現するための権限と考えられ，証人喚
かん

問
もん

などが

行われる。そして，憲法改正
➡p.29

の発議権も国会に属している（第96条）。

　議院内閣制
➡p.18

をとる日本では，国会が内閣総理大臣
➡p.54

を指名し（第67条），

衆議院は内閣不信任案を決議する権限をもつ（第69条）という形で議会と

内閣が連
れん

携
けい

している。また，罷
ひ

免
めん

の訴
そ

追
つい

を受けた裁判官を裁判する弾
だん

劾
がい

裁

判所
➡p.58

は国会に設けられる（第64条）。

国会の運営
国会の会議には常

じょう

会
かい

（第52条），臨時会（第53条），特

別会（第54条），参議院の緊急集会（第54条）の四種類

がある。常会（通常国会）は毎年1回，1月に召集（会期は150日間）される。

　国会の実質的な議論は各種の委員会
❷
（常任委員会，特別委員会）を中心に

❶ 国政調査権　衆参両院は，自ら国政に関して調査を行う権限をもっている。この権限の行使
にあたっての強制手段を定めているのが議院証言法であり，証人喚問で偽証した場合には3
か月以上10年以下の懲

ちょう

役
えき

など厳しい罰則がある。
❷ 委員会　衆議院17，参議院17の常任委員会と，必要に応じて設けられる特別委員会がある。

法案審議の過程などで公聴会が開かれることがあり，予算審議の際に公聴会は必ず開かれる。

❶  3分の2以上の賛成　議員の資格争訟（第55条），秘密会（第57条），衆議院での法律案の再
議決（第59条）に関しても出席議員の3分の2以上の賛成が必要となる。
❷ 国対政治　法案をめぐるかけ引きが，各党の国会対策委員の間の折

せっ

衝
しょう

で行われることをいう。

	党首討論　イギリス下院がモデルで，日本
では1999年にはじめて行われた。	国会の組織　参議院の定数は，2022年に248（比例代表100,選挙区148）になる。
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両院協議会事務局 法制局 本会議 本会議 法制局 事務局

裁判官訴追委員会 国立国会図書館裁判官弾劾裁判所

憲
法
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査
会

調

　
査

　
会

特
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委
員
会

常
任
委
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会

公聴会

定数465（小選挙区289， 比例代表176）
任期4年， 解散あり

参　議　院
定数245（比例代表98， 選挙区147）
任期6年， 3年ごとに半数改選

政
治
倫
理

審

査

会

政
治
倫
理

審

査

会

常会
（通常国会）
第52条

毎年1回，1月に召集される。会
期150日間。

臨時会
（臨時国会）
第53条

内閣，またはいずれかの議院の総
議員の1/4以上の要求で召集され
る。

特別会
（特別国会）
第54条

衆議院解散による衆議院議員選挙
から30日以内に召集される。

参議院の
緊急集会
第54条

衆議院の解散中に，緊急の必要が
あるときに内閣の要求により開催
される。

	国会の種類
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進められ，委員会の議決をへて本会議に上程されて最終的に議決される。

国会の議事は通常，出席議員の過半数で議決される（第56条）。両院の決

定が一致しない場合には，両院協議会
➡p.51

で成案を得るために協議する。また，

各議院は議院規則制定権をもち，それに違反した議員を懲
ちょう

罰
ばつ

にかけるが，

議員の除名には出席議員の3分の2以上の賛成
❶
が必要である（第58条）。議

員は国会会期中には逮
たい

捕
ほ

されない不逮捕特権（第50条）や，院内での発言

や表
ひょう

決
けつ

について院外で責任を問われない免
めん

責
せき

特権をもつ（第51条）。

国会の課題
日本の国会の会期は諸外国の議会と比べて全体として

短い。そのため，会議の日程や審議する法案の順番を

めぐって政党間で複雑な交渉が行われ（国
こく

対
たい

政治
❷
），実質的な審議よりも与

よ

野
や

党
とう

間のかけ引きが目立つとされてきた。

　1999年に国会審議活性化法が制定され，官僚が政府委員として国会で

答弁するという長い間の慣行がなくなり，大臣や副大臣
➡p.55

が答弁するように

なった。首相と野
や

党
とう

の党首とが国政の課題について直接に討論を行う党首

討論（クエスチョン・タイム）の制度も導入された。これらは，国会を与野

党が議論し合う場ととらえる考え方が強まったことのあらわれであったが，

同時に，官僚の出席が可能な政府参考人制度も設けられた。

う点で意味があるという意見がある一方，参議院の権限をせばめ，衆議院

の優越をさらに強めるべきとの意見もある。

国会の権限
国会は，国民の代表者が法案を慎重に審議する場であ

る。また，予算
➡p.142

や税制など国の財政にかかわる決定を

行い（第83，84，85，86条），条約の締
てい

結
けつ

に必要な承認を与える権限をもっ

ている（第73条）。国会はこれらの重要事項について決定し，国政全体の

方向性を定める役割を負っている。両議院の国政調査権
❶
（第62条）もこう

した国会の大きな役割を実現するための権限と考えられ，証人喚
かん

問
もん

などが

行われる。そして，憲法改正
➡p.29

の発議権も国会に属している（第96条）。

　議院内閣制
➡p.18

をとる日本では，国会が内閣総理大臣
➡p.54

を指名し（第67条），

衆議院は内閣不信任案を決議する権限をもつ（第69条）という形で議会と

内閣が連
れん

携
けい

している。また，罷
ひ

免
めん

の訴
そ

追
つい

を受けた裁判官を裁判する弾
だん

劾
がい

裁

判所
➡p.58

は国会に設けられる（第64条）。

国会の運営
国会の会議には常

じょう

会
かい

（第52条），臨時会（第53条），特

別会（第54条），参議院の緊急集会（第54条）の四種類

がある。常会（通常国会）は毎年1回，1月に召集（会期は150日間）される。

　国会の実質的な議論は各種の委員会
❷
（常任委員会，特別委員会）を中心に

❶ 国政調査権　衆参両院は，自ら国政に関して調査を行う権限をもっている。この権限の行使
にあたっての強制手段を定めているのが議院証言法であり，証人喚問で偽証した場合には3
か月以上10年以下の懲

ちょう

役
えき

など厳しい罰則がある。
❷ 委員会　衆議院17，参議院17の常任委員会と，必要に応じて設けられる特別委員会がある。

法案審議の過程などで公聴会が開かれることがあり，予算審議の際に公聴会は必ず開かれる。

❶  3分の2以上の賛成　議員の資格争訟（第55条），秘密会（第57条），衆議院での法律案の再
議決（第59条）に関しても出席議員の3分の2以上の賛成が必要となる。
❷ 国対政治　法案をめぐるかけ引きが，各党の国会対策委員の間の折

せっ

衝
しょう

で行われることをいう。

	党首討論　イギリス下院がモデルで，日本
では1999年にはじめて行われた。	国会の組織
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定数465（小選挙区289， 比例代表176）
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定数248（比例代表100， 選挙区148）
任期6年， 3年ごとに半数改選

政
治
倫
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審

査

会

政
治
倫
理

審

査
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常会
（通常国会）
第52条

毎年1回，1月に召集される。会
期150日間。

臨時会
（臨時国会）
第53条

内閣，またはいずれかの議院の総
議員の1/4以上の要求で召集され
る。

特別会
（特別国会）
第54条

衆議院解散による衆議院議員選挙
から30日以内に召集される。

参議院の
緊急集会
第54条

衆議院の解散中に，緊急の必要が
あるときに内閣の要求により開催
される。

	国会の種類
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制定が委
ゆだ

ねられることになった（委任立法
❶
）。このように行政機構の役割が

肥
ひ

大
だい

した国家は行政国家とよばれており，政策決定の実権は議会から行政

部に移ることになった。行政国家では，職務権限が細分化され，専門能力

を基準に選抜された行政官（官僚）の集団が必要になった。このように行政

国家化にともなって官僚制（ビ
bureaucracy

ューロクラシー）が成立した。

日本の行政を
めぐる諸問題

日本では明治以来，官僚が「天皇の官
かん

吏
り

」「お上
かみ

」として

支配的な地位にあった。国民主権の成立によって公務

員は「公
こう

僕
ぼく

」「全体の奉仕者」とされたが，戦後日本経済の繁栄のなかで官僚

制が次第に強化され，国民の行動を許
きょ

認
にん

可
か

権によって隅
すみ

々
ずみ

まで規制する行

政国家化が進んだ。諸省庁の権限と業界団体の利益が深く絡
から

み合い，官僚

の企業・業界団体などへの「天
あま

下
くだ

り」が常態となった。さらに，そこに政治

家が族
ぞく

議員
➡p.69

として関与することで政・官・業（政治家・官僚・業界団体）の

癒
ゆ

着
ちゃく

が生まれ，さまざまな腐
ふ

敗
はい

や不透明な関係が生じたのである。これに

対して行政改革の必要性が叫ばれ，行
1993年
政手続法

❷
や情

1999年
報公開法

➡p.40
が制定された。

また，公務員の規律を正すために国
1999年
家公務員倫理法が制定された。

　近年，行政国家化に歯止めをかけ，より効率的で「小さな政府」を実現す

べきだとの主張が強まっている。また，公共性はあるが国が実施する必要

のない事務・事業を行う独立行政法人
❸
も設けられた。いっそうの地方分権

化，省庁間のセクショナリズムの見直しなども課題である。

　1990年代以来の政治改革では，強力な官僚制を選挙によって選ばれた

政治家が民主的に統制する「政治主導」の推進が目的として掲げられた。そ

のため，民
2009〜12年

主党政権の下
もと

では，政策決定過程から官僚を外すなどの方針が

とられた。その後の自
2012年〜

民党政権では，2014年に内閣人事局が設置され，

官僚人事なども含めて内閣総理大臣などが上から統制する「官邸主導」の傾

向が強まっている。

である。中
1998年制定

央省庁等改革基本法にもとづき，1府22省庁から1府12省庁体

制へと省庁の再編が行われた
2001年

。このなかには，行政事務を行うものがある

一方で，内閣府のように一段高い立場からもっぱら行政活動の調整を行う

機関もあり，さらに，行政委員会
❶
のように内閣から独立した合議制の機関

もある。また，内閣総理大臣は，重要政策について助言する内閣総理大臣

補佐官（首相補佐官）を任命することもできる。

　内閣は政策全体を方向づけて行政機構を民主的に統制し，国会への責任

を負うことを通して国民に対して責任を果たす。議院内閣制において，内

閣総理大臣は国会の多数党の指導者として，政治，行政双
そう

方
ほう

にわたってリー

ダーシップを発
はっ

揮
き

すべき地位を与えられている。

　法律を制定するのは国会の役割であるが，日本では重要法案の多くは内

閣提出法案（閣法）による政府立法であり，議員自らが中心となって法案を

つくる議員立法はあまり多くない。提出法案が憲法や既存の法律などと矛

盾しないよう助言する役割をもつものとして，内閣法制局がおかれている。

行政国家化と
官僚制

福祉国家の進展とともに，政府の役割は国防や治安の

維
い

持
じ

から，さまざまなサービスの提供へと広がり，政

策の処理に必要な情報をもつ行政官（官僚）の役割が大きくなった。法律を

つくるのは議会であるが，それを具体化するために行政部に命令や規則の

❶ 行政委員会　国には，公正取引委員会（→p.130），国家公安委員会，中央労働委員会，人事
院などがあり，地方には，教育委員会，選挙管理委員会，人事委員会などがある。

❶ 委任立法　法律の委任にもとづいて立法府以外の機関が制定する法規のことで，政令，省令，
行政委員会の制定する規則などがこれにあたる。
❷ 行政手続法　行政指導の内容と責任者を明確にすることなど，許認可行政や行政指導の透明

性を確保する目的で制定された。
❸ 独立行政法人　行政の簡素化，効率化のために，各省庁から事業部門や研究部門が分離した

もの。国立病院や国立博物館などがこれに移行している。

	議員立法と政府立法の推移（内閣法制局資料）

提出法案数（件） 成立率（％）
2000

1-14
1947-52

15-27
53-57

28-42
58-62

43-57
63-67

58-70
68-72

71-83
73-77

84-97
78-82

98-111
83-87

112-125
88-92

126-141
93-97

142-155
98-2002

156-168
03-07

169-182
08-12

183-195
13-17

196-204回
18-21年

100

1500 75

1000 50

500 25

0 0

内閣提出法案
議員提出法案
内閣提出法案成立率
議員提出法案成立率
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国家化にともなって官僚制（ビ
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や不透明な関係が生じたのである。これに

対して行政改革の必要性が叫ばれ，行
1993年
政手続法

❷
や情

1999年
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が制定された。

また，公務員の規律を正すために国
1999年
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　近年，行政国家化に歯止めをかけ，より効率的で「小さな政府」を実現す

べきだとの主張が強まっている。また，公共性はあるが国が実施する必要

のない事務・事業を行う独立行政法人
❸
も設けられた。いっそうの地方分権

化，省庁間のセクショナリズムの見直しなども課題である。

　1990年代以来の政治改革では，強力な官僚制を選挙によって選ばれた

政治家が民主的に統制する「政治主導」の推進が目的として掲げられた。そ

のため，民
2009〜12年

主党政権の下
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では，政策決定過程から官僚を外すなどの方針が

とられた。その後の自
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民党政権では，2014年に内閣人事局が設置され，
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機関もあり，さらに，行政委員会
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のように内閣から独立した合議制の機関

もある。また，内閣総理大臣は，重要政策について助言する内閣総理大臣

補佐官（首相補佐官）を任命することもできる。

　内閣は政策全体を方向づけて行政機構を民主的に統制し，国会への責任
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盾しないよう助言する役割をもつものとして，内閣法制局がおかれている。
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院などがあり，地方には，教育委員会，選挙管理委員会，人事委員会などがある。

❶ 委任立法　法律の委任にもとづいて立法府以外の機関が制定する法規のことで，政令，省令，
行政委員会の制定する規則などがこれにあたる。
❷ 行政手続法　行政指導の内容と責任者を明確にすることなど，許認可行政や行政指導の透明

性を確保する目的で制定された。
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もの。国立病院や国立博物館などがこれに移行している。
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どの問題が指摘されてきた。また，刑事裁判が職業裁判官のみによって行

われてきたために，国民の常識と乖
かい

離
り

した判決があるなどの意見もあった。

　これらの批判を受けて，一連の司法制度改革が行われ，その一環として

裁判員制度
❶

が導入された（2009年実施）。裁判員制度は，裁判に国民の良

識を反映させると同時に，主権者としての意識を高めることを目的として

いる。しかし，被告人にとって短期間の裁判が十分に公正なものかどうか，

裁判員にとって守秘義務などの負担が大き過ぎないかなどの懸
け

念
ねん

もある。

❶ 裁判員制度　欧米では，一般市民が有罪か無罪かを判断する陪
ばい

審
しん

制や，市民と裁判官の合議
による参

さん

審
しん

制を取り入れている国が多い。日本の裁判員制度は後者に類似する。

❶ 取り調べの可視化　2016年に刑事訴訟法が改正され，2019年に裁判員裁判対象の事件などで，
逮捕後の被

ひ

疑
ぎ

者
しゃ

の取り調べを録音・録画することが義務化された。
❷ 代用刑事施設　被疑者の身

み

柄
がら

は72時間以内に警察から離れ，拘
こう

置
ち

所
しょ

に収容されるのが原則
であるが，実際には警察署にある留置場が代用刑事施設として利用されることが多い（→p.34
図）。ここでの自白の強要などが問題になっている。

裁判員制度
レクチャー

・裁判員制度の対象となるのは，殺
人など重大犯罪についての刑事裁
判に限られる。
・裁判員は20歳以上（2022年4月
以降は18歳以上に引き下げ予定）
の有権者のなかから抽選で選ばれ，
70歳以上や学生，病気などの理
由がなければ辞退できない。
・裁判員裁判は裁判員6名，裁判官
3名（場合により裁判員4名，裁
判官1名）で構成される。

・裁判員と裁判官は共同して有罪，
無罪の決定および量刑について審
理し，裁判を行う。
・評議で意見が一致しない場合，評
決は裁判官および裁判員各1名を
含む過半数で行われる。
・裁判員は第一審のみに関与し，控

こう

訴
そ

審以降は裁判官のみで裁判が行
われる。
・裁判員が守秘義務に違反すると6
か月以下の懲

ちょう

役
えき

または50万円以
下の罰金，よびだしに出頭しな
かった場合には10万円以下の過
料などがある。

	裁判員裁判の法廷（法務省と内閣官房による模擬撮
影）　6人の裁判員と3人の裁判官が正面に並ぶ。

起訴

公判前
整理手続

公判審理

評議・評決

判決の宣告

控訴審

重大犯罪の刑事事件

終了

裁判官のみによる審理

争点の整理， 証拠開示
審理計画を策定

「裁判員候補者名簿」記載者

事件ごとに抽選

地方裁判所管轄区域内の選挙人

選挙人名簿（20歳未満を除く＊）から 1年
ごとに抽選で「裁判員候補者名簿」を
作成し， 記載者に通知

裁判員の
選任手続

裁判員候補者

裁判の
決定

裁判長から質問
検察官・弁護人が除外者指名

呼び出し状
・質問票

裁判員（6名）

裁判員が立ち会い
裁判官が行う

（裁判員は第一審にのみ関与）

裁判員の任務終了

評議→裁判官と評議
・有罪か無罪か，有罪の
 場合の量刑
評決→多数決
・裁判官， 裁判員各1名
 を含む過半数

任命

出頭

出頭
証拠書類の取り調べ，
証人や被告人に対する質問

裁判官3名
裁判員6名
による合議体

＊2022年4月以降は，法改
正により20歳未満も含
まれるようになる予定。

　少年は若く，罪を犯しても更
こう

生
せい

する可能
性が大きい。そのため，法にふれた20歳
未満の少年については20歳以上と異なる
扱いをするというのが，少年法の趣旨であ
る。従来の少年法では，刑

けい

罰
ばつ

よりも教育・
保護・更生に重点がおかれ，少年犯罪はす
べて家庭裁判所において処遇が決定されて
いた。そこでは検察官の出

しゅっ

廷
てい

は認められず，
被害者や遺族の傍

ぼう

聴
ちょう

も禁止されていた。
　しかし，2000年の改正により，①
刑罰の適用年齢が16歳以上から14歳
以上に引き下げられ，②16歳以上の
少年が故

こ

意
い

に死亡させた場合は，家庭
裁判所は原則として検察官に戻し（逆
送
そう

致
ち

），20歳以上と同じ地方裁判所へ
起訴されることになった。また，③家
庭裁判所の少年審判でも凶

きょう

悪
あく

事件では
検察官や遺族の立ち会いが認められる
ことになった。2007年の改正では，
少年院送致の対象年齢が14歳以上か

ら「おおむね12歳以上」（「おおむね」の幅は
1歳程度）に改められた。さらに2021年の
改正では，選挙権年齢や民法上の成年年齢
の引き下げ（→p.75コラム）を受けて，18，
19歳が「特定少年」と位置づけられ，①逆
送致の対象事件が強盗罪や強制性交罪など
へと拡大され，②逆送致後は20歳以上と
同じ扱いとなり，③実名報道が解禁された。
この改正には，少年の立ち直りを促

うなが

す観点
から懸

け

念
ねん

する声がある。

少年法改正を考える
コラム

家庭裁判所

少年院
保護観察
児童自立支援
施設などに送致

少年審判
（少年鑑別所に収容） （拘置所などに収容）

検
察
官

刑事裁判

懲役・禁錮

警察

犯罪少年

地方裁判所

14歳以上
犯罪

検察
（犯罪少年のみ）

捜査
逆送 起訴

調査

児童相談所
経由

触法少年
14歳未満
刑罰法令に
ふれる行為

	少年事件の手続きの流れ

　また，検察審査会
➡p.60

制度は，審査会で起
き

訴
そ

相当と２回議決されれば，強制

的に起訴されるしくみに改められた
2009年

。法による紛争解決に必要な情報や

サービスの提供が受けられる日本司法支援センター（法テラス）も設置され
2006年

，

法律家の増員などを目的に法科大学院（ロ
law school

ースクール）も設けられた
2004年

。さら

に，特定の刑事訴
そ

訟
しょう

について犯罪被害者やその家族が裁判に参加できる被

害者参加制度の導入や，時効を廃止・延長する制度改革も行われた。なお，

2016年には一部事件への取り調べの可視化
❶

の導入が決まり，2018年には

捜
そう

査
さ

協力により刑罰の減
げん

免
めん

を得る司法取引制度も導入された。冤
えん

罪
ざい

防止の

ためには代用刑事施設
❷
（「代用監

かん

獄
ごく

」）の廃止が有効だという意見もあり，司

法制度への信頼を確固たるものとするため，さらなる改革が求められる。
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どの問題が指摘されてきた。また，刑事裁判が職業裁判官のみによって行

われてきたために，国民の常識と乖
かい

離
り

した判決があるなどの意見もあった。
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裁判員制度
❶
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け

念
ねん

もある。
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ばい

審
しん

制や，市民と裁判官の合議
による参

さん

審
しん

制を取り入れている国が多い。日本の裁判員制度は後者に類似する。
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ひ

疑
ぎ

者
しゃ
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柄
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置
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について犯罪被害者やその家族が裁判に参加できる被

害者参加制度の導入や，時効を廃止・延長する制度改革も行われた。なお，
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❷
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地方自治の
確立へ

教育やまち

づくりなど

について，地方公共団体に一定

の選択の自由が認められるよう

になり，効率的な地方行政を実

現するために，地方分権一括法

による「平成の大合
がっ

併
ぺい

」
❶
などで市

町村合併も進展した。

　しかし，経済のグローバル化
➡p.200

にともなう工場の海外移転などで，地域経

済は疲
ひ

弊
へい

している。また，高齢社会の到来のなかで，介
かい

護
ご

負担の増加など

地方公共団体の負担が増し，深刻な財政状況におちいるところも出てきて

いる。かつて産炭地として繁
はん

栄
えい

しながら，閉山後に新たな雇
こ

用
よう

創出に失敗

し，事実上破
は

綻
たん

した夕
ゆう

張
ばり

市などの例もある。地域経済が疲弊するなかで，

かつての中心街が空
くう

洞
どう

化し，「シャッター街」となっているところも多い。

人口の半数以上が高齢者である「限界集落」も中山間地域などで増え，将来，

消滅の危機に直面する地域もあるとされる。

　こうしたなかで，各地の地方公共団体では，財政再建や地域経済の活性

化，地方自治の確立のためにさまざまな試みを行っている。複数の地方公

共団体で，消防や上下水道などの公共サービスを共同で実施して財政負担

を低く抑える広域連合はその一つである。行政から自立したオンブズマン

が行政サービスについての苦情を受け付けるオ
Ombudsman system
ンブズマン（オンブズパー

ソン）制度
❷
も，川

かわ

崎
さき

市など一部の地方公共団体で導入されている。

議会の解散，議員や首長などの解職（リ
recall
コール）を請求することもできる。

　近年，原子力発電所や産業廃
はい

棄
き

物
ぶつ

処理施設の立地といった特定の問題に

ついて，自治体が条例を定めて住民の意思を直接問うために実施する住民

投票（レ
referendum
ファレンダム）制度が大きな注目を集めている。そして，特定の問

題のためでなく常設型の住民投票を制度化する地方公共団体もみられる。

地方財政の現状
地方公共団体は，かつてはその歳入の三割程度しか自

主財源がなく，地方交付税
❶
や国庫支出金

❷
という国から

の資金に依
い

存
そん

している実態から「三割自治」といわれてきた。首長たちは財

政を確保するため，中央省庁とのつながりに頼らざるをえなかった。さら

に，中央の縦割り行政のため，地方公共団体は総合的な施策を行うことが

難しかった。2000年代には，国から地方への税源の移
い

譲
じょう

，国庫支出金の

削減，地方交付税の見直しを同時に推進するいわゆる「三
さん

位
み

一
いっ

体
たい

の改革
➡p.155

」が

行われた。しかし，地方債の発行を増やす地方公共団体も多く，財政状況

の悪化など，さまざまな課題が残されている
➡第3章p.206–207

。
❸

❶ 地方交付税　地方公共団体間の財政格差を均等化するために，国税の一部を地方に配分する
制度。所得税，法人税，酒税および消費税の一部がこれにあてられる。
❷ 国庫支出金　義務教育や道路，河川の整備などの経費の一部を国が負担する制度。国庫支出

金の負担額が実際の経費より低く算定されるので，不足分が地方公共団体の超
ちょう

過
か

負担となる。
❸ ふるさと納税　2008年から，応援する地方公共団体に寄付をすれば，所得税，住民税が控

こう

除
じょ

される「ふるさと納税」制度が実施されたが，高額な返礼品等をめぐってそのあり方が問わ
れている。

❶ 平成の大合併　1999年に3200あまりあった市町村の数は，2010年には1700あまりにまで減
少した。
❷ オンブズマン制度　もとは「代表者」を意味するスウェーデン語。市民の人権や利益を公権力

による侵害から守るための行政監察，苦情処理のしくみとして近年各国に導入されている。

	地方財政の財源（総務省資料）

地方譲与税
2.1

地方特例
交付金 0.4

単位（%）

地方税
42.6
自
主
財
源地方

交付税
19.4

地方債
  12.5

国庫
支出金
 16.4

雑収入 4.9

［2021年度］

使用料･
手数料
1.7

歳入
総額

898 060
億円 一

般
財
源

特
定
財
源

	住民投票が行われたおもな自治体

原子力発電所
（新潟県巻町）現新潟市
（1996年8月）
〔初の住民投票〕

にいがた　　まき

産業廃棄物処理場
（千葉県海上町）現旭市
（1998年8月）

うなかみ

産業廃棄物処理場
（宮城県白石市）
（1998年6月）

しろいし

原子力発電所誘致
（三重県海山町）現紀北町
（2001年11月）

みやま

海上ヘリポート建設
（沖縄県名護市）（1997年12月）

な　ご

採石場
（長崎県小長井町）
現諫早市
（1999年7月）

＊大阪市以外の住民投票
　は条例制定による。

こながい

いさはや

産業廃棄物処理場
（岡山県吉永町）現備前市
（1998年2月）

産業廃棄物処理場
（高知県日高村）
（2003年10月）

競艇事業
（群馬県笠懸町）現みどり市
（2003年11月）

米軍空母艦載機部隊移転
（山口県岩国市）（2006年3月）

産業廃棄物処理場
（岐阜県御嵩町）
（1997年6月）

土地区画整理事業
（千葉県袖ヶ浦市）
（2005年10月）

吉野川可動堰
（徳島県徳島市）
（2000年1月）

プルサーマル計画
（新潟県刈羽村）
（2001年5月）

かりわ

み たけちょう
大阪市特別区設置
（大阪府大阪市）
（2015年5月，2020年11月）
〔大都市法にもとづく住民投票〕

ぜき

かさかけ

そでが うら

米軍基地の整理縮小
（沖縄県）（1996年9月）
〔県レベルで初の住民投票〕

米軍基地建設のための
名護市辺野古埋め立て工事
（沖縄県）（2019年2月）

へ の こ

	 	国会と内閣，内閣と裁判所，裁判所と国会の関係を調べ，その問題点につい
て意見をまとめてみよう。

	 	アメリカの陪
ばい

審
しん

制と日本の裁判員制度の共通点や相違点について調べ，それ
ぞれの長所，短所について検討してみよう。

1

2

節
の
ま
と
め

	オンブズマン制度（川崎市の例）　
市民の苦情の申し立てから解決まで

［調査］
●帳簿・書類などの閲覧
●事情聴取，実地調査
●調査，鑑定，分析

苦情
申し立て

結果報告

市民オンブズマン

●勧告の内容
●意見表明の内容
●是正処置などの
　報告の内容

●
是
正
処
置
な
ど
の
勧
告

●
制
度
改
善
に
対
す
る
意
見
表
明

●
是
正
処
置
の
報
告
を
求
め
る

是正処置
などの報告

市民への公表

市
の
機
関

苦
情
申
し
立
て
人

ぜせい

5
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現するために，地方分権一括法
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などで市

町村合併も進展した。

　しかし，経済のグローバル化
➡p.200

にともなう工場の海外移転などで，地域経

済は疲
ひ

弊
へい

している。また，高齢社会の到来のなかで，介
かい

護
ご

負担の増加など

地方公共団体の負担が増し，深刻な財政状況におちいるところも出てきて

いる。かつて産炭地として繁
はん

栄
えい

しながら，閉山後に新たな雇
こ

用
よう

創出に失敗

し，事実上破
は

綻
たん

した夕
ゆう

張
ばり

市などの例もある。地域経済が疲弊するなかで，

かつての中心街が空
くう

洞
どう

化し，「シャッター街」となっているところも多い。

人口の半数以上が高齢者である「限界集落」も中山間地域などで増え，将来，

消滅の危機に直面する地域もあるとされる。

　こうしたなかで，各地の地方公共団体では，財政再建や地域経済の活性

化，地方自治の確立のためにさまざまな試みを行っている。複数の地方公

共団体で，消防や上下水道などの公共サービスを共同で実施して財政負担

を低く抑える広域連合はその一つである。行政から自立したオンブズマン

が行政サービスについての苦情を受け付けるオ
Ombudsman system
ンブズマン（オンブズパー

ソン）制度
❷
も，川

かわ

崎
さき

市など一部の地方公共団体で導入されている。

議会の解散，議員や首長などの解職（リ
recall
コール）を請求することもできる。

　近年，原子力発電所や産業廃
はい

棄
き

物
ぶつ

処理施設の立地といった特定の問題に

ついて，自治体が条例を定めて住民の意思を直接問うために実施する住民

投票（レ
referendum
ファレンダム）制度が大きな注目を集めている。そして，特定の問

題のためでなく常設型の住民投票を制度化する地方公共団体もみられる。

地方財政の現状
地方公共団体は，かつてはその歳入の三割程度しか自

主財源がなく，地方交付税
❶
や国庫支出金

❷
という国から

の資金に依
い

存
そん

している実態から「三割自治」といわれてきた。首長たちは財

政を確保するため，中央省庁とのつながりに頼らざるをえなかった。さら

に，中央の縦割り行政のため，地方公共団体は総合的な施策を行うことが

難しかった。2000年代には，国から地方への税源の移
い

譲
じょう

，国庫支出金の

削減，地方交付税の見直しを同時に推進するいわゆる「三
さん

位
み

一
いっ

体
たい

の改革
➡p.155

」が

行われた。しかし，地方債の発行を増やす地方公共団体も多く，財政状況

の悪化など，さまざまな課題が残されている
➡第3章p.206–207

。
❸

❶ 地方交付税　地方公共団体間の財政格差を均等化するために，国税の一部を地方に配分する
制度。所得税，法人税，酒税および消費税の一部がこれにあてられる。
❷ 国庫支出金　義務教育や道路，河川の整備などの経費の一部を国が負担する制度。国庫支出

金の負担額が実際の経費より低く算定されるので，不足分が地方公共団体の超
ちょう

過
か

負担となる。
❸ ふるさと納税　2008年から，応援する地方公共団体に寄付をすれば，所得税，住民税が控

こう

除
じょ

される「ふるさと納税」制度が実施されたが，高額な返礼品等をめぐってそのあり方が問わ
れている。

❶ 平成の大合併　1999年に3200あまりあった市町村の数は，2010年には1700あまりにまで減
少した。
❷ オンブズマン制度　もとは「代表者」を意味するスウェーデン語。市民の人権や利益を公権力

による侵害から守るための行政監察，苦情処理のしくみとして近年各国に導入されている。

	地方財政の財源（総務省資料）

地方譲与税
2.9

地方特例
交付金 0.3

単位（%）

地方税
45.5
自
主
財
源地方

交付税
19.9

地方債
       8.4

国庫
支出金
 16.4

雑収入 4.9

［2022年度］

使用料･
手数料
1.7

歳入
総額

905 918
億円 一

般
財
源

特
定
財
源

	住民投票が行われたおもな自治体

原子力発電所
（新潟県巻町）現新潟市
（1996年8月）
〔初の住民投票〕

にいがた　　まき

産業廃棄物処理場
（千葉県海上町）現旭市
（1998年8月）

うなかみ

産業廃棄物処理場
（宮城県白石市）
（1998年6月）

しろいし

原子力発電所誘致
（三重県海山町）現紀北町
（2001年11月）

みやま

海上ヘリポート建設
（沖縄県名護市）（1997年12月）

な　ご

採石場
（長崎県小長井町）
現諫早市
（1999年7月）

＊大阪市以外の住民投票
　は条例制定による。

こながい

いさはや

産業廃棄物処理場
（岡山県吉永町）現備前市
（1998年2月）

産業廃棄物処理場
（高知県日高村）
（2003年10月）

競艇事業
（群馬県笠懸町）現みどり市
（2003年11月）

米軍空母艦載機部隊移転
（山口県岩国市）（2006年3月）

産業廃棄物処理場
（岐阜県御嵩町）
（1997年6月）

土地区画整理事業
（千葉県袖ヶ浦市）
（2005年10月）

吉野川可動堰
（徳島県徳島市）
（2000年1月）

プルサーマル計画
（新潟県刈羽村）
（2001年5月）

かりわ

み たけちょう
大阪市特別区設置
（大阪府大阪市）
（2015年5月，2020年11月）
〔大都市法にもとづく住民投票〕

ぜき

かさかけ

そでが うら

米軍基地の整理縮小
（沖縄県）（1996年9月）
〔県レベルで初の住民投票〕

米軍基地建設のための
名護市辺野古埋め立て工事
（沖縄県）（2019年2月）

へ の こ

	 	国会と内閣，内閣と裁判所，裁判所と国会の関係を調べ，その問題点につい
て意見をまとめてみよう。

	 	アメリカの陪
ばい

審
しん

制と日本の裁判員制度の共通点や相違点について調べ，それ
ぞれの長所，短所について検討してみよう。

1

2

節
の
ま
と
め

	オンブズマン制度（川崎市の例）　
市民の苦情の申し立てから解決まで

［調査］
●帳簿・書類などの閲覧
●事情聴取，実地調査
●調査，鑑定，分析

苦情
申し立て

結果報告

市民オンブズマン

●勧告の内容
●意見表明の内容
●是正処置などの
　報告の内容

●
是
正
処
置
な
ど
の
勧
告

●
制
度
改
善
に
対
す
る
意
見
表
明

●
是
正
処
置
の
報
告
を
求
め
る

是正処置
などの報告

市民への公表

市
の
機
関

苦
情
申
し
立
て
人

ぜせい
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選挙制度
日本国憲法の下

もと

，成年男女は平等に選挙権を有し，投

票の秘密が保障されている（普通・平等・秘密・直接

選挙）。この選挙権の行使を議席に結びつけるしくみが選挙制度である。

選挙制度には大
たい

別
べつ

して，一選挙区から一人の議員を選出する小選挙区制と

複数の議員を選出する大選挙区制，各政党の得
とく

票
ひょう

に応じて議席を配分する

比例代表制などがある。小選挙区制は相対的多数派が多くの議席を獲得す

るしくみであるが，その反面，少数派の票は死
し

票
ひょう

となり，議席に結びつか

ない。したがって，多数者支配型
➡p.17
の民主政治に合致した選挙制度であり，

結果として二大政党制
➡p.68
や単独政権を生み出してきた。これに対して比例代

表制は少数派の意見も議席数に反映されるが，小党分立をまねきやすく，

連立政権を生み出すことが多い。

日本の選挙制度
日本の衆議院議員選挙の制度は，長い間，一つの選挙

区から3〜5名の議員を選出する大選挙区制（日本では

中選挙区制とよばれた）をとってきた。1994年，政治改革の一環として衆

議院に小選挙区とブロック単位の比例代表制とを組み合わせた小選挙区比

例代表並
へい

立
りつ

制が導入された。これにより，候補者中心の選挙から政党中心

の選挙に変わることが期待された。衆議院議員選挙では小選挙区と比例代

表の両方に立候補する重
ちょう

複
ふく

立候補が認められ

ている。参議院議員選挙では，全国を単位と

する非拘
こう

束
そく

名簿式比例代表制と，原則として

都道府県を単位とする選挙区選出制が並立さ

れている。なお，国会議員や地方公共団体の

首長や議員の選挙は，公
1950年
職選挙法にもとづい

て行われ，選挙が正しく行われるよう実際に

事務を担当するのは選挙管理委員会である。

	 日本の選挙制度の特徴は何か。どのような点が問題になってきたか。
	 政治的無関心とは何か。それは何をもたらすか。
A

B

選挙と政治意識2

	日本の選挙権の拡大

年 年齢
性別

納税額
（直接国税）

総人口に対する
有権者比率

1889
（明治22）

25歳以上
の男子

15円以上 1.13%
（1890年）

1900
（明治33） 10円以上 2.18%

（1902年）
1919
（大正8） 3円以上 5.50%

（1920年）
1925
（大正14）

制限なし

19.98%
（1928年）

1945
（昭和20）

20歳以上
の男女

48.65%
（1946年）

2015
（平成27）

18歳以上
の男女

83.63%
（2016年）

衆議院議員選挙

　小選挙区では有権者は候補者名を記入し，
289の選挙区ごとに得票数の一番多い候補
者が当選する。比例代表は全国を11ブロッ
クに分け，有権者は政党名を記入し，その
得票数をもとに議席が配分される。議席数
は，総得票数を自然数で割り，商の大きい
順に議席を配分するドント式が採用されて
いる。当選者は各党が中央選挙管理委員会
に届け出た名簿の上位者から決定する。

　なお，衆議院では小選挙区と比例代表の
重複立候補が認められている。各党の名簿
に同一順位で登録されると，惜敗率の高い
順に当選するが，小選挙区で有効投票数の
10分の1に満たないと復活当選できない。

　原則として各都道府県を単位とする選挙
区では，人口に応じて定数が配分されてお
り，有権者は候補者名を記入する。全国を
1ブロックとする比例代表では，有権者は
候補者名または政党名を記入し，その合計
の得票数が政党の得票数となる。各党の当
選者数はドント式で決まり，特定枠の候補
者が優先的に当選して，残りは個人の得票
数の多い候補者から順に当選する。

参議院議員選挙日本の国政選挙のしくみ
レクチャー

	衆議院議員選挙のしくみ

	参議院議員選挙のしくみ

衆議院（小選挙区比例代表並立制）　定数465人

小選挙区 289人 比例代表
（拘束名簿式） 176人

・289選挙区（定数1人）
・選挙区ごとに政党な
　どが候補者を立てる
・無所属も可

・全国11ブロック
・政党がブロックごとに順位
　つきの名簿を提出
・小選挙区との重複立候補可

当選

当選

落選

落選

（注）　　重複立候補

各小選挙区の 1位が当選 ・ブロック別の得票数をドント
式で配分
・名簿の上位から当選
・同一順位の場合は小選挙区の
惜敗率＊で当選を決定

惜敗率の
高い方が
当選

＊惜敗率（%）
＝落選者の得票数当選者の得票数×100

せきはいりつ

比例代表の例

政党名を記入候補者名を記入

A候補 1位
2位
2位
2位
5位

B候補
C候補
D候補
E候補

○○党の名簿
比例代表の結果
（2議席獲得の場合）

当選

小選挙区の結果

落選（惜敗率80％）
落選（惜敗率30％）

参議院 　定数245人，3年ごとに定数の半分（124人）を改選※

選挙区 74人※ 比例代表
（非拘束〔一部拘束〕名簿式）50人※

・45選挙区＊（定数1～6人）
・選挙区ごとに政党な
　どが候補者を立てる
・無所属も可

・全国1区
・政党が順位なしの名簿を
　提出
・選挙区との重複立候補不可

・全国1区
・政党が順位なしの名簿を
　提出
・選挙区との重複立候補不可

得票数の上位者から
選挙区の定数分当選
＊鳥取県と島根県，徳島県と
　　高知県は合区

・個人名＋政党名の合計の得
票数をドント式で配分

・個人の得票数の順に当選を
決定

候補者名を記入

特定枠（拘束名簿）：名簿順に当選

非拘束名簿：得票数の多い順に当選

比例代表の例
a候補 ̶

100万票
50万票
30万票

120万票 ○○党総得票数300万票

b候補
c候補
d候補
政党名

（3議席獲得した場合）

候補者名または政党名を記入

当選

当選

当選

落選

	ドント式の計算例（議席数が6人の場合）

A党 B党 C党
総得票数 15000票 12000票 9000票
÷1 15000 ① 12000 ② 9000 ③
÷2 7500 ④ 6000 ⑤ 4500
÷3 5000 ⑥ 4000 3000
当選者数 3人 2人 1人

●選挙制度の問題点
　衆議院議員選挙の小選挙区制では得
票率と議席数の乖

かい

離
り

が大きい。2017年
の小選挙区では得票率約48％の自民
党が74％の議席を獲得した。また，議席
に結びつかない死票も半数近くにの
ぼった。国民の意見が多様化しているな
かで，「つくられた多数派」を生み出す選
挙制度の問題点が指摘されている。政
治の根幹ともいえる選挙についてはつ
ねに制度の是非を検討する必要がある。

0 20 40 60 80 100%

4.6 4.0

189議席

公明党 1.5 日本維新の会

9

48.4％ 8.4自由民主党

共産党

得票率

議席数
（計289議席）

●2021年10月31日 国民民主党 2.2

立憲民主党 30.0

れいわ新選組 0

社会民主党 0.5

5716 101
諸
派・無
所
属

0.46 1

	小選挙区での得票率と議席数

※ 定数は2022年7月に選挙区148，比例代表100（計248）
になる。

（注）衆議院では10年ごとの国勢調査の人口比に応じて都道府
県・ブロック別に定数を配分する「アダムズ方式」が2022年か
ら導入される。

5

10

15

20

25
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選挙制度
日本国憲法の下
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，成年男女は平等に選挙権を有し，投

票の秘密が保障されている（普通・平等・秘密・直接

選挙）。この選挙権の行使を議席に結びつけるしくみが選挙制度である。

選挙制度には大
たい

別
べつ

して，一選挙区から一人の議員を選出する小選挙区制と

複数の議員を選出する大選挙区制，各政党の得
とく

票
ひょう

に応じて議席を配分する

比例代表制などがある。小選挙区制は相対的多数派が多くの議席を獲得す

るしくみであるが，その反面，少数派の票は死
し

票
ひょう

となり，議席に結びつか

ない。したがって，多数者支配型
➡p.17
の民主政治に合致した選挙制度であり，

結果として二大政党制
➡p.68
や単独政権を生み出してきた。これに対して比例代

表制は少数派の意見も議席数に反映されるが，小党分立をまねきやすく，

連立政権を生み出すことが多い。

日本の選挙制度
日本の衆議院議員選挙の制度は，長い間，一つの選挙

区から3〜5名の議員を選出する大選挙区制（日本では

中選挙区制とよばれた）をとってきた。1994年，政治改革の一環として衆

議院に小選挙区とブロック単位の比例代表制とを組み合わせた小選挙区比

例代表並
へい

立
りつ

制が導入された。これにより，候補者中心の選挙から政党中心

の選挙に変わることが期待された。衆議院議員選挙では小選挙区と比例代

表の両方に立候補する重
ちょう

複
ふく

立候補が認められ

ている。参議院議員選挙では，全国を単位と

する非拘
こう

束
そく

名簿式比例代表制と，原則として

都道府県を単位とする選挙区選出制が並立さ

れている。なお，国会議員や地方公共団体の

首長や議員の選挙は，公
1950年
職選挙法にもとづい

て行われ，選挙が正しく行われるよう実際に

事務を担当するのは選挙管理委員会である。

	 日本の選挙制度の特徴は何か。どのような点が問題になってきたか。
	 政治的無関心とは何か。それは何をもたらすか。
A

B

選挙と政治意識2

	日本の選挙権の拡大

年 年齢
性別

納税額
（直接国税）

総人口に対する
有権者比率

1889
（明治22）

25歳以上
の男子

15円以上 1.13%
（1890年）

1900
（明治33） 10円以上 2.18%

（1902年）
1919
（大正8） 3円以上 5.50%

（1920年）
1925
（大正14）

制限なし

19.98%
（1928年）

1945
（昭和20）

20歳以上
の男女

48.65%
（1946年）

2015
（平成27）

18歳以上
の男女

83.63%
（2016年）

衆議院議員選挙

　小選挙区では有権者は候補者名を記入し，
289の選挙区ごとに得票数の一番多い候補
者が当選する。比例代表は全国を11ブロッ
クに分け，有権者は政党名を記入し，その
得票数をもとに議席が配分される。議席数
は，総得票数を自然数で割り，商の大きい
順に議席を配分するドント式が採用されて
いる。当選者は各党が中央選挙管理委員会
に届け出た名簿の上位者から決定する。

　なお，衆議院では小選挙区と比例代表の
重複立候補が認められている。各党の名簿
に同一順位で登録されると，惜敗率の高い
順に当選するが，小選挙区で有効投票数の
10分の1に満たないと復活当選できない。

　原則として各都道府県を単位とする選挙
区では，人口に応じて定数が配分されてお
り，有権者は候補者名を記入する。全国を
1ブロックとする比例代表では，有権者は
候補者名または政党名を記入し，その合計
の得票数が政党の得票数となる。各党の当
選者数はドント式で決まり，特定枠の候補
者が優先的に当選して，残りは個人の得票
数の多い候補者から順に当選する。

参議院議員選挙

日本の国政選挙のしくみ
レクチャー

	衆議院議員選挙のしくみ

	参議院議員選挙のしくみ

衆議院（小選挙区比例代表並立制）　定数465人

小選挙区 289人 比例代表
（拘束名簿式） 176人

・289選挙区（定数1人）
・選挙区ごとに政党な
　どが候補者を立てる
・無所属も可

・全国11ブロック
・政党がブロックごとに順位
　つきの名簿を提出
・小選挙区との重複立候補可

当選

当選

落選

落選

（注）　　重複立候補

各小選挙区の 1位が当選 ・ブロック別の得票数をドント
式で配分
・名簿の上位から当選
・同一順位の場合は小選挙区の
惜敗率＊で当選を決定

惜敗率の
高い方が
当選

＊惜敗率（%）
＝落選者の得票数当選者の得票数×100

せきはいりつ

比例代表の例

政党名を記入候補者名を記入

A候補 1位
2位
2位
2位
5位

B候補
C候補
D候補
E候補

○○党の名簿
比例代表の結果
（2議席獲得の場合）

当選

小選挙区の結果

落選（惜敗率80％）
落選（惜敗率30％）

参議院 　定数248人，3年ごとに定数の半分（124人）を改選

選挙区 74人 比例代表
（非拘束〔一部拘束〕名簿式）50人

・45選挙区＊（定数1～6人）
・選挙区ごとに政党な
　どが候補者を立てる
・無所属も可

・全国1区
・政党が順位なしの名簿を
　提出
・選挙区との重複立候補不可

・全国1区
・政党が順位なしの名簿を
　提出
・選挙区との重複立候補不可

得票数の上位者から
選挙区の定数分当選
＊鳥取県と島根県，徳島県と
　　高知県は合区

・個人名＋政党名の合計の得
票数をドント式で配分

・個人の得票数の順に当選を
決定

候補者名を記入

特定枠（拘束名簿）：名簿順に当選

非拘束名簿：得票数の多い順に当選

比例代表の例
a候補 ̶

100万票
50万票
30万票

120万票 ○○党総得票数300万票

b候補
c候補
d候補
政党名

（3議席獲得した場合）

候補者名または政党名を記入

当選

当選

当選

落選

	ドント式の計算例（議席数が6人の場合）

A党 B党 C党
総得票数 15000票 12000票 9000票
÷1 15000 ① 12000 ② 9000 ③
÷2 7500 ④ 6000 ⑤ 4500
÷3 5000 ⑥ 4000 3000
当選者数 3人 2人 1人

●選挙制度の問題点
　衆議院議員選挙の小選挙区制では得
票率と議席数の乖

かい

離
り

が大きい。2017年
の小選挙区では得票率約48％の自民
党が74％の議席を獲得した。また，議席
に結びつかない死票も半数近くにの
ぼった。国民の意見が多様化しているな
かで，「つくられた多数派」を生み出す選
挙制度の問題点が指摘されている。政
治の根幹ともいえる選挙についてはつ
ねに制度の是非を検討する必要がある。

0 20 40 60 80 100%

4.6 4.0

189議席

公明党 1.5 日本維新の会

9

48.4％ 8.4自由民主党

共産党

得票率

議席数
（計289議席）

●2021年10月31日 国民民主党 2.2

立憲民主党 30.0

れいわ新選組 0

社会民主党 0.5

5716 101
諸
派・無
所
属

0.46 1

	小選挙区での得票率と議席数
（注）衆議院では10年ごとの国勢調査の人口比に応じて都道府
県・ブロック別に定数を配分する「アダムズ方式」が2022年か
ら導入される。
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復するため，各政党が政策目標を選挙前にマ
manifesto
ニフェストとして公表してい

る。2013年にはインターネットでの選挙運動が解禁されたが，今後は戸

別訪問解禁の是非も含め，選挙運動のあり方を検討する必要があるだろう。

政治的無関心と
無党派層

低投票率の背景には政
political apathy
治的無関心

❶
がある。特に注目さ

れるのは，有権者の政党離れと，有権者の半数に達す

る無党派層（政党支持なし層）の急増である。この現象の原因としては，利

益集団や組合を基礎としてきた政党政治の従来のしくみが壊れ，政党の離
り

合
ごう

集
しゅう

散
さん

によって有権者と政党との関係が弱まったことがあげられる。有権

者が自らの意見を代表すると期待できる政党がないとすれば問題であり，

政党側の真
しん

摯
し

な対応が求められる。

　2015年に選挙権年齢は18歳以上に引き下げられた。これは国際水準に

合わせることに加えて，若い時期から政治的関心を高めるべきとの判断か

らである。政治的対立軸などについて理解を深め，積極的に政治に参加す

ることが重要である。

選挙をめぐる
諸問題

投票権の平等という原則からすると，選挙区ごとの有

権者数と議員定数との均
きん

衡
こう

が必要である。選挙区ごと

の一票の価値の比率（「一票の格差
❶
」）は，これまで衆議院では制度改革に

よって定数の格差是
ぜ

正
せい

が行われたが，参議院では依
い

然
ぜん

として大きいままで

ある。裁判所からは違憲判決
➡p.61判例

や違憲状態とする判決が何度も出されており，

格差を是正することは，国民に対する国会の責任である。

　選挙活動における買
ばい

収
しゅう

や供
きょう

応
おう

などの腐
ふ

敗
はい

に対しては，公職選挙法の改正

によって，有権者の冠
かん

婚
こん

葬
そう

祭
さい

への寄付などが規制され，選挙違反について

連
れん

座
ざ

制
❷
の強化などが実施された。また，政治資金規正法

❸
の改正により政治

資金の透明化がはかられ，政治家個人に対する企業団体献金も禁止される

ようになった。そして，政
1994年

党助成法が制定され，政党は多額の資金（政党

交付金
❹
）を税金から支出されている。しかし，政党支部の乱立によって政治

資金の流れが複雑になり，政治資金の透明化は十分ではない。

　選挙をめぐる深刻な問題は，投票率が長期低落傾向にあることで，国政

選挙の投票率が50％を下回ることもある。地方選挙でも低投票率が目立ち，

候補者減少により無投票で当選することもある。近年，政治への信頼を回

	国政選挙における投票率の推移
（総務省資料） 	「一票の格差」と最高裁判決（総務省資料ほか）
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参議院
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1.98
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3.08
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1962 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 20年

倍

（最大格差）

参議院

衆議院

合憲
違憲状態
違憲
審理中

❶ 一票の格差　2021年の衆議院選挙では最大2.08倍，2019年の参議院選挙では3.00倍であった。
❷ 連座制　選挙運動統

とう

括
かつ

責任者，出
すい

納
とう

責任者などが買収などの罪を犯し刑に処せられた場合に
は，当選は無効になる。

❸ 政治資金規正法　企業，団体による政治家個人への献金は禁止されたが，政党や政党の政治
資金団体への献金は禁止されておらず，政治資金の透明化には不十分であるとの批判がある。

❹�政党交付金　国会議員が5名以上いるか，国会議員が1名以上かつ直近の選挙で2％以上の
得票率を得た政党には公費での助成が行われ，国民一人あたり年額250円を負担している。

❶�政治的無関心　アメリカの社会学者リースマンは，政治的無知による「伝統型無関心」と，政
治的知識をもっているにもかかわらず政治に冷淡な「現代型無関心」に分類している。

　2014年，憲法改正手続きを規定する国
民投票法が改正され，国民投票の投票権を
満18歳以上の国民が有することになった
（→p.29）。これにともない，2015年に公
職選挙法が改正され，選挙権
年齢が満18歳以上に引き下
げられた。2016年に行われ
た参議院議員選挙から適用さ
れて，新たな有権者が生まれ，
一部の高校生も投票できるよ
うになった。今後，若い世代
が自分自身の現在と将来の社
会生活をみすえて，国政のあ
り方に関する決定に積極的に
かかわっていくことが期待さ
れている。
　また，2018年の民法改正

により，2022年4月から民法上の成年年
齢が18歳に引き下げられる。婚

こん

姻
いん

開始年
齢は，男女ともに18歳となる。少年法も
改正され，2022年4月から18，19歳の
少年犯罪が厳罰化される（→p.63コラム）。

18歳選挙権と成年年齢
コラム

	おもな国の法定年齢

私法（民法）
上の成年 結婚 喫煙 飲酒 選挙権 被選挙権

日本 18歳＊1 18歳＊1 20歳 20歳 18歳 衆議院25歳
参議院30歳

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳 下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳 18歳 18歳 下院18歳
ドイツ 18歳 18歳 18歳 18歳＊3 18歳 下院18歳

中国 18歳 男性22歳
女性20歳 18歳 18歳 18歳 18歳

＊１　2022年4月より施行予定
＊２　アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊３　ただしビールなどは16歳

5

10

5

10

15
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復するため，各政党が政策目標を選挙前にマ
manifesto
ニフェストとして公表してい

る。2013年にはインターネットでの選挙運動が解禁されたが，今後は戸

別訪問解禁の是非も含め，選挙運動のあり方を検討する必要があるだろう。

政治的無関心と
無党派層

低投票率の背景には政
political apathy
治的無関心

❶
がある。特に注目さ

れるのは，有権者の政党離れと，有権者の半数に達す

る無党派層（政党支持なし層）の急増である。この現象の原因としては，利

益集団や組合を基礎としてきた政党政治の従来のしくみが壊れ，政党の離
り

合
ごう

集
しゅう

散
さん

によって有権者と政党との関係が弱まったことがあげられる。有権

者が自らの意見を代表すると期待できる政党がないとすれば問題であり，

政党側の真
しん

摯
し

な対応が求められる。

　2015年に選挙権年齢は18歳以上に引き下げられた。これは国際水準に

合わせることに加えて，若い時期から政治的関心を高めるべきとの判断か

らである。政治的対立軸などについて理解を深め，積極的に政治に参加す

ることが重要である。

選挙をめぐる
諸問題

投票権の平等という原則からすると，選挙区ごとの有

権者数と議員定数との均
きん

衡
こう

が必要である。選挙区ごと

の一票の価値の比率（「一票の格差
❶
」）は，これまで衆議院では制度改革に

よって定数の格差是
ぜ

正
せい

が行われたが，参議院では依
い

然
ぜん

として大きいままで

ある。裁判所からは違憲判決
➡p.61判例

や違憲状態とする判決が何度も出されており，

格差を是正することは，国民に対する国会の責任である。

　選挙活動における買
ばい

収
しゅう

や供
きょう

応
おう

などの腐
ふ

敗
はい

に対しては，公職選挙法の改正

によって，有権者の冠
かん

婚
こん

葬
そう

祭
さい

への寄付などが規制され，選挙違反について

連
れん

座
ざ

制
❷
の強化などが実施された。また，政治資金規正法

❸
の改正により政治

資金の透明化がはかられ，政治家個人に対する企業団体献金も禁止される

ようになった。そして，政
1994年

党助成法が制定され，政党は多額の資金（政党

交付金
❹
）を税金から支出されている。しかし，政党支部の乱立によって政治

資金の流れが複雑になり，政治資金の透明化は十分ではない。

　選挙をめぐる深刻な問題は，投票率が長期低落傾向にあることで，国政

選挙の投票率が50％を下回ることもある。地方選挙でも低投票率が目立ち，

候補者減少により無投票で当選することもある。近年，政治への信頼を回

	国政選挙における投票率の推移
（総務省資料） 	「一票の格差」と最高裁判決（総務省資料ほか）

50

60

70

80

1945 50 60 70 80 90 2000 10 20年

（%） 衆議院

参議院

2.0

1.0

3.0

4.0

5.0

6.0

4.99
4.40

2.13 2.08
1.98

4.77

3.08
3.00 3.03

6.597.0

1962 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 20年

倍

（最大格差）

参議院

衆議院

合憲
違憲状態
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審理中

❶ 一票の格差　2021年の衆議院選挙では最大2.09倍，2022年の参議院選挙では3.03倍であった。
❷ 連座制　選挙運動統

とう

括
かつ

責任者，出
すい

納
とう

責任者などが買収などの罪を犯し刑に処せられた場合に
は，当選は無効になる。
❸ 政治資金規正法　企業，団体による政治家個人への献金は禁止されたが，政党や政党の政治

資金団体への献金は禁止されておらず，政治資金の透明化には不十分であるとの批判がある。
❹�政党交付金　国会議員が5名以上いるか，国会議員が1名以上かつ直近の選挙で2％以上の

得票率を得た政党には公費での助成が行われ，国民一人あたり年額250円を負担している。
❶�政治的無関心　アメリカの社会学者リースマンは，政治的無知による「伝統型無関心」と，政

治的知識をもっているにもかかわらず政治に冷淡な「現代型無関心」に分類している。

　2014年，憲法改正手続きを規定する国
民投票法が改正され，国民投票の投票権を
満18歳以上の国民が有することになった
（→p.29）。これにともない，2015年に公
職選挙法が改正され，選挙権
年齢が満18歳以上に引き下
げられた。2016年に行われ
た参議院議員選挙から適用さ
れて，新たな有権者が生まれ，
一部の高校生も投票できるよ
うになった。今後，若い世代
が自分自身の現在と将来の社
会生活をみすえて，国政のあ
り方に関する決定に積極的に
かかわっていくことが期待さ
れている。
　また，2018年の民法改正

により，2022年4月から民法上の成年年
齢が18歳に引き下げられた。婚

こん

姻
いん

開始年
齢は男女ともに18歳となった。少年法も
改正され，2022年4月から18，19歳の
少年犯罪が厳罰化された（→p.63コラム）。

18歳選挙権と成年年齢
コラム

	おもな国の法定年齢

私法（民法）
上の成年 結婚 喫煙 飲酒 選挙権 被選挙権

日本 18歳 18歳 20歳 20歳 18歳 衆議院25歳
参議院30歳

アメリカ 18歳＊1 18歳＊1 18歳＊1 21歳 18歳 下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳 18歳 18歳 下院18歳
ドイツ 18歳 18歳 18歳 18歳＊2 18歳 下院18歳

中国 18歳 男性22歳
女性20歳 18歳 18歳 18歳 18歳

＊１　アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊２　ただしビールなどは16歳
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復するため，各政党が政策目標を選挙前にマ
manifesto
ニフェストとして公表してい

る。2013年にはインターネットでの選挙運動が解禁されたが，今後は戸

別訪問解禁の是非も含め，選挙運動のあり方を検討する必要があるだろう。

政治的無関心と
無党派層

低投票率の背景には政
political apathy
治的無関心

❶
がある。特に注目さ

れるのは，有権者の政党離れと，有権者の半数に達す

る無党派層（政党支持なし層）の急増である。この現象の原因としては，利

益集団や組合を基礎としてきた政党政治の従来のしくみが壊れ，政党の離
り

合
ごう

集
しゅう

散
さん

によって有権者と政党との関係が弱まったことがあげられる。有権

者が自らの意見を代表すると期待できる政党がないとすれば問題であり，

政党側の真
しん

摯
し

な対応が求められる。

　2015年に選挙権年齢は18歳以上に引き下げられた。これは国際水準に

合わせることに加えて，若い時期から政治的関心を高めるべきとの判断か

らである。政治的対立軸などについて理解を深め，積極的に政治に参加す

ることが重要である。

選挙をめぐる
諸問題

投票権の平等という原則からすると，選挙区ごとの有

権者数と議員定数との均
きん

衡
こう

が必要である。選挙区ごと

の一票の価値の比率（「一票の格差
❶
」）は，これまで衆議院では制度改革に

よって定数の格差是
ぜ

正
せい

が行われたが，参議院では依
い

然
ぜん

として大きいままで

ある。裁判所からは違憲判決
➡p.61判例

や違憲状態とする判決が何度も出されており，

格差を是正することは，国民に対する国会の責任である。

　選挙活動における買
ばい

収
しゅう

や供
きょう

応
おう

などの腐
ふ

敗
はい

に対しては，公職選挙法の改正

によって，有権者の冠
かん

婚
こん

葬
そう

祭
さい

への寄付などが規制され，選挙違反について

連
れん

座
ざ

制
❷
の強化などが実施された。また，政治資金規正法

❸
の改正により政治

資金の透明化がはかられ，政治家個人に対する企業団体献金も禁止される

ようになった。そして，政
1994年

党助成法が制定され，政党は多額の資金（政党

交付金
❹
）を税金から支出されている。しかし，政党支部の乱立によって政治

資金の流れが複雑になり，政治資金の透明化は十分ではない。

　選挙をめぐる深刻な問題は，投票率が長期低落傾向にあることで，国政

選挙の投票率が50％を下回ることもある。地方選挙でも低投票率が目立ち，

候補者減少により無投票で当選することもある。近年，政治への信頼を回

	国政選挙における投票率の推移
（総務省資料） 	「一票の格差」と最高裁判決（総務省資料ほか）
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審理中

❶ 一票の格差　2021年の衆議院選挙では最大2.08倍，2019年の参議院選挙では3.00倍であった。
❷ 連座制　選挙運動統

とう

括
かつ

責任者，出
すい

納
とう

責任者などが買収などの罪を犯し刑に処せられた場合に
は，当選は無効になる。
❸ 政治資金規正法　企業，団体による政治家個人への献金は禁止されたが，政党や政党の政治

資金団体への献金は禁止されておらず，政治資金の透明化には不十分であるとの批判がある。
❹�政党交付金　国会議員が5名以上いるか，国会議員が1名以上かつ直近の選挙で2％以上の

得票率を得た政党には公費での助成が行われ，国民一人あたり年額250円を負担している。
❶�政治的無関心　アメリカの社会学者リースマンは，政治的無知による「伝統型無関心」と，政

治的知識をもっているにもかかわらず政治に冷淡な「現代型無関心」に分類している。

　2014年，憲法改正手続きを規定する国
民投票法が改正され，国民投票の投票権を
満18歳以上の国民が有することになった
（→p.29）。これにともない，2015年に公
職選挙法が改正され，選挙権
年齢が満18歳以上に引き下
げられた。2016年に行われ
た参議院議員選挙から適用さ
れて，新たな有権者が生まれ，
一部の高校生も投票できるよ
うになった。今後，若い世代
が自分自身の現在と将来の社
会生活をみすえて，国政のあ
り方に関する決定に積極的に
かかわっていくことが期待さ
れている。
　また，2018年の民法改正

により，2022年4月から民法上の成年年
齢が18歳に引き下げられる。婚

こん

姻
いん

開始年
齢は，男女ともに18歳となる。少年法も
改正され，2022年4月から18，19歳の
少年犯罪が厳罰化される（→p.63コラム）。

18歳選挙権と成年年齢
コラム

	おもな国の法定年齢

私法（民法）
上の成年 結婚 喫煙 飲酒 選挙権 被選挙権

日本 18歳＊1 18歳＊1 20歳 20歳 18歳 衆議院25歳
参議院30歳

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳 下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳 18歳 18歳 下院18歳
ドイツ 18歳 18歳 18歳 18歳＊3 18歳 下院18歳

中国 18歳 男性22歳
女性20歳 18歳 18歳 18歳 18歳

＊１　2022年4月より施行予定
＊２　アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊３　ただしビールなどは16歳
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復するため，各政党が政策目標を選挙前にマ
manifesto
ニフェストとして公表してい

る。2013年にはインターネットでの選挙運動が解禁されたが，今後は戸

別訪問解禁の是非も含め，選挙運動のあり方を検討する必要があるだろう。

政治的無関心と
無党派層

低投票率の背景には政
political apathy
治的無関心

❶
がある。特に注目さ

れるのは，有権者の政党離れと，有権者の半数に達す

る無党派層（政党支持なし層）の急増である。この現象の原因としては，利

益集団や組合を基礎としてきた政党政治の従来のしくみが壊れ，政党の離
り

合
ごう

集
しゅう

散
さん

によって有権者と政党との関係が弱まったことがあげられる。有権

者が自らの意見を代表すると期待できる政党がないとすれば問題であり，

政党側の真
しん

摯
し

な対応が求められる。

　2015年に選挙権年齢は18歳以上に引き下げられた。これは国際水準に

合わせることに加えて，若い時期から政治的関心を高めるべきとの判断か

らである。政治的対立軸などについて理解を深め，積極的に政治に参加す

ることが重要である。

選挙をめぐる
諸問題

投票権の平等という原則からすると，選挙区ごとの有

権者数と議員定数との均
きん

衡
こう

が必要である。選挙区ごと

の一票の価値の比率（「一票の格差
❶
」）は，これまで衆議院では制度改革に

よって定数の格差是
ぜ

正
せい

が行われたが，参議院では依
い

然
ぜん

として大きいままで

ある。裁判所からは違憲判決
➡p.61判例

や違憲状態とする判決が何度も出されており，

格差を是正することは，国民に対する国会の責任である。

　選挙活動における買
ばい

収
しゅう

や供
きょう

応
おう

などの腐
ふ

敗
はい

に対しては，公職選挙法の改正

によって，有権者の冠
かん

婚
こん

葬
そう

祭
さい

への寄付などが規制され，選挙違反について

連
れん

座
ざ

制
❷
の強化などが実施された。また，政治資金規正法

❸
の改正により政治

資金の透明化がはかられ，政治家個人に対する企業団体献金も禁止される

ようになった。そして，政
1994年

党助成法が制定され，政党は多額の資金（政党

交付金
❹
）を税金から支出されている。しかし，政党支部の乱立によって政治

資金の流れが複雑になり，政治資金の透明化は十分ではない。

　選挙をめぐる深刻な問題は，投票率が長期低落傾向にあることで，国政

選挙の投票率が50％を下回ることもある。地方選挙でも低投票率が目立ち，

候補者減少により無投票で当選することもある。近年，政治への信頼を回

	国政選挙における投票率の推移
（総務省資料） 	「一票の格差」と最高裁判決（総務省資料ほか）
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審理中

❶ 一票の格差　2021年の衆議院選挙では最大2.09倍，2022年の参議院選挙では3.03倍であった。
❷ 連座制　選挙運動統

とう

括
かつ

責任者，出
すい

納
とう

責任者などが買収などの罪を犯し刑に処せられた場合に
は，当選は無効になる。
❸ 政治資金規正法　企業，団体による政治家個人への献金は禁止されたが，政党や政党の政治

資金団体への献金は禁止されておらず，政治資金の透明化には不十分であるとの批判がある。
❹�政党交付金　国会議員が5名以上いるか，国会議員が1名以上かつ直近の選挙で2％以上の

得票率を得た政党には公費での助成が行われ，国民一人あたり年額250円を負担している。
❶�政治的無関心　アメリカの社会学者リースマンは，政治的無知による「伝統型無関心」と，政

治的知識をもっているにもかかわらず政治に冷淡な「現代型無関心」に分類している。

　2014年，憲法改正手続きを規定する国
民投票法が改正され，国民投票の投票権を
満18歳以上の国民が有することになった
（→p.29）。これにともない，2015年に公
職選挙法が改正され，選挙権
年齢が満18歳以上に引き下
げられた。2016年に行われ
た参議院議員選挙から適用さ
れて，新たな有権者が生まれ，
一部の高校生も投票できるよ
うになった。今後，若い世代
が自分自身の現在と将来の社
会生活をみすえて，国政のあ
り方に関する決定に積極的に
かかわっていくことが期待さ
れている。
　また，2018年の民法改正

により，2022年4月から民法上の成年年
齢が18歳に引き下げられた。婚

こん

姻
いん

開始年
齢は男女ともに18歳となった。少年法も
改正され，2022年4月から18，19歳の
少年犯罪が厳罰化された（→p.63コラム）。

18歳選挙権と成年年齢
コラム

	おもな国の法定年齢

私法（民法）
上の成年 結婚 喫煙 飲酒 選挙権 被選挙権

日本 18歳 18歳 20歳 20歳 18歳 衆議院25歳
参議院30歳

アメリカ 18歳＊1 18歳＊1 18歳＊1 21歳 18歳 下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳 18歳 18歳 下院18歳
ドイツ 18歳 18歳 18歳 18歳＊2 18歳 下院18歳

中国 18歳 男性22歳
女性20歳 18歳 18歳 18歳 18歳

＊１　アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊２　ただしビールなどは16歳
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復するため，各政党が政策目標を選挙前にマ
manifesto
ニフェストとして公表してい

る。2013年にはインターネットでの選挙運動が解禁されたが，今後は戸

別訪問解禁の是非も含め，選挙運動のあり方を検討する必要があるだろう。

政治的無関心と
無党派層

低投票率の背景には政
political apathy
治的無関心

❶
がある。特に注目さ

れるのは，有権者の政党離れと，有権者の半数に達す

る無党派層（政党支持なし層）の急増である。この現象の原因としては，利

益集団や組合を基礎としてきた政党政治の従来のしくみが壊れ，政党の離
り

合
ごう

集
しゅう

散
さん

によって有権者と政党との関係が弱まったことがあげられる。有権

者が自らの意見を代表すると期待できる政党がないとすれば問題であり，

政党側の真
しん

摯
し

な対応が求められる。

　2015年に選挙権年齢は18歳以上に引き下げられた。これは国際水準に

合わせることに加えて，若い時期から政治的関心を高めるべきとの判断か

らである。政治的対立軸などについて理解を深め，積極的に政治に参加す

ることが重要である。

選挙をめぐる
諸問題

投票権の平等という原則からすると，選挙区ごとの有

権者数と議員定数との均
きん

衡
こう

が必要である。選挙区ごと

の一票の価値の比率（「一票の格差
❶
」）は，これまで衆議院では制度改革に

よって定数の格差是
ぜ

正
せい

が行われたが，参議院では依
い

然
ぜん

として大きいままで

ある。裁判所からは違憲判決
➡p.61判例

や違憲状態とする判決が何度も出されており，

格差を是正することは，国民に対する国会の責任である。

　選挙活動における買
ばい

収
しゅう

や供
きょう

応
おう

などの腐
ふ

敗
はい

に対しては，公職選挙法の改正

によって，有権者の冠
かん

婚
こん

葬
そう

祭
さい

への寄付などが規制され，選挙違反について

連
れん

座
ざ

制
❷
の強化などが実施された。また，政治資金規正法

❸
の改正により政治

資金の透明化がはかられ，政治家個人に対する企業団体献金も禁止される

ようになった。そして，政
1994年

党助成法が制定され，政党は多額の資金（政党

交付金
❹
）を税金から支出されている。しかし，政党支部の乱立によって政治

資金の流れが複雑になり，政治資金の透明化は十分ではない。

　選挙をめぐる深刻な問題は，投票率が長期低落傾向にあることで，国政

選挙の投票率が50％を下回ることもある。地方選挙でも低投票率が目立ち，

候補者減少により無投票で当選することもある。近年，政治への信頼を回

	国政選挙における投票率の推移
（総務省資料） 	「一票の格差」と最高裁判決（総務省資料ほか）
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審理中

❶ 一票の格差　2021年の衆議院選挙では最大2.08倍，2019年の参議院選挙では3.00倍であった。
❷ 連座制　選挙運動統

とう

括
かつ

責任者，出
すい

納
とう

責任者などが買収などの罪を犯し刑に処せられた場合に
は，当選は無効になる。
❸ 政治資金規正法　企業，団体による政治家個人への献金は禁止されたが，政党や政党の政治

資金団体への献金は禁止されておらず，政治資金の透明化には不十分であるとの批判がある。
❹�政党交付金　国会議員が5名以上いるか，国会議員が1名以上かつ直近の選挙で2％以上の

得票率を得た政党には公費での助成が行われ，国民一人あたり年額250円を負担している。
❶�政治的無関心　アメリカの社会学者リースマンは，政治的無知による「伝統型無関心」と，政

治的知識をもっているにもかかわらず政治に冷淡な「現代型無関心」に分類している。

　2014年，憲法改正手続きを規定する国
民投票法が改正され，国民投票の投票権を
満18歳以上の国民が有することになった
（→p.29）。これにともない，2015年に公
職選挙法が改正され，選挙権
年齢が満18歳以上に引き下
げられた。2016年に行われ
た参議院議員選挙から適用さ
れて，新たな有権者が生まれ，
一部の高校生も投票できるよ
うになった。今後，若い世代
が自分自身の現在と将来の社
会生活をみすえて，国政のあ
り方に関する決定に積極的に
かかわっていくことが期待さ
れている。
　また，2018年の民法改正

により，2022年4月から民法上の成年年
齢が18歳に引き下げられる。婚

こん

姻
いん

開始年
齢は，男女ともに18歳となる。少年法も
改正され，2022年4月から18，19歳の
少年犯罪が厳罰化される（→p.63コラム）。

18歳選挙権と成年年齢
コラム

	おもな国の法定年齢

私法（民法）
上の成年 結婚 喫煙 飲酒 選挙権 被選挙権

日本 18歳＊1 18歳＊1 20歳 20歳 18歳 衆議院25歳
参議院30歳

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳 下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳 18歳 18歳 下院18歳
ドイツ 18歳 18歳 18歳 18歳＊3 18歳 下院18歳

中国 18歳 男性22歳
女性20歳 18歳 18歳 18歳 18歳

＊１　2022年4月より施行予定
＊２　アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊３　ただしビールなどは16歳
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復するため，各政党が政策目標を選挙前にマ
manifesto
ニフェストとして公表してい

る。2013年にはインターネットでの選挙運動が解禁されたが，今後は戸

別訪問解禁の是非も含め，選挙運動のあり方を検討する必要があるだろう。

政治的無関心と
無党派層

低投票率の背景には政
political apathy
治的無関心

❶
がある。特に注目さ

れるのは，有権者の政党離れと，有権者の半数に達す

る無党派層（政党支持なし層）の急増である。この現象の原因としては，利

益集団や組合を基礎としてきた政党政治の従来のしくみが壊れ，政党の離
り

合
ごう

集
しゅう

散
さん

によって有権者と政党との関係が弱まったことがあげられる。有権

者が自らの意見を代表すると期待できる政党がないとすれば問題であり，

政党側の真
しん

摯
し

な対応が求められる。

　2015年に選挙権年齢は18歳以上に引き下げられた。これは国際水準に

合わせることに加えて，若い時期から政治的関心を高めるべきとの判断か

らである。政治的対立軸などについて理解を深め，積極的に政治に参加す

ることが重要である。

選挙をめぐる
諸問題

投票権の平等という原則からすると，選挙区ごとの有

権者数と議員定数との均
きん

衡
こう

が必要である。選挙区ごと

の一票の価値の比率（「一票の格差
❶
」）は，これまで衆議院では制度改革に

よって定数の格差是
ぜ

正
せい

が行われたが，参議院では依
い

然
ぜん

として大きいままで

ある。裁判所からは違憲判決
➡p.61判例

や違憲状態とする判決が何度も出されており，
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　選挙活動における買
ばい

収
しゅう
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きょう

応
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などの腐
ふ

敗
はい

に対しては，公職選挙法の改正

によって，有権者の冠
かん

婚
こん

葬
そう

祭
さい

への寄付などが規制され，選挙違反について

連
れん

座
ざ

制
❷
の強化などが実施された。また，政治資金規正法

❸
の改正により政治
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1994年
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❹
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は，当選は無効になる。
❸ 政治資金規正法　企業，団体による政治家個人への献金は禁止されたが，政党や政党の政治

資金団体への献金は禁止されておらず，政治資金の透明化には不十分であるとの批判がある。
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　2014年，憲法改正手続きを規定する国
民投票法が改正され，国民投票の投票権を
満18歳以上の国民が有することになった
（→p.29）。これにともない，2015年に公
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会生活をみすえて，国政のあ
り方に関する決定に積極的に
かかわっていくことが期待さ
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により，2022年4月から民法上の成年年
齢が18歳に引き下げられた。婚
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姻
いん

開始年
齢は男女ともに18歳となった。少年法も
改正され，2022年4月から18，19歳の
少年犯罪が厳罰化された（→p.63コラム）。

18歳選挙権と成年年齢
コラム

	おもな国の法定年齢

私法（民法）
上の成年 結婚 喫煙 飲酒 選挙権 被選挙権

日本 18歳 18歳 20歳 20歳 18歳 衆議院25歳
参議院30歳
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ドイツ 18歳 18歳 18歳 18歳＊2 18歳 下院18歳

中国 18歳 男性22歳
女性20歳 18歳 18歳 18歳 18歳

＊１　アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊２　ただしビールなどは16歳
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第二次世界大戦
の終結と冷戦

第二次世界大戦中の構想にもとづき，連合国首脳によ

るヤ
1945年

ルタ会談で国際連合の設立と運営原則が取り決め

られ，1945年，平和への希求の下
もと

に戦争が終結し，国際連合
➡p.85

が成立した。

　日本は1945年8月，連合国のポツダム宣言を受け入れて敗戦を迎え，占

領された。連合国軍総司令部（GHQ
➡p.26

）の施政方針の下
もと

，日本は天皇制を残

しながらも非軍事化する日本国憲法の制定を進めた
➡p.26

。日本の非軍事化には，

連合国と国際連合による秩
ちつ

序
じょ

維
い

持
じ

への期待があった。

　しかし，かつての連合国であるアメリカとソ連の両大国は，それぞれ自

由主義と共産主義を掲げ，自らの勢力圏（陣営）を形成し，イデオロギー的

にも軍事的にも対立するようになった。これを「冷戦」体制とよぶ。

冷戦の進展
アメリカは1947年以降，トルーマン・ドクトリン

❶
やマー

シャル・プラン
❷
を通じて，自由主義勢力を結束させ，

共産主義勢力の拡大を阻止するため

の「封じ込め政策」を採用した。北
1949年
大

西
North Atlantic Treaty Organization
洋条約機構（N

ナ ト ー

ATO）を設立して西

側陣営の軍事的結束を強め，経済統

合も進んだ。これに対してソ連は，

国
1947年

際共産党情報局（コミンフォルム），

経
1949年

済相互援助会議（C
コ メ コ ン

OMECON）を

設立し，東欧諸国を中心に東側陣営

の政治経済的結束を強め，ワルシャ
Warsaw Treaty Organization

ワ条約機構の結
1955年

成を通じて軍事的結

を中心とするイラク攻撃などでは，国連の存在意義が問われた。なお，近

年，紛争後の国家再建に重点をおく「平和構築
❶
」への関心が高まっている。

国際連合と
人権保障

第二次世界大戦後，すべての人の人権を広く保障する

国際人権法や武力紛争での兵士，捕
ほ

虜
りょ

，一般市民の人

道的扱いなどに関する国際人道法が注目され，国連憲章は人権尊重を基本

原則に定めた。1946年には国
現 国連人権理事会

連人権委員会が設置され，その後，世界人

権宣言や国際人権規約などが採択された
➡p.14

。また，1993年には世界人権会

議が開催され，女性，子ども，少数民族，移住労働者などの権利保護を強

化した「ウィーン宣言」が採択された。さらに，近年の「人権の主流化」のな

かで，2006年に国連人権委員会が改組され，総会常設の補助機関として

国連人権
United Nations Human Rights Council
理事会（UNHRC）が発足した。

国際連合の課題
冷戦終結

➡p.93
により国連への期待は高まったが，地域紛争

の急増，人口・環境問題など新しい問題に十分対応で

きていないとの批判がある。これに対し，アメリカなどの分担金滞納によ

る財政危機への対応，安全保障理事会の常任理事国の改編（日本やドイツ

などへの議席拡大），PKO活動の再編など，包
ほう

括
かつ

的な国連改革が検討された。

その結果，人権理事会や平和構築委員会などが設立されたものの，安全保

障理事会の改革は挫
ざ

折
せつ

した。

　国連が取り組む地球規模の課題（グ
global issue

ローバル・イシュー）は地域紛争の防

止と解決，地球環境問題，貧困の撲
ぼく

滅
めつ

，テロ

対策，難民問題など多
た

岐
き

にわたる。2015年

に「持続可能な開発目標（SDGs
➡p.195

）」が採択され

るなどさまざまな活動の指針も示されている。

国連の問題処理能力が問われている一方，紛

争後の復興支援など国連でなければ成果があ

げられないものも多く，各専門機関の活動を

含め国連の果たす役割は依
い

然
ぜん

として大きい。

❶ 平和構築　内戦などの紛争後に，その地域の経済的復興，開発，法制度の構築，敵対勢力間
の和解などを通じて，紛争の再発を防止する国連などによる試みをいう。

	主要国の国連分担金比率（国連
広報センター資料）　分担率は総会
で決定される。

ロシア
2.4％ アメリカ

22.0％
総額
29.5
億ドル

中国
12.0％

日本 8.6％

その他
39.9％

フランス 4.4％
ドイツ 6.1％イギリス 4.6％

［2021年
  通常予算］

	 第二次世界大戦後の国際関係はどのように展開したか。
	 冷戦終結後の国際社会はどのような状況にあるか。
	 戦後の国際社会において，日本はどのような立場で行動してきたか。

A

B

C

戦後国際関係の展開と日本4

❶ トルーマン・ドクトリン　トルーマン米大統領が，ギリシャ，トルコへの軍事援助を議会に
要請した演説で明らかにした，冷戦期アメリカ外交の基本原則。
❷ マーシャル・プラン　マーシャル米国務長官が発表したヨーロッパの戦後復興を支援する計

画。ソ連および東側諸国が参加せず，ヨーロッパの東西分断の重要な原因となった。

	第二次世界大戦後のヨーロッパ（1955年）
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めつ

，テロ

対策，難民問題など多
た

岐
き

にわたる。2015年

に「持続可能な開発目標（SDGs
➡p.195

）」が採択され

るなどさまざまな活動の指針も示されている。

国連の問題処理能力が問われている一方，紛

争後の復興支援など国連でなければ成果があ

げられないものも多く，各専門機関の活動を

含め国連の果たす役割は依
い

然
ぜん

として大きい。

❶ 平和構築　内戦などの紛争後に，その地域の経済的復興，開発，法制度の構築，敵対勢力間
の和解などを通じて，紛争の再発を防止する国連などによる試みをいう。

	主要国の国連分担金比率（国連
広報センター資料）　分担率は総会
で決定される。
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1.9％ アメリカ

22.0％
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29.3
億ドル 中国

15.3％

日本 8.0％

その他
38.0％

フランス 4.3％
ドイツ 6.1％イギリス 4.4％

［2022年
  通常予算］

	 第二次世界大戦後の国際関係はどのように展開したか。
	 冷戦終結後の国際社会はどのような状況にあるか。
	 戦後の国際社会において，日本はどのような立場で行動してきたか。

A

B

C

戦後国際関係の展開と日本4

❶ トルーマン・ドクトリン　トルーマン米大統領が，ギリシャ，トルコへの軍事援助を議会に
要請した演説で明らかにした，冷戦期アメリカ外交の基本原則。
❷ マーシャル・プラン　マーシャル米国務長官が発表したヨーロッパの戦後復興を支援する計

画。ソ連および東側諸国が参加せず，ヨーロッパの東西分断の重要な原因となった。

	第二次世界大戦後のヨーロッパ（1955年）
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❶	アフガニスタン紛争（1979～89年）・
	 	アフガニスタン軍事行動（2001年～）
　1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻
し，これに対抗するムジャヒディン（イス
ラム戦士）とよばれる反政府勢力との間の
戦闘が始まった。ソ連が撤退した後は，ム
ジャヒディン勢力が分裂して対立する内戦
となった。その混乱のなか，イスラム原理
主義勢力のタリバンが台

たい

頭
とう

した。2001年
にアメリカで「同時多発テロ」が起こると，
アメリカは軍事介

かい

入
にゅう

し，タリバン政権を崩
ほう

壊
かい

させた。その後もタリバン勢力と米国を
中心とする諸国の間の戦闘が続いた。

❷	ソマリア内戦（1988年～）
　ソマリアは独立当初から政情不安が続い
ており，1988年に内戦が勃

ぼっ

発
ぱつ

した。91年
には大統領が亡命し，部族抗争は続くとい
う無政府状態におちいった。内戦は甚

じん

大
だい

な
人道的危機をつくり出し，国連などの支援
活動も活発になった。しかし，国連PKOは，
93年にアメリカ兵などの死者や負傷者が
出た結果，撤退した。その後，国際社会は
ソマリアの支援を続けているが，無政府状
態が続いている。海

かい

賊
ぞく

行為の取り締まりも
行われないため，ソマリア沖の安全が問題
となっている。

世界の紛争地図
レクチャー

❸	ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争（1992
～95年）・コソボ紛争（1996～99年）

　冷戦終結にともない，1992年にユーゴ
スラビア連邦の各共和国がつぎつぎと独立
を宣言した。そのなかでセルビアを中心と
する連邦維

い

持
じ

派と分離派との間での紛争が
激化した。ボスニア・ヘルツェゴビナでは
約20万人の犠

ぎ

牲
せい

者を生む凄
せい

惨
さん

な内戦とな
り，NATOの「人道的介入」を理由とする
武力攻撃などをへて，ようやく終結した。
また，1999年にはコソボ自治区の独立闘
争が武力紛争に発展し，再びNATOが軍
事介入した。どちらも国連やNATOが展
開し，統治にも関与した活動が行われた。
コソボは2008年に独立を宣言した。

❹ダルフール紛争（2003年～）
　スーダン西部のダルフール地方では，
2003年に反政府武装組織と，政府系勢力
との間で激しい内戦が起こった。特に政府
系の民兵が一般住民も攻撃して殺

さつ

戮
りく

行為を
繰り返し，数十万人の犠牲者と約190万
人の国内避難民を出す人道的危機をまねい
た。難民とそれを追う政府系民兵の流入に
より，戦火は隣国チャドにも飛び火した。
スーダンのバシル大統領は，ダルフールに
おける「人道に対する罪」で，国際刑事裁判
所（ICC）に訴

そ

追
つい

された。2008年には，史
上初の国連とアフリカ連合（AU）による合
同のPKOが組織され，PKO活動を展開し
た。

❺シリア内戦（2011年～）
　2010年末から広がった「アラブの春」の
流れのなかで，シリアでも民主化の機運が
高まり，2011年に独裁的なアサド政権と
反政府勢力との間で内戦が勃発した。これ
に対し，ロシアやイランはアサド政権側を，
欧米諸国は反政府勢力を支援したが，その
一方で「イスラム国（IS）」と称する宗教原
理主義勢力が台頭し，内戦は複雑化した。
その後，2017年までにISは後退し，アサ
ド政権は勢力を回復したが，クルド人も東

部で支配を固め，国家の再統一にはいたっ
ていない。その間，1300万人以上の人々
が国内外で避難を強

し

いられたままである。

イラク軍事行動2003～11年イラク軍事行動2003～11年
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❶
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1955～72，83～2005年
南北スーダン紛争
1955～72，83～2005年

ウクライナ紛争2014年～

南スーダン内戦2013年～

イエメン内戦2015年～イエメン内戦2015年～

	旧ユーゴスラビアの民族分布

	ダルフール紛争による国内避難民（ジュナイ
ナ，2004年）

	空爆を受けたシリア（ホムス，2014年）
	アフガニスタンで軍事作戦を行うアメリカ

軍（オルズガン，2004年）
	ソマリアで活動する国連PKO（モガディ
シュ，1992年）
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❶	アフガニスタン紛争（1979～89年）・
	 	アフガニスタン軍事行動（2001～21年）
　1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻
し，これに対抗するムジャヒディン（イス
ラム戦士）とよばれる反政府勢力との間の
戦闘が始まった。ソ連が撤退した後は，ム
ジャヒディン勢力が分裂して対立する内戦
となった。その混乱のなか，イスラム原理
主義勢力のタリバンが台

たい

頭
とう

した。2001年
にアメリカで「同時多発テロ」が起こると，
アメリカは軍事介

かい

入
にゅう

し，タリバン政権を崩
ほう

壊
かい

させた。その後もタリバン勢力と米国を
中心とする諸国の間の戦闘が続いた。

❷	ソマリア内戦（1988年～）
　ソマリアは独立当初から政情不安が続い
ており，1988年に内戦が勃

ぼっ

発
ぱつ

した。91年
には大統領が亡命し，部族抗争は続くとい
う無政府状態におちいった。内戦は甚

じん

大
だい

な
人道的危機をつくり出し，国連などの支援
活動も活発になった。しかし，国連PKOは，
93年にアメリカ兵などの死者や負傷者が
出た結果，撤退した。その後，国際社会は
ソマリアの支援を続けているが，無政府状
態が続いている。海

かい

賊
ぞく

行為の取り締まりも
行われないため，ソマリア沖の安全が問題
となっている。

世界の紛争地図
レクチャー

❸	ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争（1992
～95年）・コソボ紛争（1996～99年）

　冷戦終結にともない，1992年にユーゴ
スラビア連邦の各共和国がつぎつぎと独立
を宣言した。そのなかでセルビアを中心と
する連邦維

い

持
じ

派と分離派との間での紛争が
激化した。ボスニア・ヘルツェゴビナでは
約20万人の犠

ぎ

牲
せい

者を生む凄
せい

惨
さん

な内戦とな
り，NATOの「人道的介入」を理由とする
武力攻撃などをへて，ようやく終結した。
また，1999年にはコソボ自治区の独立闘
争が武力紛争に発展し，再びNATOが軍
事介入した。どちらも国連やNATOが展
開し，統治にも関与した活動が行われた。
コソボは2008年に独立を宣言した。

❹ダルフール紛争（2003年～）
　スーダン西部のダルフール地方では，
2003年に反政府武装組織と，政府系勢力
との間で激しい内戦が起こった。特に政府
系の民兵が一般住民も攻撃して殺

さつ

戮
りく

行為を
繰り返し，数十万人の犠牲者と約190万
人の国内避難民を出す人道的危機をまねい
た。難民とそれを追う政府系民兵の流入に
より，戦火は隣国チャドにも飛び火した。
スーダンのバシル大統領は，ダルフールに
おける「人道に対する罪」で，国際刑事裁判
所（ICC）に訴

そ

追
つい

された。2008年には，史
上初の国連とアフリカ連合（AU）による合
同のPKOが組織され，PKO活動を展開し
た。

❺シリア内戦（2011年～）
　2010年末から広がった「アラブの春」の
流れのなかで，シリアでも民主化の機運が
高まり，2011年に独裁的なアサド政権と
反政府勢力との間で内戦が勃発した。これ
に対し，ロシアやイランはアサド政権側を，
欧米諸国は反政府勢力を支援したが，その
一方で「イスラム国（IS）」と称する宗教原
理主義勢力が台頭し，内戦は複雑化した。
その後，2017年までにISは後退し，アサ
ド政権は勢力を回復したが，クルド人も東

部で支配を固め，国家の再統一にはいたっ
ていない。その間，1300万人以上の人々
が国内外で避難を強

し

いられたままである。
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	旧ユーゴスラビアの民族分布

	ダルフール紛争による国内避難民（ジュナイ
ナ，2004年）

	空爆を受けたシリア（ホムス，2014年）
	アフガニスタンで軍事作戦を行うアメリカ

軍（オルズガン，2004年）
	ソマリアで活動する国連PKO（モガディ

シュ，1992年）
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平和共存と
多極化

1950年代初めに米ソが水爆実験に成功し，全面核戦

争の脅
きょう

威
い

が広く認識されると，東西間で緊張緩
かん

和
わ

が試

みられた。朝鮮戦争とインドシナ戦争の停戦，米英仏ソ首脳によるジ
1955年

ュネー

ブ4巨頭会談は，その例である。ソ連共産党第一書記のフ
N.Khrushchev（在職1953〜64）

ルシチョフは，

1956年に「スターリン批判」を行い，資本主義勢力との「平和共存」は可能

であると述べた。いっぽうで，米ソ間での核軍拡競争は激化し，キ
1962年
ューバ

危機
❶
では核戦争の一歩手前まで近づいた。しかし，対立の安定化をはかる

試みが続けられ，米ソ間にホットライン（直通電話回線）が結ばれた。

　1960年代に入ると，国際政治は，米ソ二極体制から多極化へと向かう。

西側陣営では，日本や西ドイツが経済的に台
たい

頭
とう

し，フランスは独自に核兵

器を開発し，NATOの軍事機構から脱退した
2009年復帰

。ベ
1960〜75年
トナム戦争

❷
は，アメリ

カの政治的・経済的影響力の低下に拍
はく

車
しゃ

をかけた。東側陣営でも，中ソ対

立が表面化し，チェコスロバキアでは民主化を求めた運動（「プラハの春」）

束を強めた。この東西対立のなかで，ドイツは東西に分
1949年

断された。

　東西対立と分断は，1940年代末にはアジアでも明らかになった。内戦

下にあった中国は，中華人民共和国（中国）と中華民国（台
たい

湾
わん

）に分
1949年

裂した。

また，朝
ちょう

鮮
せん

半島やベトナムでも分断国家が生み出された。アジアではヨー

ロッパと異なり，朝
1950〜53年停戦
鮮戦争やイ

1946〜54年
ンドシナ戦争のように，冷戦が実際の軍事

力行使をともなう「熱戦」となった。

　戦後の日本が連合国の占領に終止符を打ち，主権国家として国際社会に

復帰したのは，こうした冷戦の激化という環境においてであった。1950年，

朝鮮戦争のさなか，警察予備隊が発足した
➡p.43

。そして，1951年のサンフラ

ンシスコ平和条約
❶
の締

てい

結
けつ

により，西側の反共産主義陣営に組み込まれる形

で独立と主権を回復した。また，同時に締結された日米安全保障条約
➡p.45

によっ

て，日本における米軍基地の存続とアメリカの日本防衛が取り決められた。

なお沖縄は，日本の主権回復の際に，引き続きアメリカの施政下におかれ，

本土への復帰は1972年まで果たされなかった。 ❶ キューバ危機　キューバにソ連がミサイル基地を建設したことを理由に，アメリカが海上封
ふう

鎖
さ

を行い，世界が核戦争の危機に直面した事件。ソ連が基地を撤去して危機は回
かい

避
ひ

された。
❷ ベトナム戦争　分断国家となったベトナムにおける米ソの代理戦争。アメリカが共産主義化

を防ぐ名目で北ベトナムに軍事介
かい

入
にゅう

（北爆）したが，事実上アメリカの敗北に終わった。
❶ サンフランシスコ平和条約　中国や韓国は招

しょう

請
せい

されず，ソ連・ポーランド・チェコスロバキ
アは署名しなかった。日本国内には，東側諸国を含む「全面講和」を求める声もあった。
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日本の国際貢献
1980年代後半以降，日本が主要な援助国の一つになっ

ている政
Official Development Assistance
府開発援助（ODA

❶
）もまた，国益と地球益の

間に立って，その目的や方法について改めて考えねばならない時期にきて

いる。また，経済力だけでなく技術力などの強みを，地球環境問題
➡p.102

をはじ

めとする地球規模の課題解決に，どのように活かしていくか，NGOや国

連機関などでの人的貢献をどのようにしたら増やしていけるのか。さらに，

唯
ゆい

一
いつ

の核兵器被
ひ

爆
ばく

国として，核兵器をはじめとする軍縮に，どのようにイ

ニシアティブをとることができるか。

　これらの問題を考える際には，平和，人権，民主主義といった，世界の

国々，地球に暮らすすべての人々が，共有できる普
ふ

遍
へん

的な価値をつねに意

識する必要がある。戦後の日本は，70年以上，そうした価値を強く志向し，

民主主義を実践しながら歩んできたが，これからはどうあるべきか。私た

ち一人ひとりがねばり強く考える必要がある
➡第3章p.220-221

。

	 	国際社会にはどのような課題があり，その解決のために国際社会はどのよう
に取り組んでいるかまとめてみよう。

	 	世界の国々との関係のなかで，日本の果たすべき役割について考えてみよう。

1

2

節
の
ま
と
め

❶ 日本のODA　日本は1980年代後半以降，世界の主要な援助国の一つになったが，国民一人
あたりの援助額は16位（2019年）で，1位のノルウェーの15％にすぎない。日本のODAの基
本理念を定めたODA大綱（1992年閣議決定）は2015年に開発協力大綱へと改定され，より幅
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民主主義を実践しながら歩んできたが，これからはどうあるべきか。私た
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効需要
➡p.116

の大きさによって決まる。その年の物価で示した額面通りのGDP

を名目GDP，物価変動の影響を除いたGDPを実質GDPという。そして，

労働力人口が増加し，設備投資や技術革新によって生産設備の規模が拡大

すると，GDPも拡大する。GDPの増加を経済成長，その増加率を経済成

長率という。そのなかでも，経済の実態に即した経済成長をはかる指標と

して実質経済成長率
❶
が用いられる。 

　景気変動とは，景気の好
こう

況
きょう

，後退（急激な後退は恐
きょう

慌
こう

とよばれる），不
ふ

況
きょう

，

回復の4局面が一つの周期をなし，好景気と不景気が交互に起こる現象の

ことであり，景気変動は景気循
じゅん

環
かん

ともよばれる。不況期には，生産物の売

れ行きは鈍
にぶ

り在庫は増え，設備投資は縮小し，失業率は高くなる。反対に

好況期には，在庫を補充するために生産が活発に行われ，設備投資も拡大

し，失業率も低下する。

物価と国民生活
物価とは諸価格の平均的な水準のことであり，消費者

が小売段階で購入する財・サービスの価格（公共料金

も含まれる）を平均した消費者物価と，企業間で売買される商品，すなわ

ち卸
おろし

売
うり

段階にある商品，輸入品，原材料などの価格を平均した企業物価（卸

売物価）の二種類がある。

る今
こん

日
にち

では，国民より領土を基礎に

して生産額を計上したGDPが一般

的に用いられている。GDPに海外

からの純所得（海外から送金される

所得－海外へ送金される所得）を加

えたものが国民総生産（GNP）であ

る。

　GNPから，古い設備を更新するための固
こ

定
てい

資
し

本
ほん

減
げん

耗
もう

（減
げん

価
か

償
しょう

却
きゃく

費
ひ

）
➡p.122

を控
こう

除
じょ

した額は国民純生産（N
net national product

NP）とよばれる。それからさらに「間接税（生産・

輸入品に課される税）－補助金」の部分を差し引いた額は，国民所得（NI
national income

）

とよばれる。国民所得は，生産，分配，支出の三つの面（それぞれ生産国

民所得，分配国民所得，支出国民所得という）からとらえることができ，

これら三面の額が等しいことを国民所得の三
さん

面
めん

等
とう

価
か

の原則という。
  国民福祉の指標　　GDPは国民生活の豊かさをそのまま反映しているとは限ら

ない。なぜなら，そこに集計されているのはフローの量，しかも市場で取り引き

される財・サービスの価値だけだからである。このため，国民の福祉を総合的に

示す指標としてN
net national welfare

NW（国民純福祉）などの指標が考案されている。また，OECD
➡p.193

は，住居，収入，雇用，社会のつながり，教育，環境，政治への信頼，健康，生

活の満足度，安全，ワーク・ライフ・バランス
➡p.176

の11項目を各10点満点で評価し

た，「より良い暮らし指標」を発表している。さらに，地球環境問題
➡p.102

がクローズアッ

プされている今日では，環境から得られる利益と環境に負
ふ

荷
か

するコストとを比較

計算する「環境会計」の考え方も重要になっている。

経済成長と景気
変動

生産設備の規模，生産技術の状態，労働力人口に変わ

りがなければ，GDPは消費需要や投資需要など，有

	国民所得の相互関係　これらの指標は目的
に応じて数種の使い分けがされている。

企業
所得

財産
所得

雇用者
報酬

［間接税－補助金］

第三次
産業

第二次
産業

第一次
産業

固定資本減耗

中間生産物の額

海外からの純所得

国内総生産
GDP

国民総生産
GNP

国内での生産総額
国内生産
総額

国民純生産
NNP

国民所得
NI

生産
国民所得

分配
国民所得

国内総資本形成
公的 民間

政府
消費

政府
消費

民間・
政府投資

民間消費

民間消費

経常海外余剰
支出
国民所得

国民総支出
GNE

　景気変動は，まずイギリスで19世紀初
めにあらわれてから，各資本主義国でほぼ
10年周期で繰り返されるようになった。
景気の山から山（あるいは谷から谷）までの
期間を周期といい，キチンの波（約40か月
の短期波動，在庫循環），ジュグラーの波（8
～10年の中期波動，設備投資循環），クズ
ネッツの波（約20年の建築循環），コンド
ラチェフの波（約50年の長期波動，技術革
新による循環）などが認められている。

景気変動
レクチャー

山

谷

投資の低下
消費の減少

好況
後退

（恐慌）

生産過剰

不況

好況

回復

 投資の増大
消費の増大

周期

❶ 実質経済成長率　実質GDPの変化率。実質GDP＝名目GDP÷GDPデフレーター（物価指数）
×100。実質経済成長率＝（その年の実質GDP－前年の実質GDP）÷前年の実質GDP×100

	生産・分配国民所得（国民経済計算年報）

●生産国民所得　4 017 705億円

●分配国民所得　4 017 705億円
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ている政
Official Development Assistance
府開発援助（ODA

❶
）もまた，国益と地球益の

間に立って，その目的や方法について改めて考えねばならない時期にきて

いる。また，経済力だけでなく技術力などの強みを，地球環境問題
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をはじ

めとする地球規模の課題解決に，どのように活かしていくか，NGOや国

連機関などでの人的貢献をどのようにしたら増やしていけるのか。さらに，
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国として，核兵器をはじめとする軍縮に，どのようにイ

ニシアティブをとることができるか。

　これらの問題を考える際には，平和，人権，民主主義といった，世界の

国々，地球に暮らすすべての人々が，共有できる普
ふ

遍
へん

的な価値をつねに意

識する必要がある。戦後の日本は，70年以上，そうした価値を強く志向し，

民主主義を実践しながら歩んできたが，これからはどうあるべきか。私た

ち一人ひとりがねばり強く考える必要がある
➡第3章p.220-221

。

	 	国際社会にはどのような課題があり，その解決のために国際社会はどのよう
に取り組んでいるかまとめてみよう。

	 	世界の国々との関係のなかで，日本の果たすべき役割について考えてみよう。
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フローと
ストック

一国の経済規模をはかる指標として，個人所得，国民

所得，GDPなどがある。これらは一定期間のなかで

生み出される量，すなわちフ
flow
ロー

❶
の量である。いっぽう，ある時点で，こ

れまでのフローが蓄積した量を，ス
stock
トックとよぶ。また，国全体で建物や

機械といった企業の生産設備や土地などの実物資産や対外純資産がどれほ

ど蓄積されているかを示すストックの量を国
こく

富
ふ

とよぶ。

国民経済の
活動水準

一つひとつの企業活動を観察しても，国民経済全体が

うまくいっているかどうかは必ずしもはっきりしない。

企業のなかには，生産量を伸ばしているものもあれば，業績を悪化させて

いるものもあるからである。個別企業でなく，国民経済全体の活動水準を

数字であらわしたものが，国内総生産（GDP
gross domestic product

），国民総生産（GNP
gross national product

），国民

総
gross national income
所得（GN

❷
I），国民総支出（GNE

gross national expenditure
）などのフローの指標である。

　国内総生産（GDP）は，1年間に国内でどれだけの価値（市場で取り引き

される財・サービスの価値）を新たに生み出したかを示した指標である。

GDPは国内の各企業の付
ふ

加
か

価値（生産総額－他企業から購入した中間生産

物の金額）を合計することによって得られる。中間生産物とは，最終生産

物を生産するために使用した原材料や燃

料などである。GDPは一国の国内で生

産した価値の額であるから，国内で働い

ている外国人の生み出した所得は含むが，

海外で働いている日本人が生み出した所

得は含まない。グローバル化が進んでい

は，生産量を増やせば増やすほ

ど単価（製造原価）が安くなる

（規模の利益
➡p.116

）から価格競争力が

増し，他企業を駆
く

逐
ちく

して自然に

大規模化していく。また情報通

信産業などでは通信網が広けれ

ば広いほど利用者の利便性も増

し，特定の通信網がほかを駆逐

する傾向がある。そして，その

企業がデ
de facto standard
ファクト・スタンダー

ド
❶
を独占的に構築することになる。

　寡
か

占
せん

市
し

場
じょう

でプ
price leader
ライス・リーダー（価格先

せん

導
どう

者
しゃ

）が，一定の利
り

潤
じゅん

を確保でき

るような価格を設定し，他の企業もそれに追
つい

従
じゅう

するような価格を管理価格

という。その場合，企業間では価格を固定するかわりに，製品の品質・デ

ザイン，広告・宣伝など価格以外の面で競争（非価格競争）し，マーケット・

シェア
➡p.122

を争おうとする傾向が強い。価格が伸縮的に変化しない
❷
と消費者の

不利益となる恐れがあるから，各国は独占禁止法
❸
を設け，できるだけ競争

を促
そく

進
しん

して価格が伸縮的に変化する政策をとっている。日本ではこれを実

施する機関として，公正取引委員会が設けられている。

　寡占や独占は市場の失敗の一つであり，市場の失敗が起こると消費者に

とって不利益となる。市場メカニズムをうまく働かせるためには，市場の

失敗を是
ぜ

正
せい

する政策や制度をどう整えていくのかが重要となる。

❶ デファクト・スタンダード　公的機関の定めた標準規格ではなく，既成事実的に市場を支配
するようになった規格のこと。パソコンの基本ソフト（OS）のウィンドウズや次世代DVD規
格のブルーレイなどがその例とされている。
❷ 価格の下

か

方
ほう

硬
こう

直
ちょく

性
せい

　企業間の価格競争が弱まると，価格が変化する場合にも上方には変化す
るが下方には変化しない場合が多く，「価格の下方硬直性」とよばれることがある。
❸ 独占禁止法　日本では「私的独占の禁止及

およ

び公正取引の確保に関する法律」として1947年に
制定された。合理化を促進する場合（合理化カルテル）や，深刻な不

ふ

況
きょう

下で競争が産業に大き
な打撃を与える恐れのある場合（不況カルテル）には認められていたカルテル適用除外制は，
1999年に廃止された。また，この法律のなかで持

もち

株
かぶ

会社の禁止が定められていたが，1997
年に解禁された（→p.125）。

	企業の広告宣伝費（有力企業の広告宣伝費 2018
年版）

（億円）

売上高に占める割合広告宣伝費

企業（業種）

［2017年度］

5000 4000 3000 2000 1000 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
（％）

トヨタ自動車（自動車）

ソニー（電気機器）

サントリーHD（食品）

日産自動車（自動車）

イオン（小売業）

楽天（サービス）

リクルートHD（サービス）

セブン＆アイHD（小売業）

マツダ（自動車）

サントリー食品インター
ナショナル（食品）

2.5

2.2

2.3

3.4

1.7

1365

1197

5097

4071

3694

3043

1847

1554

1524

1382

4.8

15.3

12.6

16.1

6.4

	 経済活動の現状や変化をとらえる指標にはどのようなものがあるか。
	 景気変動はなぜ起こるのか。
	 インフレやデフレは国民生活にどのような影響を与えるか。

A

B

C

国民所得と経済成長4

❶ フロー　フローの量が大きくても，ストックの量が小さければ，国民の生活は豊かであると
はいえない。日本の場合，生活関連の社会資本の整備が求められている。
❷  GNI　GNPを所得面（分配面）からとらえた指標で，GNPやGNEと一致する。

	フローとストック

ａ

ｂ

年間フロー
流入量ａ

年間フロー
流出量ｂ

前年度までの
ストック量

年間ストック量
ａ － ｂ

ス
ト
ッ
ク
量

●日本の国富の内訳
総額3689兆円　［2019年末］
固定資産（建物，機械など）

54.1％
非生産資産（土地など）

34.1％

対外純資産9.9％

在庫1.9％
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フローと
ストック

一国の経済規模をはかる指標として，個人所得，国民

所得，GDPなどがある。これらは一定期間のなかで

生み出される量，すなわちフ
flow
ロー

❶
の量である。いっぽう，ある時点で，こ

れまでのフローが蓄積した量を，ス
stock
トックとよぶ。また，国全体で建物や

機械といった企業の生産設備や土地などの実物資産や対外純資産がどれほ

ど蓄積されているかを示すストックの量を国
こく

富
ふ

とよぶ。

国民経済の
活動水準

一つひとつの企業活動を観察しても，国民経済全体が

うまくいっているかどうかは必ずしもはっきりしない。

企業のなかには，生産量を伸ばしているものもあれば，業績を悪化させて

いるものもあるからである。個別企業でなく，国民経済全体の活動水準を

数字であらわしたものが，国内総生産（GDP
gross domestic product

），国民総生産（GNP
gross national product

），国民

総
gross national income
所得（GN

❷
I），国民総支出（GNE

gross national expenditure
）などのフローの指標である。

　国内総生産（GDP）は，1年間に国内でどれだけの価値（市場で取り引き

される財・サービスの価値）を新たに生み出したかを示した指標である。

GDPは国内の各企業の付
ふ

加
か

価値（生産総額－他企業から購入した中間生産

物の金額）を合計することによって得られる。中間生産物とは，最終生産

物を生産するために使用した原材料や燃

料などである。GDPは一国の国内で生

産した価値の額であるから，国内で働い

ている外国人の生み出した所得は含むが，

海外で働いている日本人が生み出した所

得は含まない。グローバル化が進んでい

は，生産量を増やせば増やすほ

ど単価（製造原価）が安くなる

（規模の利益
➡p.116

）から価格競争力が

増し，他企業を駆
く

逐
ちく

して自然に

大規模化していく。また情報通

信産業などでは通信網が広けれ

ば広いほど利用者の利便性も増

し，特定の通信網がほかを駆逐

する傾向がある。そして，その

企業がデ
de facto standard
ファクト・スタンダー

ド
❶
を独占的に構築することになる。

　寡
か

占
せん

市
し

場
じょう

でプ
price leader
ライス・リーダー（価格先

せん

導
どう

者
しゃ

）が，一定の利
り

潤
じゅん

を確保でき

るような価格を設定し，他の企業もそれに追
つい

従
じゅう

するような価格を管理価格

という。その場合，企業間では価格を固定するかわりに，製品の品質・デ

ザイン，広告・宣伝など価格以外の面で競争（非価格競争）し，マーケット・

シェア
➡p.122

を争おうとする傾向が強い。価格が伸縮的に変化しない
❷
と消費者の

不利益となる恐れがあるから，各国は独占禁止法
❸
を設け，できるだけ競争

を促
そく

進
しん

して価格が伸縮的に変化する政策をとっている。日本ではこれを実

施する機関として，公正取引委員会が設けられている。

　寡占や独占は市場の失敗の一つであり，市場の失敗が起こると消費者に

とって不利益となる。市場メカニズムをうまく働かせるためには，市場の

失敗を是
ぜ

正
せい

する政策や制度をどう整えていくのかが重要となる。

❶ デファクト・スタンダード　公的機関の定めた標準規格ではなく，既成事実的に市場を支配
するようになった規格のこと。パソコンの基本ソフト（OS）のウィンドウズや次世代DVD規
格のブルーレイなどがその例とされている。
❷ 価格の下

か

方
ほう

硬
こう

直
ちょく

性
せい

　企業間の価格競争が弱まると，価格が変化する場合にも上方には変化す
るが下方には変化しない場合が多く，「価格の下方硬直性」とよばれることがある。
❸ 独占禁止法　日本では「私的独占の禁止及

およ

び公正取引の確保に関する法律」として1947年に
制定された。合理化を促進する場合（合理化カルテル）や，深刻な不

ふ

況
きょう

下で競争が産業に大き
な打撃を与える恐れのある場合（不況カルテル）には認められていたカルテル適用除外制は，
1999年に廃止された。また，この法律のなかで持

もち

株
かぶ

会社の禁止が定められていたが，1997
年に解禁された（→p.125）。

	企業の広告宣伝費（有力企業の広告宣伝費 2018
年版）

（億円）

売上高に占める割合広告宣伝費

企業（業種）

［2017年度］

5000 4000 3000 2000 1000 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
（％）

トヨタ自動車（自動車）

ソニー（電気機器）

サントリーHD（食品）

日産自動車（自動車）

イオン（小売業）

楽天（サービス）

リクルートHD（サービス）

セブン＆アイHD（小売業）

マツダ（自動車）

サントリー食品インター
ナショナル（食品）

2.5

2.2

2.3

3.4

1.7

1365

1197

5097

4071

3694

3043

1847

1554

1524

1382

4.8

15.3

12.6

16.1

6.4

	 経済活動の現状や変化をとらえる指標にはどのようなものがあるか。
	 景気変動はなぜ起こるのか。
	 インフレやデフレは国民生活にどのような影響を与えるか。

A

B

C

国民所得と経済成長4

❶ フロー　フローの量が大きくても，ストックの量が小さければ，国民の生活は豊かであると
はいえない。日本の場合，生活関連の社会資本の整備が求められている。
❷  GNI　GNPを所得面（分配面）からとらえた指標で，GNPやGNEと一致する。

	フローとストック

ａ

ｂ

年間フロー
流入量ａ

年間フロー
流出量ｂ

前年度までの
ストック量

年間ストック量
ａ － ｂ

ス
ト
ッ
ク
量

●日本の国富の内訳
総額3669兆円　［2020年末］
固定資産（建物，機械など）

54.2％
非生産資産（土地など）

34.1％

対外純資産9.8％

在庫1.9％
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効需要
➡p.116

の大きさによって決まる。その年の物価で示した額面通りのGDP

を名目GDP，物価変動の影響を除いたGDPを実質GDPという。そして，

労働力人口が増加し，設備投資や技術革新によって生産設備の規模が拡大

すると，GDPも拡大する。GDPの増加を経済成長，その増加率を経済成

長率という。そのなかでも，経済の実態に即した経済成長をはかる指標と

して実質経済成長率
❶
が用いられる。 

　景気変動とは，景気の好
こう

況
きょう

，後退（急激な後退は恐
きょう

慌
こう

とよばれる），不
ふ

況
きょう

，

回復の4局面が一つの周期をなし，好景気と不景気が交互に起こる現象の

ことであり，景気変動は景気循
じゅん

環
かん

ともよばれる。不況期には，生産物の売

れ行きは鈍
にぶ

り在庫は増え，設備投資は縮小し，失業率は高くなる。反対に

好況期には，在庫を補充するために生産が活発に行われ，設備投資も拡大

し，失業率も低下する。

物価と国民生活
物価とは諸価格の平均的な水準のことであり，消費者

が小売段階で購入する財・サービスの価格（公共料金

も含まれる）を平均した消費者物価と，企業間で売買される商品，すなわ

ち卸
おろし

売
うり

段階にある商品，輸入品，原材料などの価格を平均した企業物価（卸

売物価）の二種類がある。

る今
こん

日
にち

では，国民より領土を基礎に

して生産額を計上したGDPが一般

的に用いられている。GDPに海外

からの純所得（海外から送金される

所得－海外へ送金される所得）を加

えたものが国民総生産（GNP）であ

る。

　GNPから，古い設備を更新するための固
こ

定
てい

資
し

本
ほん

減
げん

耗
もう

（減
げん

価
か

償
しょう

却
きゃく

費
ひ

）
➡p.122

を控
こう

除
じょ

した額は国民純生産（N
net national product

NP）とよばれる。それからさらに「間接税（生産・

輸入品に課される税）－補助金」の部分を差し引いた額は，国民所得（NI
national income

）

とよばれる。国民所得は，生産，分配，支出の三つの面（それぞれ生産国

民所得，分配国民所得，支出国民所得という）からとらえることができ，

これら三面の額が等しいことを国民所得の三
さん

面
めん

等
とう

価
か

の原則という。
  国民福祉の指標　　GDPは国民生活の豊かさをそのまま反映しているとは限ら

ない。なぜなら，そこに集計されているのはフローの量，しかも市場で取り引き

される財・サービスの価値だけだからである。このため，国民の福祉を総合的に

示す指標としてN
net national welfare

NW（国民純福祉）などの指標が考案されている。また，OECD
➡p.193

は，住居，収入，雇用，社会のつながり，教育，環境，政治への信頼，健康，生

活の満足度，安全，ワーク・ライフ・バランス
➡p.176

の11項目を各10点満点で評価し

た，「より良い暮らし指標」を発表している。さらに，地球環境問題
➡p.102

がクローズアッ

プされている今日では，環境から得られる利益と環境に負
ふ

荷
か

するコストとを比較

計算する「環境会計」の考え方も重要になっている。

経済成長と景気
変動

生産設備の規模，生産技術の状態，労働力人口に変わ

りがなければ，GDPは消費需要や投資需要など，有

	国民所得の相互関係　これらの指標は目的
に応じて数種の使い分けがされている。

企業
所得

財産
所得

雇用者
報酬

［間接税－補助金］

第三次
産業

第二次
産業

第一次
産業

固定資本減耗

中間生産物の額

海外からの純所得

国内総生産
GDP

国民総生産
GNP

国内での生産総額
国内生産
総額

国民純生産
NNP

国民所得
NI

生産
国民所得

分配
国民所得

国内総資本形成
公的 民間

政府
消費

政府
消費

民間・
政府投資

民間消費

民間消費

経常海外余剰
支出
国民所得

国民総支出
GNE

　景気変動は，まずイギリスで19世紀初
めにあらわれてから，各資本主義国でほぼ
10年周期で繰り返されるようになった。
景気の山から山（あるいは谷から谷）までの
期間を周期といい，キチンの波（約40か月
の短期波動，在庫循環），ジュグラーの波（8
～10年の中期波動，設備投資循環），クズ
ネッツの波（約20年の建築循環），コンド
ラチェフの波（約50年の長期波動，技術革
新による循環）などが認められている。

景気変動
レクチャー

山

谷

投資の低下
消費の減少

好況
後退

（恐慌）

生産過剰

不況

好況

回復

 投資の増大
消費の増大

周期

❶ 実質経済成長率　実質GDPの変化率。実質GDP＝名目GDP÷GDPデフレーター（物価指数）
×100。実質経済成長率＝（その年の実質GDP－前年の実質GDP）÷前年の実質GDP×100

	生産・分配国民所得（国民経済計算年報）

●生産国民所得　3 764 711億円

●分配国民所得　3 764 711億円

［2020年］

第二次産業
22.3%

第三次産業
71.5%

雇用者報酬
75.2%

企業所得
18.0%

第一次産業 1.0% 帰属利子など 5.2%

財産所得 6.8%
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財政の役割
政府は公共的な目的を達成するために財政をその手段

として用いる。これが財政政策である。財政政策の目

的には，大
たい

別
べつ

するとつぎの三つのものがあげられる。
a  資源配分の調整　道路や警察などの公共財

➡p.129
は，市

し

場
じょう

を通して供給する

ことができないか，仮にそれが可能だとしても国民の必要とする量に満た

ないことが多い。公共財を供給して市場の失敗
➡p.128

を是
ぜ

正
せい

し，私的財と公的財

のバランスを調整するのが政府の役割である。

b  所得の再分配　所得格差を是正するために，政府は所得税に累
るい

進
しん

税率

を適用（累進課税
❶
制度）し，また，ナショナル・ミニマム

➡p.64
を保障するなど，

社会保障
➡p.177

のための財政支出を行って，所得の再分配を行おうとする。
c  景気の安定化　政府は，税制や歳出によって景気を安定化させようと

する。たとえば，不景気になると減税を行ったり，公共事業を増やしたり

して，総需要を拡大させ，景気回復をはかろうとする。このような景気安

定化のための人
じん

為
い

的な財政政策は，裁
さい

量
りょう

的財政政策（フ
fiscal policy
ィスカル・ポリシー）

とよばれる。このほかに，財政制度のなかに組み込まれている景気の自動

安定化装置
❷
（ビ

built-in stabilizer
ルト・イン・スタビライザー）も景気の安定に寄

き

与
よ

する。

財政制度
政府の収入と支出の活動が財政であり，一会計年度

❶
に

おける収入を歳
さい

入
にゅう

，支出を歳
さい

出
しゅつ

とよぶ。財政はその主

体によって国家財政と地方財政に分かれる。政府が，収入と支出を管理す

るために設ける会計には，収入と支出を総合的に管理する一般会計と，特

定の事業を行うために特定の収入をあてるべく一般会計から切り離して設

置された特別会計がある。
	 	日本の予算編成　 政府は毎年，一般会計予算，特別会計予算，政府関係機関

予算を作成して国会に提出し，これらを一体として国会
➡p.50
の承認を得て実行に移す。

国会の審議・議決をへて新年度から実施される予算を本予算（当初予算），年度途

中で，本予算に追加や変更を行わざるをえない場合に，国会の議決をへて修正さ

れた予算を補正予算という。また，政府は，国債などで財源をまかなって中小企

業向けの融資や奨学金の支給などを行っている。こうした投
とう

融
ゆう

資
し

活動を，財政投

融資という。政府は，予算と合わせて，毎年，財政投融資計画
❷
を作成している。

	 財政政策の目的・役割は何か。
	 日本の租税体系はどのようになっているか。
	 日本の財政の今後の課題は何か。

A

B

C

財政のしくみと機能6

❶ 会計年度　日本では，4月1日から翌年3月31日までが一会計年度である。
❷ 財政投融資計画　特殊法人などへの投融資のために郵便貯金や年金積立金などを大蔵省（現

財務省）資金運用部に預
よ

託
たく

する制度は2001年度に廃止された。現在，財投機関（特殊法人や独
立行政法人など）が必要な資金は，財政投融資特別会計が発行する財投債（国債）や，独自発行
の政府保証債などで調達される。また，財投機関は政府保証のない財投機関債も独自発行する。

❶ 累進課税　所得の増加に従って税率が高くなる課税方法。これに対し，所得が低くなるに従っ
て相対的に税率が高くなる課税方法を逆進課税という。消費税は逆進的な性格をもつといわ
れている。
❷ 景気の自動安定化装置　景気が悪化すると所得は減少し，その結果消費支出も減るが，累進

課税制度や雇
こ

用
よう

保険の失業給付制度によって，消費支出の減少をある程度は抑えることがで
きる。逆に景気が過熱しているときには，累進課税制度により所得の増加率以上に税負担は
増え，失業給付も減ることで消費支出も減少し，景気の過熱を冷ますことができる。

1934～36
年度平均
22.9億円
1965年度
3.7兆円

2021年度
106.6兆円

公共事業関係費
20.0%

社会保障関係費
33.6%

地方交付税交付金等
19.1%

防衛関係費
44.8%

国債費
16.9%

その他
15.7%

地方財政関係費0.3％文教および科学振興費0.7%
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恩給関係費

※2021年度は当初予算
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3.7兆円

2021年度
106.6兆円
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所得税
26.2%

その他
28.1%

公債金
38.9%

その他
13.8%8.3%

30.8%

17.5% 8.4% 8.9% 40.9% 5.3%

4.5% 6.9% 7.7%法人税
23.9%

消費税
19.0%

歳

　
入

所得税
法人税
10.9%

	財政のしくみ
	所得税の累進税率（国税庁資料）
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	日本における一般会計の歳入と歳出（財政金融統計月報ほか）
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同程度の税負担をするという水平的公平をはかることも必要である
❶
。

　租税で歳
さい

出
しゅつ

をまかなうことができないとき，不足分は公債（国債，地方債）

の発行によってまかなわれることになる。もっとも，わが国では財政法に

おいて原則として公債発行
❷
が認められていない。これは，公債発行が財政

を硬
こう

直
ちょく

化させたり，公債費（元金と利子の支払い）の負担に関して世代間の

不公平が生じたりするためである。また，日本銀行が公債を引き受けるこ

とを原則として禁止している（市中消化の原則）。しかし，石油危機
➡p.152

後の

1975年，不
ふ

況
きょう

のために大幅な税収不足が生じたために，これ以降，特別

立法によって財政法にもとづかない国債を発行せざるをえなくなった。こ

の特別立法による国債は，特例国債（赤字国債）とよばれる。

財政の課題と
財政改革

1980年代の財政の最大の課題は財政再建であった。

石油危機後，政府は赤字国債を発行せざるをえず，国

債残高はしだいに増加した。政府は歳出を抑制したり，三公社を民営化
➡p.119 コラム

す

るなど行財政改革を推進したりした結果，財政収支は改善し，バブル景気
➡p.154

　政府の経済目標は財政政策だけではなく，物価の安定や国際収支の安定

をはかることも含んでいる。今
こん

日
にち

の財政政策は，景気，物価，国際収支の

同時安定をめざして，金融政策や為
か わ せ

替政策と一体となったポ
policy mix
リシー・ミッ

クスをとることが求められている。

租税と公債
歳
さい

入
にゅう

の中心は租
そ

税
ぜい

（国税，地方税）である。民主主義の

下
もと

では，政府は事前に議会で議決された法律にもとづ

いて課税しなければならない（租税法律主義）。租税は直接税と間接税に分

けられ，国税では，所得税や法人税など納税者と担
たん

税
ぜい

者
しゃ

（実際の税負担者）

が同一と想定されるものを直接税，消費税
❶
や酒税，たばこ税など両者が異

なるものを間接税という。

　戦前の日本では，間接税が国税の60％強を占めていた。しかし戦後は，

1949年のシャウプ勧
かん

告
こく

に
❷

よって直接税中心の税制がしかれた。望ましい

租税の形についてはさまざまな見解があるが，シャウプ勧告では公平，中

立
❸
，簡素，の三つの原則を満たす税制が望ましいとされている。

　所得格差や資産格差を是
ぜ

正
せい

するため，税負担の垂直的公平をはかるとと

もに，同程度の所得を得ている人は給与所得者であれ，自営業者であれ，

国税の内訳・直間比率 （財務省資料）

	租税の種類

総額
61.07
兆円

印紙収入 1.5

揮
発
油
税

酒税 1.9
2021年度（当初予算）

相続税 3.7

所得税
   30.6％

法人税
14.7

消費税
33.2

その他
  6.2

その他 4.8

3.4

53.8％

直間

接
接
税
等

税46.2

	国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計月報）

国債依存度

※2020年度は補正後予算，
　2021年度は当初予算

特例国債
建設国債

その他

国債依存度（%）国債発行額（兆円）
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国
税
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相続税　贈与税
その他

消費税　酒税
たばこ税　揮発油税
関税　印紙税　
その他

地
方
税

︵
都
︶道
府
県
税

道府県民税（都民税）
事業税
不動産取得税
自動車税　その他

地方消費税
ゴルフ場利用税
道府県たばこ税（都た
ばこ税）
軽油引取税　その他

市︵
区
︶町
村
税

市町村民税（特別区民
税）
固定資産税
軽自動車税
都市計画税　その他

市町村たばこ税
（特別区たばこ税）
入湯税

❶ 消費税　購入するすべての商品・サービスに課される間接税。1989年に税率3％で導入され，
1997年に5％，2014年に8％に引き上げられた。そして，2019年に10％に引き上げられ，同
時に，飲食料品（酒類，外食除く）と新聞（定期購読などの条件あり）に対する「軽減税率」（8％）
が導入された。
❷ シャウプ勧告　アメリカのシャウプを団長とする税制調査団が出した勧告。
❸ 中立の原則　課税により経済活動をできるだけ抑

よく

制
せい

しないようにする原則。

❶ 税負担の公平化　日本の所得税は，給与所得者と自営業者や農業従事者との間で所得の捕
ほ

捉
そく

率に大きな差があるといわれる。源
げん

泉
せん

徴
ちょう

収
しゅう

されるサラリーマンは９割に対し，自己申告の自
営業者は６割，農業従事者は４割しか捕捉されないとして，クロヨン（九・六・四）あるいは
トーゴーサン（十・五・三）が税の不公平感を象

しょう

徴
ちょう

する言葉になっている。
❷ 公債発行　財政法第4条は「国の歳出は，公債または借入金以外の歳入をもってその財源と

しなければならない」と定めている。ただし，公共事業費と公的機関への出資金・貸付金の
財源については，国会の議決をへた上で公債（建設国債など）の発行を認めている。

	おもな国の直間比率（財政金融
統計月報）

ドイツイギリスアメリカ日本
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同程度の税負担をするという水平的公平をはかることも必要である
❶
。

　租税で歳
さい

出
しゅつ

をまかなうことができないとき，不足分は公債（国債，地方債）

の発行によってまかなわれることになる。もっとも，わが国では財政法に

おいて原則として公債発行
❷
が認められていない。これは，公債発行が財政

を硬
こう

直
ちょく

化させたり，公債費（元金と利子の支払い）の負担に関して世代間の

不公平が生じたりするためである。また，日本銀行が公債を引き受けるこ

とを原則として禁止している（市中消化の原則）。しかし，石油危機
➡p.152

後の

1975年，不
ふ

況
きょう

のために大幅な税収不足が生じたために，これ以降，特別

立法によって財政法にもとづかない国債を発行せざるをえなくなった。こ

の特別立法による国債は，特例国債（赤字国債）とよばれる。

財政の課題と
財政改革

1980年代の財政の最大の課題は財政再建であった。

石油危機後，政府は赤字国債を発行せざるをえず，国

債残高はしだいに増加した。政府は歳出を抑制したり，三公社を民営化
➡p.119 コラム

す

るなど行財政改革を推進したりした結果，財政収支は改善し，バブル景気
➡p.154

　政府の経済目標は財政政策だけではなく，物価の安定や国際収支の安定

をはかることも含んでいる。今
こん

日
にち

の財政政策は，景気，物価，国際収支の

同時安定をめざして，金融政策や為
か わ せ

替政策と一体となったポ
policy mix
リシー・ミッ

クスをとることが求められている。

租税と公債
歳
さい

入
にゅう

の中心は租
そ

税
ぜい

（国税，地方税）である。民主主義の

下
もと

では，政府は事前に議会で議決された法律にもとづ

いて課税しなければならない（租税法律主義）。租税は直接税と間接税に分

けられ，国税では，所得税や法人税など納税者と担
たん

税
ぜい

者
しゃ

（実際の税負担者）

が同一と想定されるものを直接税，消費税
❶
や酒税，たばこ税など両者が異

なるものを間接税という。

　戦前の日本では，間接税が国税の60％強を占めていた。しかし戦後は，

1949年のシャウプ勧
かん

告
こく

に
❷

よって直接税中心の税制がしかれた。望ましい

租税の形についてはさまざまな見解があるが，シャウプ勧告では公平，中

立
❸
，簡素，の三つの原則を満たす税制が望ましいとされている。

　所得格差や資産格差を是
ぜ

正
せい

するため，税負担の垂直的公平をはかるとと

もに，同程度の所得を得ている人は給与所得者であれ，自営業者であれ，

国税の内訳・直間比率 （財務省資料）

	租税の種類

印紙収入 1.3

揮
発
油
税

酒税 1.6
2022年度（当初予算）
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法人税
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消費税
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その他
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その他 6.0

3.0

57.8％

直間

接
接
税
等

税42.2

総額
70.04
兆円

	国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計月報）

国債依存度

※2021年度は補正後予算，
　2022年度は当初予算

特例国債
建設国債

その他

国債依存度（%）国債発行額（兆円）
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消費税　酒税
たばこ税　揮発油税
関税　印紙税　
その他

地
方
税

︵
都
︶道
府
県
税

道府県民税（都民税）
事業税
不動産取得税
自動車税　その他

地方消費税
ゴルフ場利用税
道府県たばこ税（都た
ばこ税）
軽油引取税　その他

市︵
区
︶町
村
税

市町村民税（特別区民
税）
固定資産税
軽自動車税
都市計画税　その他

市町村たばこ税
（特別区たばこ税）
入湯税

❶ 消費税　購入するすべての商品・サービスに課される間接税。1989年に税率3％で導入され，
1997年に5％，2014年に8％に引き上げられた。そして，2019年に10％に引き上げられ，同
時に，飲食料品（酒類，外食除く）と新聞（定期購読などの条件あり）に対する「軽減税率」（8％）
が導入された。
❷ シャウプ勧告　アメリカのシャウプを団長とする税制調査団が出した勧告。
❸ 中立の原則　課税により経済活動をできるだけ抑

よく

制
せい

しないようにする原則。

❶ 税負担の公平化　日本の所得税は，給与所得者と自営業者や農業従事者との間で所得の捕
ほ

捉
そく

率に大きな差があるといわれる。源
げん

泉
せん

徴
ちょう

収
しゅう

されるサラリーマンは９割に対し，自己申告の自
営業者は６割，農業従事者は４割しか捕捉されないとして，クロヨン（九・六・四）あるいは
トーゴーサン（十・五・三）が税の不公平感を象

しょう

徴
ちょう

する言葉になっている。
❷ 公債発行　財政法第4条は「国の歳出は，公債または借入金以外の歳入をもってその財源と

しなければならない」と定めている。ただし，公共事業費と公的機関への出資金・貸付金の
財源については，国会の議決をへた上で公債（建設国債など）の発行を認めている。

	おもな国の直間比率（財政金融
統計月報）
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財政の役割
政府は公共的な目的を達成するために財政をその手段

として用いる。これが財政政策である。財政政策の目

的には，大
たい

別
べつ

するとつぎの三つのものがあげられる。
a  資源配分の調整　道路や警察などの公共財

➡p.129
は，市

し

場
じょう

を通して供給する

ことができないか，仮にそれが可能だとしても国民の必要とする量に満た

ないことが多い。公共財を供給して市場の失敗
➡p.128

を是
ぜ

正
せい

し，私的財と公的財

のバランスを調整するのが政府の役割である。

b  所得の再分配　所得格差を是正するために，政府は所得税に累
るい

進
しん

税率

を適用（累進課税
❶
制度）し，また，ナショナル・ミニマム

➡p.64
を保障するなど，

社会保障
➡p.177

のための財政支出を行って，所得の再分配を行おうとする。
c  景気の安定化　政府は，税制や歳出によって景気を安定化させようと

する。たとえば，不景気になると減税を行ったり，公共事業を増やしたり

して，総需要を拡大させ，景気回復をはかろうとする。このような景気安

定化のための人
じん

為
い

的な財政政策は，裁
さい

量
りょう

的財政政策（フ
fiscal policy
ィスカル・ポリシー）

とよばれる。このほかに，財政制度のなかに組み込まれている景気の自動

安定化装置
❷
（ビ

built-in stabilizer
ルト・イン・スタビライザー）も景気の安定に寄

き

与
よ

する。

財政制度
政府の収入と支出の活動が財政であり，一会計年度

❶
に

おける収入を歳
さい

入
にゅう

，支出を歳
さい

出
しゅつ

とよぶ。財政はその主

体によって国家財政と地方財政に分かれる。政府が，収入と支出を管理す

るために設ける会計には，収入と支出を総合的に管理する一般会計と，特

定の事業を行うために特定の収入をあてるべく一般会計から切り離して設

置された特別会計がある。
	 	日本の予算編成　 政府は毎年，一般会計予算，特別会計予算，政府関係機関

予算を作成して国会に提出し，これらを一体として国会
➡p.50
の承認を得て実行に移す。

国会の審議・議決をへて新年度から実施される予算を本予算（当初予算），年度途

中で，本予算に追加や変更を行わざるをえない場合に，国会の議決をへて修正さ

れた予算を補正予算という。また，政府は，国債などで財源をまかなって中小企

業向けの融資や奨学金の支給などを行っている。こうした投
とう

融
ゆう

資
し

活動を，財政投

融資という。政府は，予算と合わせて，毎年，財政投融資計画
❷
を作成している。

	 財政政策の目的・役割は何か。
	 日本の租税体系はどのようになっているか。
	 日本の財政の今後の課題は何か。

A

B

C

財政のしくみと機能6

❶ 会計年度　日本では，4月1日から翌年3月31日までが一会計年度である。
❷ 財政投融資計画　特殊法人などへの投融資のために郵便貯金や年金積立金などを大蔵省（現

財務省）資金運用部に預
よ

託
たく

する制度は2001年度に廃止された。現在，財投機関（特殊法人や独
立行政法人など）が必要な資金は，財政投融資特別会計が発行する財投債（国債）や，独自発行
の政府保証債などで調達される。また，財投機関は政府保証のない財投機関債も独自発行する。

❶ 累進課税　所得の増加に従って税率が高くなる課税方法。これに対し，所得が低くなるに従っ
て相対的に税率が高くなる課税方法を逆進課税という。消費税は逆進的な性格をもつといわ
れている。
❷ 景気の自動安定化装置　景気が悪化すると所得は減少し，その結果消費支出も減るが，累進

課税制度や雇
こ

用
よう

保険の失業給付制度によって，消費支出の減少をある程度は抑えることがで
きる。逆に景気が過熱しているときには，累進課税制度により所得の増加率以上に税負担は
増え，失業給付も減ることで消費支出も減少し，景気の過熱を冷ますことができる。

1934～36
年度平均
22.9億円
1965年度
3.7兆円

2022年度
107.6兆円

公共事業関係費
20.0%

社会保障関係費
33.7%

地方交付税交付金等
19.1%

防衛関係費
44.8%

国債費
16.9%

その他
15.7%

地方財政関係費0.3％文教および科学振興費0.7%

7.4% 6.6% 7.6%
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5.6% 5.0% 5.0% 22.6% 14.8% 13.2%

8.2% 20.1%4.6%

0.3%

恩給関係費

※2022年度は当初予算
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出

1934～36
年度平均
22.9億円
1965年度
3.7兆円

2022年度
107.6兆円

専売納付金租税および印紙収入

所得税
26.2%

その他
28.1%

公債金
38.9%

その他
13.8%8.3%

30.8%

18.9% 12.4% 9.2% 34.3% 5.1%

4.5% 6.9% 7.7%法人税
23.9%

消費税
20.1%

歳

　
入

所得税
法人税
10.9%

	財政のしくみ
	所得税の累進税率（国税庁資料）
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保険料・
年金積立金

	日本における一般会計の歳入と歳出（財政金融統計月報ほか）
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同程度の税負担をするという水平的公平をはかることも必要である
❶
。

　租税で歳
さい

出
しゅつ

をまかなうことができないとき，不足分は公債（国債，地方債）

の発行によってまかなわれることになる。もっとも，わが国では財政法に

おいて原則として公債発行
❷
が認められていない。これは，公債発行が財政

を硬
こう

直
ちょく

化させたり，公債費（元金と利子の支払い）の負担に関して世代間の

不公平が生じたりするためである。また，日本銀行が公債を引き受けるこ

とを原則として禁止している（市中消化の原則）。しかし，石油危機
➡p.152

後の

1975年，不
ふ

況
きょう

のために大幅な税収不足が生じたために，これ以降，特別

立法によって財政法にもとづかない国債を発行せざるをえなくなった。こ

の特別立法による国債は，特例国債（赤字国債）とよばれる。

財政の課題と
財政改革

1980年代の財政の最大の課題は財政再建であった。

石油危機後，政府は赤字国債を発行せざるをえず，国

債残高はしだいに増加した。政府は歳出を抑制したり，三公社を民営化
➡p.119 コラム

す

るなど行財政改革を推進したりした結果，財政収支は改善し，バブル景気
➡p.154

　政府の経済目標は財政政策だけではなく，物価の安定や国際収支の安定

をはかることも含んでいる。今
こん

日
にち

の財政政策は，景気，物価，国際収支の

同時安定をめざして，金融政策や為
か わ せ

替政策と一体となったポ
policy mix
リシー・ミッ

クスをとることが求められている。

租税と公債
歳
さい

入
にゅう

の中心は租
そ

税
ぜい

（国税，地方税）である。民主主義の

下
もと

では，政府は事前に議会で議決された法律にもとづ

いて課税しなければならない（租税法律主義）。租税は直接税と間接税に分

けられ，国税では，所得税や法人税など納税者と担
たん

税
ぜい

者
しゃ

（実際の税負担者）

が同一と想定されるものを直接税，消費税
❶
や酒税，たばこ税など両者が異

なるものを間接税という。

　戦前の日本では，間接税が国税の60％強を占めていた。しかし戦後は，

1949年のシャウプ勧
かん

告
こく

に
❷

よって直接税中心の税制がしかれた。望ましい

租税の形についてはさまざまな見解があるが，シャウプ勧告では公平，中

立
❸
，簡素，の三つの原則を満たす税制が望ましいとされている。

　所得格差や資産格差を是
ぜ

正
せい

するため，税負担の垂直的公平をはかるとと

もに，同程度の所得を得ている人は給与所得者であれ，自営業者であれ，

国税の内訳・直間比率 （財務省資料）

	租税の種類

総額
61.07
兆円

印紙収入 1.5

揮
発
油
税

酒税 1.9
2021年度（当初予算）

相続税 3.7

所得税
   30.6％

法人税
14.7

消費税
33.2

その他
  6.2

その他 4.8

3.4

53.8％

直間

接
接
税
等

税46.2

	国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計月報）

国債依存度

※2020年度は補正後予算，
　2021年度は当初予算

特例国債
建設国債

その他

国債依存度（%）国債発行額（兆円）
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国
税

所得税　法人税
相続税　贈与税
その他

消費税　酒税
たばこ税　揮発油税
関税　印紙税　
その他

地
方
税

︵
都
︶道
府
県
税

道府県民税（都民税）
事業税
不動産取得税
自動車税　その他

地方消費税
ゴルフ場利用税
道府県たばこ税（都た
ばこ税）
軽油引取税　その他

市︵
区
︶町
村
税

市町村民税（特別区民
税）
固定資産税
軽自動車税
都市計画税　その他

市町村たばこ税
（特別区たばこ税）
入湯税

❶ 消費税　購入するすべての商品・サービスに課される間接税。1989年に税率3％で導入され，
1997年に5％，2014年に8％に引き上げられた。そして，2019年に10％に引き上げられ，同
時に，飲食料品（酒類，外食除く）と新聞（定期購読などの条件あり）に対する「軽減税率」（8％）
が導入された。

❷ シャウプ勧告　アメリカのシャウプを団長とする税制調査団が出した勧告。
❸ 中立の原則　課税により経済活動をできるだけ抑

よく

制
せい

しないようにする原則。

❶ 税負担の公平化　日本の所得税は，給与所得者と自営業者や農業従事者との間で所得の捕
ほ

捉
そく

率に大きな差があるといわれる。源
げん

泉
せん

徴
ちょう

収
しゅう

されるサラリーマンは９割に対し，自己申告の自
営業者は６割，農業従事者は４割しか捕捉されないとして，クロヨン（九・六・四）あるいは
トーゴーサン（十・五・三）が税の不公平感を象

しょう

徴
ちょう

する言葉になっている。
❷ 公債発行　財政法第4条は「国の歳出は，公債または借入金以外の歳入をもってその財源と

しなければならない」と定めている。ただし，公共事業費と公的機関への出資金・貸付金の
財源については，国会の議決をへた上で公債（建設国債など）の発行を認めている。

	おもな国の直間比率（財政金融
統計月報）

ドイツイギリスアメリカ日本
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同程度の税負担をするという水平的公平をはかることも必要である
❶
。

　租税で歳
さい

出
しゅつ

をまかなうことができないとき，不足分は公債（国債，地方債）

の発行によってまかなわれることになる。もっとも，わが国では財政法に

おいて原則として公債発行
❷
が認められていない。これは，公債発行が財政

を硬
こう

直
ちょく

化させたり，公債費（元金と利子の支払い）の負担に関して世代間の

不公平が生じたりするためである。また，日本銀行が公債を引き受けるこ

とを原則として禁止している（市中消化の原則）。しかし，石油危機
➡p.152

後の

1975年，不
ふ

況
きょう

のために大幅な税収不足が生じたために，これ以降，特別

立法によって財政法にもとづかない国債を発行せざるをえなくなった。こ

の特別立法による国債は，特例国債（赤字国債）とよばれる。

財政の課題と
財政改革

1980年代の財政の最大の課題は財政再建であった。

石油危機後，政府は赤字国債を発行せざるをえず，国

債残高はしだいに増加した。政府は歳出を抑制したり，三公社を民営化
➡p.119 コラム

す

るなど行財政改革を推進したりした結果，財政収支は改善し，バブル景気
➡p.154

　政府の経済目標は財政政策だけではなく，物価の安定や国際収支の安定

をはかることも含んでいる。今
こん

日
にち

の財政政策は，景気，物価，国際収支の

同時安定をめざして，金融政策や為
か わ せ

替政策と一体となったポ
policy mix
リシー・ミッ

クスをとることが求められている。

租税と公債
歳
さい

入
にゅう

の中心は租
そ

税
ぜい

（国税，地方税）である。民主主義の

下
もと

では，政府は事前に議会で議決された法律にもとづ

いて課税しなければならない（租税法律主義）。租税は直接税と間接税に分

けられ，国税では，所得税や法人税など納税者と担
たん

税
ぜい

者
しゃ

（実際の税負担者）

が同一と想定されるものを直接税，消費税
❶
や酒税，たばこ税など両者が異

なるものを間接税という。

　戦前の日本では，間接税が国税の60％強を占めていた。しかし戦後は，

1949年のシャウプ勧
かん

告
こく

に
❷

よって直接税中心の税制がしかれた。望ましい

租税の形についてはさまざまな見解があるが，シャウプ勧告では公平，中

立
❸
，簡素，の三つの原則を満たす税制が望ましいとされている。

　所得格差や資産格差を是
ぜ

正
せい

するため，税負担の垂直的公平をはかるとと

もに，同程度の所得を得ている人は給与所得者であれ，自営業者であれ，

国税の内訳・直間比率 （財務省資料）

	租税の種類

印紙収入 1.3

揮
発
油
税

酒税 1.6
2022年度（当初予算）

相続税 3.7

所得税
   29.1％

法人税
19.0

消費税
30.8

その他
  5.5

その他 6.0

3.0

57.8％

直間

接
接
税
等

税42.2

総額
70.04
兆円

	国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計月報）

国債依存度

※2021年度は補正後予算，
　2022年度は当初予算

特例国債
建設国債

その他

国債依存度（%）国債発行額（兆円）
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国
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所得税　法人税
相続税　贈与税
その他

消費税　酒税
たばこ税　揮発油税
関税　印紙税　
その他

地
方
税

︵
都
︶道
府
県
税

道府県民税（都民税）
事業税
不動産取得税
自動車税　その他

地方消費税
ゴルフ場利用税
道府県たばこ税（都た
ばこ税）
軽油引取税　その他

市︵
区
︶町
村
税

市町村民税（特別区民
税）
固定資産税
軽自動車税
都市計画税　その他

市町村たばこ税
（特別区たばこ税）
入湯税

❶ 消費税　購入するすべての商品・サービスに課される間接税。1989年に税率3％で導入され，
1997年に5％，2014年に8％に引き上げられた。そして，2019年に10％に引き上げられ，同
時に，飲食料品（酒類，外食除く）と新聞（定期購読などの条件あり）に対する「軽減税率」（8％）
が導入された。

❷ シャウプ勧告　アメリカのシャウプを団長とする税制調査団が出した勧告。
❸ 中立の原則　課税により経済活動をできるだけ抑

よく

制
せい

しないようにする原則。

❶ 税負担の公平化　日本の所得税は，給与所得者と自営業者や農業従事者との間で所得の捕
ほ

捉
そく

率に大きな差があるといわれる。源
げん

泉
せん

徴
ちょう

収
しゅう

されるサラリーマンは９割に対し，自己申告の自
営業者は６割，農業従事者は４割しか捕捉されないとして，クロヨン（九・六・四）あるいは
トーゴーサン（十・五・三）が税の不公平感を象

しょう

徴
ちょう

する言葉になっている。
❷ 公債発行　財政法第4条は「国の歳出は，公債または借入金以外の歳入をもってその財源と

しなければならない」と定めている。ただし，公共事業費と公的機関への出資金・貸付金の
財源については，国会の議決をへた上で公債（建設国債など）の発行を認めている。

	おもな国の直間比率（財政金融
統計月報）
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同程度の税負担をするという水平的公平をはかることも必要である
❶
。

　租税で歳
さい

出
しゅつ

をまかなうことができないとき，不足分は公債（国債，地方債）

の発行によってまかなわれることになる。もっとも，わが国では財政法に

おいて原則として公債発行
❷
が認められていない。これは，公債発行が財政

を硬
こう

直
ちょく

化させたり，公債費（元金と利子の支払い）の負担に関して世代間の

不公平が生じたりするためである。また，日本銀行が公債を引き受けるこ

とを原則として禁止している（市中消化の原則）。しかし，石油危機
➡p.152

後の

1975年，不
ふ

況
きょう

のために大幅な税収不足が生じたために，これ以降，特別

立法によって財政法にもとづかない国債を発行せざるをえなくなった。こ

の特別立法による国債は，特例国債（赤字国債）とよばれる。

財政の課題と
財政改革

1980年代の財政の最大の課題は財政再建であった。

石油危機後，政府は赤字国債を発行せざるをえず，国

債残高はしだいに増加した。政府は歳出を抑制したり，三公社を民営化
➡p.119 コラム

す

るなど行財政改革を推進したりした結果，財政収支は改善し，バブル景気
➡p.154

　政府の経済目標は財政政策だけではなく，物価の安定や国際収支の安定

をはかることも含んでいる。今
こん

日
にち

の財政政策は，景気，物価，国際収支の

同時安定をめざして，金融政策や為
か わ せ

替政策と一体となったポ
policy mix
リシー・ミッ

クスをとることが求められている。

租税と公債
歳
さい

入
にゅう

の中心は租
そ

税
ぜい

（国税，地方税）である。民主主義の

下
もと

では，政府は事前に議会で議決された法律にもとづ

いて課税しなければならない（租税法律主義）。租税は直接税と間接税に分

けられ，国税では，所得税や法人税など納税者と担
たん

税
ぜい

者
しゃ

（実際の税負担者）

が同一と想定されるものを直接税，消費税
❶
や酒税，たばこ税など両者が異

なるものを間接税という。

　戦前の日本では，間接税が国税の60％強を占めていた。しかし戦後は，

1949年のシャウプ勧
かん

告
こく

に
❷

よって直接税中心の税制がしかれた。望ましい

租税の形についてはさまざまな見解があるが，シャウプ勧告では公平，中

立
❸
，簡素，の三つの原則を満たす税制が望ましいとされている。

　所得格差や資産格差を是
ぜ

正
せい

するため，税負担の垂直的公平をはかるとと

もに，同程度の所得を得ている人は給与所得者であれ，自営業者であれ，

国税の内訳・直間比率 （財務省資料）

	租税の種類

総額
61.07
兆円

印紙収入 1.5

揮
発
油
税

酒税 1.9
2021年度（当初予算）

相続税 3.7

所得税
   30.6％

法人税
14.7

消費税
33.2

その他
  6.2

その他 4.8

3.4

53.8％

直間

接
接
税
等

税46.2

	国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計月報）
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※2020年度は補正後予算，
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その他

地
方
税

︵
都
︶道
府
県
税

道府県民税（都民税）
事業税
不動産取得税
自動車税　その他

地方消費税
ゴルフ場利用税
道府県たばこ税（都た
ばこ税）
軽油引取税　その他

市︵
区
︶町
村
税

市町村民税（特別区民
税）
固定資産税
軽自動車税
都市計画税　その他

市町村たばこ税
（特別区たばこ税）
入湯税

❶ 消費税　購入するすべての商品・サービスに課される間接税。1989年に税率3％で導入され，
1997年に5％，2014年に8％に引き上げられた。そして，2019年に10％に引き上げられ，同
時に，飲食料品（酒類，外食除く）と新聞（定期購読などの条件あり）に対する「軽減税率」（8％）
が導入された。
❷ シャウプ勧告　アメリカのシャウプを団長とする税制調査団が出した勧告。
❸ 中立の原則　課税により経済活動をできるだけ抑

よく

制
せい

しないようにする原則。

❶ 税負担の公平化　日本の所得税は，給与所得者と自営業者や農業従事者との間で所得の捕
ほ

捉
そく

率に大きな差があるといわれる。源
げん

泉
せん

徴
ちょう

収
しゅう

されるサラリーマンは９割に対し，自己申告の自
営業者は６割，農業従事者は４割しか捕捉されないとして，クロヨン（九・六・四）あるいは
トーゴーサン（十・五・三）が税の不公平感を象

しょう

徴
ちょう

する言葉になっている。
❷ 公債発行　財政法第4条は「国の歳出は，公債または借入金以外の歳入をもってその財源と

しなければならない」と定めている。ただし，公共事業費と公的機関への出資金・貸付金の
財源については，国会の議決をへた上で公債（建設国債など）の発行を認めている。

	おもな国の直間比率（財政金融
統計月報）
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同程度の税負担をするという水平的公平をはかることも必要である
❶
。

　租税で歳
さい

出
しゅつ

をまかなうことができないとき，不足分は公債（国債，地方債）

の発行によってまかなわれることになる。もっとも，わが国では財政法に

おいて原則として公債発行
❷
が認められていない。これは，公債発行が財政

を硬
こう

直
ちょく

化させたり，公債費（元金と利子の支払い）の負担に関して世代間の

不公平が生じたりするためである。また，日本銀行が公債を引き受けるこ

とを原則として禁止している（市中消化の原則）。しかし，石油危機
➡p.152

後の

1975年，不
ふ

況
きょう

のために大幅な税収不足が生じたために，これ以降，特別

立法によって財政法にもとづかない国債を発行せざるをえなくなった。こ

の特別立法による国債は，特例国債（赤字国債）とよばれる。

財政の課題と
財政改革

1980年代の財政の最大の課題は財政再建であった。

石油危機後，政府は赤字国債を発行せざるをえず，国

債残高はしだいに増加した。政府は歳出を抑制したり，三公社を民営化
➡p.119 コラム

す

るなど行財政改革を推進したりした結果，財政収支は改善し，バブル景気
➡p.154

　政府の経済目標は財政政策だけではなく，物価の安定や国際収支の安定

をはかることも含んでいる。今
こん

日
にち

の財政政策は，景気，物価，国際収支の

同時安定をめざして，金融政策や為
か わ せ

替政策と一体となったポ
policy mix
リシー・ミッ

クスをとることが求められている。

租税と公債
歳
さい

入
にゅう

の中心は租
そ

税
ぜい

（国税，地方税）である。民主主義の

下
もと

では，政府は事前に議会で議決された法律にもとづ

いて課税しなければならない（租税法律主義）。租税は直接税と間接税に分

けられ，国税では，所得税や法人税など納税者と担
たん

税
ぜい

者
しゃ

（実際の税負担者）

が同一と想定されるものを直接税，消費税
❶
や酒税，たばこ税など両者が異

なるものを間接税という。

　戦前の日本では，間接税が国税の60％強を占めていた。しかし戦後は，

1949年のシャウプ勧
かん

告
こく

に
❷

よって直接税中心の税制がしかれた。望ましい

租税の形についてはさまざまな見解があるが，シャウプ勧告では公平，中

立
❸
，簡素，の三つの原則を満たす税制が望ましいとされている。

　所得格差や資産格差を是
ぜ

正
せい

するため，税負担の垂直的公平をはかるとと

もに，同程度の所得を得ている人は給与所得者であれ，自営業者であれ，

国税の内訳・直間比率 （財務省資料）

	租税の種類
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	国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計月報）

国債依存度

※2021年度は補正後予算，
　2022年度は当初予算
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地
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︵
都
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府
県
税

道府県民税（都民税）
事業税
不動産取得税
自動車税　その他

地方消費税
ゴルフ場利用税
道府県たばこ税（都た
ばこ税）
軽油引取税　その他

市︵
区
︶町
村
税

市町村民税（特別区民
税）
固定資産税
軽自動車税
都市計画税　その他

市町村たばこ税
（特別区たばこ税）
入湯税

❶ 消費税　購入するすべての商品・サービスに課される間接税。1989年に税率3％で導入され，
1997年に5％，2014年に8％に引き上げられた。そして，2019年に10％に引き上げられ，同
時に，飲食料品（酒類，外食除く）と新聞（定期購読などの条件あり）に対する「軽減税率」（8％）
が導入された。
❷ シャウプ勧告　アメリカのシャウプを団長とする税制調査団が出した勧告。
❸ 中立の原則　課税により経済活動をできるだけ抑

よく

制
せい

しないようにする原則。

❶ 税負担の公平化　日本の所得税は，給与所得者と自営業者や農業従事者との間で所得の捕
ほ

捉
そく

率に大きな差があるといわれる。源
げん

泉
せん

徴
ちょう

収
しゅう

されるサラリーマンは９割に対し，自己申告の自
営業者は６割，農業従事者は４割しか捕捉されないとして，クロヨン（九・六・四）あるいは
トーゴーサン（十・五・三）が税の不公平感を象

しょう

徴
ちょう

する言葉になっている。
❷ 公債発行　財政法第4条は「国の歳出は，公債または借入金以外の歳入をもってその財源と

しなければならない」と定めている。ただし，公共事業費と公的機関への出資金・貸付金の
財源については，国会の議決をへた上で公債（建設国債など）の発行を認めている。

	おもな国の直間比率（財政金融
統計月報）
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も手伝って，1990 年度の

当初予算では赤字国債の新

規発行はゼロ，国債依
い

存
そん

度

も10％を下回った。また，

所得税の累
るい

進
しん

度を弱めて最

高税率を引き下げるととも

に，消費税を導
1989年

入した。

　しかし，バブル崩
ほう

壊
かい

後の

不
ふ

況
きょう

の下
もと

で，国債発行額も

大幅に増加した。国の借金

残高は2021年度末には1019兆円（国と地方を合わせると1212兆円）に達す

ると見込まれ，また，基礎的財政収支（プ
primary balance
ライマリー・バランス

❶
）も大幅な

赤字となっており，財政危機の状態にあるといえる。

　巨額の財政赤字をかかえる今
こん

日
にち

，少子高齢化
➡p.181

の進行や日本のおかれた国

際環境の変化によって，今後支出はかなり増大することが予想される。こ

のまま国債残高が増えていくと，社会保障
➡p.177

や教育などの行政サービスへの

支出に回す資金が減り，財政の正常な働きを損
そこ

ねる財政の硬
こう

直
ちょく

化も起こる。

また，社会保障の財源の負担を将来に先送りすれば，国債残高がさらに増

え，将来世代につけを回してしまう。こうした現状を踏まえ，増大する社

会保障給付の財源を消費税でまかない，社会保障の充実と財政健全化の両

立をはかるため，「社会保障と税の一体改革」が実施
2012年法制定

された。増大する支出

をいかなる形の収入でまかなうかは今後の大きな課題である。それぞれの

税がもつ性質を比べながら，国民的な合意を得ることが重要である
➡第3章p.204–205

。

	国債残高と対GDP比率（財政金融統計月報）
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❶ プライマリー・バランス　国債発行による収入を除いた税収などの歳入と，国債の元利払い
を除いた歳出の差のこと。日本では，これが赤字であることが問題となっている。

	 	家計，企業，政府などそれぞれの経済主体が行っている経済活動の内容を調
べてみよう。

	 	市場が果たす役割とその限界について考察し，今日の日本の経済社会におい
て政府による規制が必要と思われることと，市場にまかせるべきと考えられ
ることをまとめてみよう。
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いった（安定恐
きょう

慌
こう

）。

　しかし1950年，朝
ちょう

鮮
せん

戦争
➡p.90

が勃
ぼっ

発
ぱつ

すると，米軍による多額の特
とく

需
じゅ

が発生し，

日本経済はにわかに活気を帯び始めた（特需景気）。翌51年には鉱工業生

産は戦前の水準を回復し，戦争が停戦となった1953年には実質国民所得

や消費水準も戦前の水準を上
うわ

回った。

高度経済成長
経済復興をとげた日本は，1950年代半

なか

ばごろから高

度経済成長とよばれる急速な経済成長を続け，1956

年の経済白書は「もはや戦後ではない」と書き記した。1955年から第一次

石油危機の起こった1973年までの間，平均10％前後の率（実質経済成長

率
➡p.133

）で成長を続け，この間にGNP
➡p.131

はほぼ6倍に拡大した。日本はアメリカ

につぐ資本主義国第二の「経済大国」になったのである。

　国際経済への復帰も進み，貿易，為
か わ せ

替，資本の自由化が段階的におし進

められた。1963年にG
ガ ッ ト

ATT1
➡p.188

1条国，1964年にIMF
➡p.188

8条国へ移行し
❶
，同年

には，OECD
➡p.193

（経済協力開発機構）への加盟を果たした。また，1967年に

興に深く関与しない方針であったが，冷戦
➡p.89

の激化とともに，方針を転換し，

日本経済の復興と自立を強く望むようになった。ガ
GARIOA

リオアやエ
EROA

ロア
❶
といっ

た資金によって日本の復興援助を行う一方で，アメリカを中心にした占領

軍は1948年に経済の安定化やインフレ収束を含む経済安定9原則
❷
を指令し，

翌年にはこれを実現するためにド
J.Dodge（1890〜1964）

ッジを日本にまねいた。ドッジは徹底し

た自由主義思想のもち主で，彼の指示した

ドッジ・ラインは補助金の削減，復金債発行

の禁止と新規貸出の全面停止，課税強化によ

る超均
きん

衡
こう

予算の実現，1ドル＝360円の単一

為
か わ せ

替レートの設定など，きわめて厳格なもの

であった。そのため，日本経済は一転してデ

フレーションに見
み

舞
ま

われ，深刻な不
ふ

況
きょう

におち

❶ ガリオア，エロア　ガリオアは占領地域救済資金のこと。アメリカが占領地に対して軍事予
算から支出した援助資金で，食料・医薬品などの生活必需品の購入にあてられた。エロアは
占領地域経済復興資金で，工業原料の輸入代金に使われた。
❷ 経済安定9原則　占領軍による経済安定化のための指令で，均衡予算，徴

ちょう

税
ぜい

強化，融資規制，
賃金安定，為替管理など9項目にわたっていた。

❶  GATT11条国，IMF８条国　GATT11条国は，国際収支の悪化を理由に輸入の数量制限がで
きない国。IMF8条国は同様の理由で為替制限ができない国。

	戦後日本経済の歩み（内閣府資料ほか）
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も手伝って，1990 年度の

当初予算では赤字国債の新

規発行はゼロ，国債依
い

存
そん

度

も10％を下回った。また，

所得税の累
るい

進
しん

度を弱めて最

高税率を引き下げるととも

に，消費税を導
1989年

入した。

　しかし，バブル崩
ほう

壊
かい

後の

不
ふ

況
きょう

の下
もと

で，国債発行額も

大幅に増加した。国の借金

残高は2022年度末には1055兆円（国と地方を合わせると1244兆円）に達す

ると見込まれ，また，基礎的財政収支（プ
primary balance
ライマリー・バランス

❶
）も大幅な

赤字となっており，財政危機の状態にあるといえる。

　巨額の財政赤字をかかえる今
こん

日
にち

，少子高齢化
➡p.181

の進行や日本のおかれた国

際環境の変化によって，今後支出はかなり増大することが予想される。こ

のまま国債残高が増えていくと，社会保障
➡p.177

や教育などの行政サービスへの

支出に回す資金が減り，財政の正常な働きを損
そこ

ねる財政の硬
こう

直
ちょく

化も起こる。

また，社会保障の財源の負担を将来に先送りすれば，国債残高がさらに増

え，将来世代につけを回してしまう。こうした現状を踏まえ，増大する社

会保障給付の財源を消費税でまかない，社会保障の充実と財政健全化の両

立をはかるため，「社会保障と税の一体改革」が実施
2012年法制定

された。増大する支出

をいかなる形の収入でまかなうかは今後の大きな課題である。それぞれの

税がもつ性質を比べながら，国民的な合意を得ることが重要である
➡第3章p.204–205

。

	国債残高と対GDP比率（財政金融統計月報）
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❶ プライマリー・バランス　国債発行による収入を除いた税収などの歳入と，国債の元利払い
を除いた歳出の差のこと。日本では，これが赤字であることが問題となっている。

	 	家計，企業，政府などそれぞれの経済主体が行っている経済活動の内容を調
べてみよう。

	 	市場が果たす役割とその限界について考察し，今日の日本の経済社会におい
て政府による規制が必要と思われることと，市場にまかせるべきと考えられ
ることをまとめてみよう。
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いった（安定恐
きょう

慌
こう

）。

　しかし1950年，朝
ちょう

鮮
せん

戦争
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が勃
ぼっ

発
ぱつ

すると，米軍による多額の特
とく

需
じゅ

が発生し，

日本経済はにわかに活気を帯び始めた（特需景気）。翌51年には鉱工業生

産は戦前の水準を回復し，戦争が停戦となった1953年には実質国民所得

や消費水準も戦前の水準を上
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回った。
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年の経済白書は「もはや戦後ではない」と書き記した。1955年から第一次

石油危機の起こった1973年までの間，平均10％前後の率（実質経済成長
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強化，融資規制，
賃金安定，為替管理など9項目にわたっていた。

❶  GATT11条国，IMF８条国　GATT11条国は，国際収支の悪化を理由に輸入の数量制限がで
きない国。IMF8条国は同様の理由で為替制限ができない国。
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第2章　現代の経済 4節　福祉社会と日本経済の課題182 183

先進諸国のどこでも同じであるが，他国に比べて日本の合計特殊出
しゅっ

生
しょう

率
❶
は

低い。65歳以上の老年人口が総人口に占める割合（高齢化率）が7％をこえ

た社会を高齢化社会，14％をこえた社会を高齢社会，21％をこえた社会を

超高齢社会とよぶ。日本は1994年に高齢化率が14％を，2007年には21％

をこえている。また，2005年には死亡者数が出生者数を上
うわ

回る人口減少

社会に突入した。高度な少子高齢社会になると福祉の質が低下するといわ

れるが，福祉の質が低下すると出生率が低くなり，少子高齢化がさらに進

むという面もある。

　福祉社会を実現することは，経済を活性化する途
みち

でもある。そして福祉

社会を建設するためには社会的共通資本
❷
の拡充をはかるとともに，きめ細

かな福祉サービスを提供していくことも必要である。さらに，高齢者や心

身に障がいのある人たちが，社会のなかでほかの人々と同じように生活す

るというノ
normalization
ーマライゼーションの考え方を実行に移すために，バ

barrier-free
リアフ

リーに根ざしたまちづくりを行うことも重要である。確固とした福祉の土

台を欠くならば，その上に立つ経済は砂
さ

上
じょう

の楼
ろう

閣
かく

となりかねない。

❶ 合計特殊出生率　一人の女性が一生の間に平均して何人の子どもを出産するかを示す数字。
日本では2.08以上なら人口の増加となるが，この数値を下回り続けると人口が減少していく
といわれている。日本は2005年に1.26と過去最低を記録し，2019年には1.36となっている。

❷ 社会的共通資本　私的企業が利
り

潤
じゅん

を獲得するために保有する設備すなわち私的資本に対し，
市民が社会生活を営

いとな

む上で不可欠な資本を社会的共通資本という。社会的共通資本は道路，
公園，病院などの施設（社会資本）だけでなく，人々の生活を豊かにする森林，河川，大気な
どの自然環境（自然資本），教育，金融システム，文化など（制度資本）も含む概念である。

	おもな国の合計特殊出生率の推移（国立社
会保障・人口問題研究所資料）
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	 	急激な少子高齢化の進展にともなって今後想定される問題や課題を出し合い，
どのような対策が考えられるか検討してみよう。

	 	日本の社会がかかえるさまざまな問題や課題は，何から解決していくべきか，
その理由もあわせて意見をまとめてみよう。

1

2

節
の
ま
と
め

人口減少社会

日本の人口構成の変化
　日本では少子高齢化が進み，現在，人口
減少社会に突入している。2004年には出
生数（111万人）が死亡数（103万人）を上回
り8万人増えたが，10年後の2014年では
出生数が100万人に対して死亡数が127
万人となり，27万人減った。このままの
状況が進むと，2041年以降は毎年100万
人以上の人口が減り続け，2050年代には
総人口が1億人を下回ると予測されている。
少子化の進展と対策
　人口が減少する理由として，少子化の深
刻化があげられる。日本では1980年代以
降急速に少子化が進行しているが，未婚の
人が増えたこと，晩

ばん

婚
こん

化が進んだこと，出
産年齢が高くなっていることなどがその理
由とされている。また，子育てや教育にお
金がかかり過ぎることも原因とされている。
出産や子育ては個人の問題としてとらえら
れることが多いが，働く女性の子育て支援
を充実させることや，待機児童の解消のた
めに保育施設を拡充するなど，社会全体の

問題としてとらえる必要がある。
人口減少社会への突入とその課題
　日本の人口の減少は戦争時を除いて過去
に経験したことがなく，労働力減少による
経済活動の停

てい

滞
たい

，過
か

疎
そ

化による地域間格差
の拡大やライフラインの荒

こう

廃
はい

などが懸
け

念
ねん

さ
れている。現に，過疎化が進む地域では，
公立病院の運営が困難になるなど日常生活
に支障をきたす事態も起こっている。
　経済全体でみると，生産年齢人口の減少
による問題点も指摘されている。一般に，
人口増加は生産年齢人口を増加させ，経済
成長がプラスに働く「人口ボーナス」という
効果をもたらすとされている。日本は高度
経済成長期にこれを経験したが，現在は人
口減少が経済成長にマイナスに働く「人口
オーナス」の状態になっている。
　これらの課題に対し，高齢者や女性の労
働参加を促

そく

進
しん

するための労働環境の整備，
安定した雇

こ

用
よう

の確保，個人の選択を尊重し
ながらも出産・育児などを社会全体で支え
るしくみを構築することが求められる。
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集2020年版）
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先進諸国のどこでも同じであるが，他国に比べて日本の合計特殊出
しゅっ

生
しょう

率
❶
は

低い。65歳以上の老年人口が総人口に占める割合（高齢化率）が7％をこえ

た社会を高齢化社会，14％をこえた社会を高齢社会，21％をこえた社会を

超高齢社会とよぶ。日本は1994年に高齢化率が14％を，2007年には21％

をこえている。また，2005年には死亡者数が出生者数を上
うわ

回る人口減少

社会に突入した。高度な少子高齢社会になると福祉の質が低下するといわ

れるが，福祉の質が低下すると出生率が低くなり，少子高齢化がさらに進

むという面もある。

　福祉社会を実現することは，経済を活性化する途
みち

でもある。そして福祉

社会を建設するためには社会的共通資本
❷
の拡充をはかるとともに，きめ細

かな福祉サービスを提供していくことも必要である。さらに，高齢者や心

身に障がいのある人たちが，社会のなかでほかの人々と同じように生活す

るというノ
normalization
ーマライゼーションの考え方を実行に移すために，バ

barrier-free
リアフ

リーに根ざしたまちづくりを行うことも重要である。確固とした福祉の土

台を欠くならば，その上に立つ経済は砂
さ

上
じょう

の楼
ろう

閣
かく

となりかねない。

❶ 合計特殊出生率　一人の女性が一生の間に平均して何人の子どもを出産するかを示す数字。
日本では2.08以上なら人口の増加となるが，この数値を下回り続けると人口が減少していく
といわれている。日本は2005年に1.26と過去最低を記録し，2021年には1.30となっている。
❷ 社会的共通資本　私的企業が利

り

潤
じゅん

を獲得するために保有する設備すなわち私的資本に対し，
市民が社会生活を営

いとな

む上で不可欠な資本を社会的共通資本という。社会的共通資本は道路，
公園，病院などの施設（社会資本）だけでなく，人々の生活を豊かにする森林，河川，大気な
どの自然環境（自然資本），教育，金融システム，文化など（制度資本）も含む概念である。

	おもな国の合計特殊出生率の推移（国立社
会保障・人口問題研究所資料）
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	 	急激な少子高齢化の進展にともなって今後想定される問題や課題を出し合い，
どのような対策が考えられるか検討してみよう。

	 	日本の社会がかかえるさまざまな問題や課題は，何から解決していくべきか，
その理由もあわせて意見をまとめてみよう。
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人口減少社会

日本の人口構成の変化
　日本では少子高齢化が進み，現在，人口
減少社会に突入している。2004年には出
生数（111万人）が死亡数（103万人）を上回
り8万人増えたが，10年後の2014年では
出生数が100万人に対して死亡数が127
万人となり，27万人減った。このままの
状況が進むと，2041年以降は毎年100万
人以上の人口が減り続け，2050年代には
総人口が1億人を下回ると予測されている。
少子化の進展と対策
　人口が減少する理由として，少子化の深
刻化があげられる。日本では1980年代以
降急速に少子化が進行しているが，未婚の
人が増えたこと，晩

ばん

婚
こん

化が進んだこと，出
産年齢が高くなっていることなどがその理
由とされている。また，子育てや教育にお
金がかかり過ぎることも原因とされている。
出産や子育ては個人の問題としてとらえら
れることが多いが，働く女性の子育て支援
を充実させることや，待機児童の解消のた
めに保育施設を拡充するなど，社会全体の

問題としてとらえる必要がある。
人口減少社会への突入とその課題

　日本の人口の減少は戦争時を除いて過去
に経験したことがなく，労働力減少による
経済活動の停

てい

滞
たい

，過
か

疎
そ

化による地域間格差
の拡大やライフラインの荒

こう

廃
はい

などが懸
け

念
ねん

さ
れている。現に，過疎化が進む地域では，
公立病院の運営が困難になるなど日常生活
に支障をきたす事態も起こっている。
　経済全体でみると，生産年齢人口の減少
による問題点も指摘されている。一般に，
人口増加は生産年齢人口を増加させ，経済
成長がプラスに働く「人口ボーナス」という
効果をもたらすとされている。日本は高度
経済成長期にこれを経験したが，現在は人
口減少が経済成長にマイナスに働く「人口
オーナス」の状態になっている。
　これらの課題に対し，高齢者や女性の労
働参加を促

そく

進
しん

するための労働環境の整備，
安定した雇

こ

用
よう

の確保，個人の選択を尊重し
ながらも出産・育児などを社会全体で支え
るしくみを構築することが求められる。
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集2020年版）
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第2章　現代の経済 5節　国民経済と国際経済186 187

今
こん

日
にち

では貿易にともなう通貨の交換以上に，資本移動にともなう通貨交換

が大きな要因となっている。さらに，為替差益
❶
を狙った投機的資金や，ヘッ

ジファンド
➡p.201

のような短期的な資金の動きも大きな影響を与える。

国際収支の
しくみ

国際間の経済的取り引き
❷
の結果を帳

ちょう

簿
ぼ

の形で記録した

ものが国
こく

際
さい

収
しゅう

支
し

である。国際収支は経
けい

常
じょう

収
しゅう

支
し

，資
し

本
ほん

移
い

転
てん

等
とう

収
しゅう

支
し

，金
きん

融
ゆう

収
しゅう

支
し

に大
たい

別
べつ

される。経常収支は，商品やサービスの取り引

きである貿易・サービス収支，海外で稼
かせ

いだ給料や利子といった対価の受

け取りと外国への対価の支払いを差し引きした第一次所得収支，および国

際機関への拠
きょ

出
しゅつ

金などの第二次所得収支からなる。金融収支は，証券投資

や企業の設立などにともなう資本の移動や，外貨準備
❸
の増減からなる。資

本移転等収支は外国での道路建設などへの無償資金援助などが含まれる。

　日本の国際収支は1980年代以降，輸出が増加して経常収支の黒字が定

着したが，近年では貿易収支の黒字が減少し，一時は赤字に転じたため，

経常収支の黒字が減少した。いっぽう，第一次所得収支は黒字が続いてお

り，そのほとんどは投資収益である。

為替相場と
外国為替市場

通貨の交換比率は為
か わ せ

替レート（為替相
そう

場
ば

）とよばれる。

たとえばドルを売って円を買う動きが強まるとドル

安・円高になり，ユーロを売ってドルを買う動きが強まればユーロ安・ド

ル高になる。円安になると，日本でつくった製品は，日本円の値段が変わ

らなくてもドルに換算すると安くなり，アメリカでより多く売れるから日

本からアメリカへの輸出が増える傾向をもつ。逆に，円高となると，日本

の輸出は伸び悩む一方，日本の輸入は割安となるため輸入が増えて，日本

の貿易収支は赤字になる傾向をもつ。

　外貨を売買する市場が外
がい

国
こく

為
か わ せ

替市
し

場
じょう

である。為替レートの変動が激しい

とき，中央銀行
➡p.137

はインターバンク市場に介
かい

入
にゅう

し，

銀行などと外貨の売買を行って為替レートを安

定させようとする。これを公
こう

的
てき

介
かい

入
にゅう

（
❶
平
へい

衡
こう

操作）

とよんでいる。

　為替レートを決める要因はさまざまである。

両国の物価動向を反映して，物価が相対的に上

がった国の通貨が割安になるように為替レート

が決まるとする見方（購
こう

買
ばい

力
りょく

平
へい

価
か

説
せつ

）もあるが，

❶ 為替差益　為替レートの変動によって生じる利益のこと。たとえば，1ドルが80円から100
円へと変動すると，1万ドルの預金は円換算では80万円から100万円へと増加する。
❷ 国際間の経済的取り引き　国際間の取り引きは任意の通貨によって行われるのではなく，国

際的な通用力をもった国際通貨（基
き

軸
じく

通
つう

貨
か

）によって行われる。今日では，ドルが国際通貨と
しての地位を占めており，ほかにユーロ，ポンド，円によって決済が行われている。
❸ 外貨準備　政府や通貨当局が利用したり調整したりできる対外資産のこと。

❶ 公的介入　政府やその代理として中央銀行が，為替レートを操作するために，保有している
外貨準備（その保有高を外貨準備高という）をもとにして，外貨の売買を行うこと。

	外国為替市場のディーリング
ルーム（2011年）

	国際収支の体系

	日本の国際収支表（財政金融統
計月報） 統計上，①＋②－③＋④
＝0となる。

経常収支

資本移転
等収支

金融収支

誤差脱漏

貿易収支 輸出
輸入
輸送
旅行
その他サービス

その他第一次所得

雇用者報酬
投資収益

消費財にかかわる無償
資金援助, 国際機関拠
出金, 労働者送金

直接投資
証券投資

その他投資
外貨準備

資本移転など

金融派生商品

統計上の誤差やもれ

第一次所得収支

サービス収支

第二次所得収支

だつろう

貿易・サー
ビス収支

2020年度（億円）
▪経常収支…① 182,533

　貿易・サービス収支 2,381

　　貿易収支 39,017

　　サービス収支 －36,636

　第一次所得収支 207,721

　第二次所得収支 －27,569

▪資本移転等収支…② －2,090

▪金融収支…③ 155,130

▪誤差脱漏…④ －25,313

円高と円安
レクチャー

20，000＄ ＝
100万円

円  高

日本での価格が変
わらなくても，ドル
での価格は2倍に

1ドル ＝ 50円

＝ 500円

アメリカでの価格が
変わらなくても，円
での価格は半分に

10＄

10，000＄ ＝
100万円

1ドル ＝ 100円

＝ 1000円

10＄

5，000＄ ＝
100万円

円  安

日本での価格が変
わらなくても，ドル
での価格は半分に

1ドル ＝ 200円

＝ 2000円

アメリカでの価格が
変わらなくても，円
での価格は2倍に

10＄

日本が輸出する場合

日本が輸入する場合

　為替レートが1ドル＝100円から1ドル
＝50円になったとき（円高）を考える。こ
のとき，日本の自動車メーカーが1台100
万円の乗用車を輸出すると，1ドル＝100
円のときは10,000ドルだったものが，
20,000ドルとなる。円での価格は変わら
ないのにドルでの価格は2倍になるから，
輸出には不利になる。
　しかし，輸入には有利になる。たとえば，
これまで1000円で輸入していた品物があ
るとすると，500円で買うことができる。
円安のときはこのときと逆となり，輸出に
有利になり，輸入に不利になる。
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今
こん

日
にち

では貿易にともなう通貨の交換以上に，資本移動にともなう通貨交換

が大きな要因となっている。さらに，為替差益
❶
を狙った投機的資金や，ヘッ

ジファンド
➡p.201

のような短期的な資金の動きも大きな影響を与える。

国際収支の
しくみ

国際間の経済的取り引き
❷
の結果を帳

ちょう

簿
ぼ

の形で記録した

ものが国
こく

際
さい

収
しゅう

支
し

である。国際収支は経
けい

常
じょう

収
しゅう

支
し

，資
し

本
ほん

移
い

転
てん

等
とう

収
しゅう

支
し

，金
きん

融
ゆう

収
しゅう

支
し

に大
たい

別
べつ

される。経常収支は，商品やサービスの取り引

きである貿易・サービス収支，海外で稼
かせ

いだ給料や利子といった対価の受

け取りと外国への対価の支払いを差し引きした第一次所得収支，および国

際機関への拠
きょ

出
しゅつ

金などの第二次所得収支からなる。金融収支は，証券投資

や企業の設立などにともなう資本の移動や，外貨準備
❸
の増減からなる。資

本移転等収支は外国での道路建設などへの無償資金援助などが含まれる。

　日本の国際収支は1980年代以降，輸出が増加して経常収支の黒字が定

着したが，近年では貿易収支の黒字が減少し，一時は赤字に転じたため，

経常収支の黒字が減少した。いっぽう，第一次所得収支は黒字が続いてお

り，そのほとんどは投資収益である。

為替相場と
外国為替市場

通貨の交換比率は為
か わ せ

替レート（為替相
そう

場
ば

）とよばれる。

たとえばドルを売って円を買う動きが強まるとドル

安・円高になり，ユーロを売ってドルを買う動きが強まればユーロ安・ド

ル高になる。円安になると，日本でつくった製品は，日本円の値段が変わ

らなくてもドルに換算すると安くなり，アメリカでより多く売れるから日

本からアメリカへの輸出が増える傾向をもつ。逆に，円高となると，日本

の輸出は伸び悩む一方，日本の輸入は割安となるため輸入が増えて，日本

の貿易収支は赤字になる傾向をもつ。

　外貨を売買する市場が外
がい

国
こく

為
か わ せ

替市
し

場
じょう

である。為替レートの変動が激しい

とき，中央銀行
➡p.137

はインターバンク市場に介
かい

入
にゅう

し，

銀行などと外貨の売買を行って為替レートを安

定させようとする。これを公
こう

的
てき

介
かい

入
にゅう

（
❶
平
へい

衡
こう

操作）

とよんでいる。

　為替レートを決める要因はさまざまである。

両国の物価動向を反映して，物価が相対的に上

がった国の通貨が割安になるように為替レート

が決まるとする見方（購
こう

買
ばい

力
りょく

平
へい

価
か

説
せつ

）もあるが，

❶ 為替差益　為替レートの変動によって生じる利益のこと。たとえば，1ドルが80円から100
円へと変動すると，1万ドルの預金は円換算では80万円から100万円へと増加する。
❷ 国際間の経済的取り引き　国際間の取り引きは任意の通貨によって行われるのではなく，国

際的な通用力をもった国際通貨（基
き

軸
じく

通
つう

貨
か

）によって行われる。今日では，ドルが国際通貨と
しての地位を占めており，ほかにユーロ，ポンド，円によって決済が行われている。
❸ 外貨準備　政府や通貨当局が利用したり調整したりできる対外資産のこと。

❶ 公的介入　政府やその代理として中央銀行が，為替レートを操作するために，保有している
外貨準備（その保有高を外貨準備高という）をもとにして，外貨の売買を行うこと。

	外国為替市場のディーリング
ルーム（2011年）

	国際収支の体系

	日本の国際収支表（財政金融統
計月報） 統計上，①＋②－③＋④
＝0となる。

経常収支

資本移転
等収支

金融収支

誤差脱漏

貿易収支 輸出
輸入
輸送
旅行
その他サービス

その他第一次所得

雇用者報酬
投資収益

消費財にかかわる無償
資金援助, 国際機関拠
出金, 労働者送金

直接投資
証券投資

その他投資
外貨準備

資本移転など

金融派生商品

統計上の誤差やもれ

第一次所得収支

サービス収支

第二次所得収支

だつろう

貿易・サー
ビス収支

2021年度（億円）
▪経常収支…① 126,515

　貿易・サービス収支 －64,620

　　貿易収支 －16,187

　　サービス収支 －48,433

　第一次所得収支 216,072

　第二次所得収支 －24,937

▪資本移転等収支…② －3,480

▪金融収支…③ 96,937

▪誤差脱漏…④ －26,098

円高と円安
レクチャー

20，000＄ ＝
100万円

円  高

日本での価格が変
わらなくても，ドル
での価格は2倍に

1ドル ＝ 50円

＝ 500円

アメリカでの価格が
変わらなくても，円
での価格は半分に

10＄

10，000＄ ＝
100万円

1ドル ＝ 100円

＝ 1000円

10＄

5，000＄ ＝
100万円

円  安

日本での価格が変
わらなくても，ドル
での価格は半分に

1ドル ＝ 200円

＝ 2000円

アメリカでの価格が
変わらなくても，円
での価格は2倍に

10＄

日本が輸出する場合

日本が輸入する場合

　為替レートが1ドル＝100円から1ドル
＝50円になったとき（円高）を考える。こ
のとき，日本の自動車メーカーが1台100
万円の乗用車を輸出すると，1ドル＝100
円のときは10,000ドルだったものが，
20,000ドルとなる。円での価格は変わら
ないのにドルでの価格は2倍になるから，
輸出には不利になる。
　しかし，輸入には有利になる。たとえば，
これまで1000円で輸入していた品物があ
るとすると，500円で買うことができる。
円安のときはこのときと逆となり，輸出に
有利になり，輸入に不利になる。
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南北問題
IMF–GATT体制

➡p.188
は先進国を中心とする国際経済秩

ちつ

序
じょ

であり，この秩序の下
もと

で自由貿易の恩
おん

恵
けい

に浴
よく

したのは

主として先進国（北側諸国）であった。農産物や鉱産物などの一
いち

次
じ

産
さん

品
ぴん

に特

化し，モ
monoculture
ノカルチャー経済を余

よ

儀
ぎ

なくされている発展途上国（南側諸国）は

交
こう

易
えき

条件（輸出財と輸入財の交換比率）の悪化によって，経済状態はむしろ

悪化し，経済格差はさらに広がった（南北問題）。

　1961年に国連は「国連開発の10年」を採択して南北間格差の是
ぜ

正
せい

に乗り

出し，O
Organization for Economic Cooperation and Development
ECD

❶
（経済協力開発機構）もまた同年，D

ダ ッ ク

AC（開
Development Assistance Committee

発援助委員会）を

組織して発展途上国の援助に踏み出した。DACは，O
Official Development Assistance
DA（政府開発援助）

が満たすべき要件
❷
を定めるなど，発展途上国の経済発展と福祉向上のため

の援助を促
そく

進
しん

しようとした。翌1962年には国連総会で国連貿易開発会議

（
United Nations Conference on Trade and Development
U
ア ン ク タ ッ ド

NCTAD）の開催が決定され，1964年にジュネーブで第1回会議が開か

れた。このとき，UNCTADの

初代事務局長プ
R.Prebisch（1901〜86）

レビッシュは

「プレビッシュ報告」のなかで，

発展途上国の立場からGATT

の自由貿易制度への不満を表明

し，先進国の途上国に対する経

済援助
❸
，一次産品価格安定化の

ための商品協定，軽工業製品へ

会合（G20）が国際経済の枠
わく

組
ぐ

みを議論する場として重視されるようになった。

GATTから
WTOへ

自由貿易を促
そく

進
しん

するための制度であるG
ガ ッ ト

ATTは
➡p.188

，関

税そのほかの輸入制限措
そ

置
ち

の撤
てっ

廃
ぱい

を多国間で協議する

場（ラ
round

ウンド）を設定し，1960年代のケ
1964〜67年

ネディ・ラウンドや1970年代の東
1973〜79年

京ラウンドで着実な成果をあげてきた。そのなかで，関税引き下げだけで

なく，補助金やダンピング防止など非関税障
しょう

壁
へき

のルールの追加も合意した。

　しかし1980年代になると，先進国間の経済摩
ま

擦
さつ

が激化するなかで保護

主義が台
たい

頭
とう

し，このままではGATT体制が形
けい

骸
がい

化しかねない情勢になった。

このため，1986年にウルグアイ・ラウンドが開始され，農産物の自由化，サー

ビス貿易，知的所有権（知的財産権
➡p.35

）の保護，セーフガード
❶
などをめぐり議

論された。最終的に合意されたのは，1993年12月のことであり，サービ

ス貿易や知的所有権に関するルールづくりを行うとともに，農産物につい

ては関税化
➡p.166

をめざすことやミニマム・アクセス
➡p.166

（最低輸入量）を負わせるこ

となどが合意された。また，GATTを新たな国際機関としてのWTO（世
World Trade Organization

界貿易機関）に移行させることが合意され，WTOは1995年1月に正式発

足した。WTOでは自由貿易を拡大するための新たなラウンドとしてドー

ハ・ラウンド（ドーハ開発アジェンダ）が立ち上げられた
2001年

が，農産物の輸出

国と輸入国との間で利害が対立し，2011年に交渉の休止が宣言された。ドー

ハ・ラウンド以降，貿易自由化の流れは，FTA（自由貿易協定
➡p.199

）など個別

の協定を結ぶことが重視されるようになった。

❶ セーフガード　輸入急増に対処するための緊急輸入制限。輸入数量を制限したり，関税を引
き上げることが行われる。

❶  OECD　マーシャル・プラン（→p.89）の受け入れ機関であるOEEC（欧州経済協力機構）が
1961年に改組されて設立された先進国間の国際的な経済協力機構。
❷  ODA　ODAの満たすべき要件とは，①政府または政府の実施機関によって供

きょう

与
よ

される，②
発展途上国の経済発展と福祉の向上を主目的とする，③グラント・エレメント（贈与にどれ
だけ近いかをあらわす指標）が25％以上とする，の三つ。
❸ 先進国の途上国に対する経済援助　DAC諸国は，1970年代にGNIの0.7％をODA（政府開発

援助）の支出目標とすることを決定した。

	 国際社会は南北問題の解消にどのように取り組んできたか。
	 新興経済諸国とはどのような国々か。
	 発展途上国は，今

こん

日
にち

どのような問題をかかえているか。

A

B

C

発展途上国の経済3

	多角的貿易交渉（ラウンド）の歴史

面積
1億
3203万km2

低
所
得
国

中所得国
下位 上位

高所得国

人口
76億
7350万人

GNI
88.8兆ドル

輸出総額
19.0兆ドル

9.7%

［2019年］

17.1% 44.8% 28.4%

16.1%37.2%38.0%8.7%

7.2
% 29.2% 63.0%

66.3%27.2%6.2
%

0.3%

0.6%

＊低・中・高所得国の区分は世界銀行による（後見返しの地図を参照）

	南北間の格差（世界銀行資料）

ラウンド名 時期 参加国・
地域数 おもな交渉分野

ケネディ・ラウンド 1964～67年 62 関税引き下げ率35％，ダンピング防止協
定

東京ラウンド 1973～79年 102 関税引き下げ率33％，非関税障壁の低減

ウルグアイ・ラウンド 1986～94年 123 サービス貿易，知的所有権，農産物貿易の国
際的枠組み

WTOドーハ・ラウンド 2001年～ 149 農産物・工業製品などの自由化，サービス
貿易・知的所有権・投資ルール，環境
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南北問題
IMF–GATT体制

➡p.188
は先進国を中心とする国際経済秩

ちつ

序
じょ

であり，この秩序の下
もと

で自由貿易の恩
おん

恵
けい

に浴
よく

したのは

主として先進国（北側諸国）であった。農産物や鉱産物などの一
いち

次
じ

産
さん

品
ぴん

に特

化し，モ
monoculture
ノカルチャー経済を余

よ

儀
ぎ

なくされている発展途上国（南側諸国）は

交
こう

易
えき

条件（輸出財と輸入財の交換比率）の悪化によって，経済状態はむしろ

悪化し，経済格差はさらに広がった（南北問題）。

　1961年に国連は「国連開発の10年」を採択して南北間格差の是
ぜ

正
せい

に乗り

出し，O
Organization for Economic Cooperation and Development
ECD

❶
（経済協力開発機構）もまた同年，D

ダ ッ ク

AC（開
Development Assistance Committee

発援助委員会）を

組織して発展途上国の援助に踏み出した。DACは，O
Official Development Assistance
DA（政府開発援助）

が満たすべき要件
❷
を定めるなど，発展途上国の経済発展と福祉向上のため

の援助を促
そく

進
しん

しようとした。翌1962年には国連総会で国連貿易開発会議

（
United Nations Conference on Trade and Development
U
ア ン ク タ ッ ド

NCTAD）の開催が決定され，1964年にジュネーブで第1回会議が開か

れた。このとき，UNCTADの

初代事務局長プ
R.Prebisch（1901〜86）

レビッシュは

「プレビッシュ報告」のなかで，

発展途上国の立場からGATT

の自由貿易制度への不満を表明

し，先進国の途上国に対する経

済援助
❸
，一次産品価格安定化の

ための商品協定，軽工業製品へ

会合（G20）が国際経済の枠
わく

組
ぐ

みを議論する場として重視されるようになった。

GATTから
WTOへ

自由貿易を促
そく

進
しん

するための制度であるG
ガ ッ ト

ATTは
➡p.188

，関

税そのほかの輸入制限措
そ

置
ち

の撤
てっ

廃
ぱい

を多国間で協議する

場（ラ
round

ウンド）を設定し，1960年代のケ
1964〜67年

ネディ・ラウンドや1970年代の東
1973〜79年

京ラウンドで着実な成果をあげてきた。そのなかで，関税引き下げだけで

なく，補助金やダンピング防止など非関税障
しょう

壁
へき

のルールの追加も合意した。

　しかし1980年代になると，先進国間の経済摩
ま

擦
さつ

が激化するなかで保護

主義が台
たい

頭
とう

し，このままではGATT体制が形
けい

骸
がい

化しかねない情勢になった。

このため，1986年にウルグアイ・ラウンドが開始され，農産物の自由化，サー

ビス貿易，知的所有権（知的財産権
➡p.35

）の保護，セーフガード
❶
などをめぐり議

論された。最終的に合意されたのは，1993年12月のことであり，サービ

ス貿易や知的所有権に関するルールづくりを行うとともに，農産物につい

ては関税化
➡p.166

をめざすことやミニマム・アクセス
➡p.166

（最低輸入量）を負わせるこ

となどが合意された。また，GATTを新たな国際機関としてのWTO（世
World Trade Organization

界貿易機関）に移行させることが合意され，WTOは1995年1月に正式発

足した。WTOでは自由貿易を拡大するための新たなラウンドとしてドー
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2001年

が，農産物の輸出

国と輸入国との間で利害が対立し，2011年に交渉の休止が宣言された。ドー

ハ・ラウンド以降，貿易自由化の流れは，FTA（自由貿易協定
➡p.199

）など個別

の協定を結ぶことが重視されるようになった。
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与
よ

される，②
発展途上国の経済発展と福祉の向上を主目的とする，③グラント・エレメント（贈与にどれ
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こん

日
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B
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発展途上国の経済3

	多角的貿易交渉（ラウンド）の歴史
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※低・中・高所得国の区分は世界銀行による（後見返しの地図を参照）

	南北間の格差（世界銀行資料）

ラウンド名 時期 参加国・
地域数 おもな交渉分野

ケネディ・ラウンド 1964～67年 62 関税引き下げ率35％，ダンピング防止協
定

東京ラウンド 1973～79年 102 関税引き下げ率33％，非関税障壁の低減

ウルグアイ・ラウンド 1986～94年 123 サービス貿易，知的所有権，農産物貿易の国
際的枠組み

WTOドーハ・ラウンド 2001年～ 149 農産物・工業製品などの自由化，サービス
貿易・知的所有権・投資ルール，環境
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プラザ合意と
政策協調

1981年，アメリカ大統領に就任したレ
R.Reagan（在職1981〜89）

ーガン
❶

は，ア

メリカの経済力と軍事力の強化をはかろうとした。し

かし，軍事支出の激増と減税により財政赤字は拡大し，通貨量
➡p.138

を抑えたこ

とで金利が上昇してドル高となり，輸出が不振となった。こうして1980

年代のアメリカは，財政赤字と経常収支の赤字が同時に拡大する「双
ふた

子
ご

の

赤字」に悩まされ，アメリカ国内では保護主義が台
たい

頭
とう

し始めた。

　保護主義の傾向に危機を感じた先進諸国は，先進５か国財務相・中央銀

行総
そう

裁
さい

会議
group of 5

（G5）を招集し，日米欧の先進諸国が外国為替市場に協
きょう

調
ちょう

介
かい

入
にゅう

してドル高是
ぜ

正
せい

を行うことで合意した（プ
1985年
ラザ合意）。この合意にもとづい

て各国がドル売りの市場介入（公的介入
➡p.186

）を行った結果，ドルの円やマルク

に対する為替レートは急速に下
げ

落
らく

し始めた。1980年代後半以降，G5やG
group of 7

7
❷
，

それにサミット
❸
（主要国首脳会議）などの場を通して，各国の金利を調整し

たり，為替相場の安定をはかるなど，政策協調をめざしている。

　2000年代以降，中国などの新興国が台頭し，国際経済問題は主要国だ

けでは解決できなくなりつつあった。2008年の世界金融危機
➡p.141

を契
けい

機
き

に，

サミットに参加するG8に新興経済諸国が加わった主要20か国・地域首脳

ざるをえないが，そうすればアメリカ以外の国で必要とするドルが不足す

る。このような状況を，国際流動性のジレンマという。

　アメリカはドル防衛策を講
こう

じたが，ついに1971年８月，ニ
R.M.Nixon（在職1969〜74）

クソン大統領

は新経済政策を発表し，金
きん

・ドル交換を停止した（ドル・ショック，ニク

ソン・ショック）。1971年12月，スミソニアン協定
❶
によって新レートでの

固定為替相場制の再建がはかられたが，1973年には，主要国は変
へん

動
どう

為
か わ せ

替

相
そう

場
ば

制
せい

に移行し始めた。

　このような変動為替相場制への移行を受け

て，1976年にIMF協定の第２次改正案につ

いての合意が成立した（キ
1978年発効
ングストン合意）。

そこでは，変動為替相場制への移行を追
つい

認
にん

す

ること，金のかわりにS
Special Drawing Rights
DR（特別引き出し権

❷
）

を基礎にすること，金の公定価格を廃止する

こと，などが取り決められた。

❶ スミソニアン協定　ワシントンのスミソニアン博物館で開かれた10か国財務相会議での協定。
ドルの価値を金１オンス＝35ドルから38ドルに切り下げて各国の通貨の平価調整をはかった。
これにともない，円は1ドル＝360円から308円に切り上げられた。
❷  SDR（特別引き出し権）　IMFの準備資産の一つで，1969年のIMF協定第1次改正によって

金やドルを補完するものとして創設された。加盟国はIMFへの出資額に応じてSDRの配分
を受け，国際収支が赤字になったときSDRを対価にして外貨準備が豊富な国から一定限度
内でドルなどの外貨を受け取ることができる。

❶ レーガン　「小さな政府」を主張した彼の政策はレーガノミクスとよばれた（→p.119コラム）。
❷  G7　日本，アメリカ，西ドイツ（当時），イギリス，フランスの財務相・中央銀行総裁が参

加した会議（G5）は1985年に始まったが，のちにカナダとイタリアを加えG7となった。
❸ サミット　1975年ランブイエ（仏）で開催された先進６か国による首脳会議が第１回。以後

年１回開催され，その後カナダ，EU首脳（参加当時はEC委員会），ロシアが参加するよう
になり，G8サミットとよばれるようになった。なお，2014年以降，ロシアの参加停止により，
G7サミットとなっている。

	ドル・ショック　ドル防衛策を発
表するニクソン大統領（1971年）。

	円の対ドルレートの推移（日本銀行資料）
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	サミットのようす（ベルギー，2014年）	G20の構成国・地域

日本
アメリカ
イギリス
ドイツ
フランス

ロシア 中国
ブラジル

インド
南アフリカ

アルゼンチン
オーストラリア
インドネシア
トルコ

メキシコ
サウジアラビア
韓国

イタリア
カナダ
（＋欧州連合）

G7

G20

BRICS

G8

5

10

5

10

15

28政経教科書E_�ック.indb   190-191 2021/11/15   11:02

40

41

第2章　現代の経済 5節　国民経済と国際経済190 191

プラザ合意と
政策協調

1981年，アメリカ大統領に就任したレ
R.Reagan（在職1981〜89）

ーガン
❶

は，ア

メリカの経済力と軍事力の強化をはかろうとした。し

かし，軍事支出の激増と減税により財政赤字は拡大し，通貨量
➡p.138

を抑えたこ

とで金利が上昇してドル高となり，輸出が不振となった。こうして1980

年代のアメリカは，財政赤字と経常収支の赤字が同時に拡大する「双
ふた

子
ご

の

赤字」に悩まされ，アメリカ国内では保護主義が台
たい

頭
とう

し始めた。

　保護主義の傾向に危機を感じた先進諸国は，先進５か国財務相・中央銀

行総
そう

裁
さい

会議
group of 5

（G5）を招集し，日米欧の先進諸国が外国為替市場に協
きょう

調
ちょう

介
かい

入
にゅう

してドル高是
ぜ

正
せい

を行うことで合意した（プ
1985年
ラザ合意）。この合意にもとづい

て各国がドル売りの市場介入（公的介入
➡p.186

）を行った結果，ドルの円やマルク

に対する為替レートは急速に下
げ

落
らく

し始めた。1980年代後半以降，G5やG
group of 7

7
❷
，

それにサミット
❸
（主要国首脳会議）などの場を通して，各国の金利を調整し

たり，為替相場の安定をはかるなど，政策協調をめざしている。

　2000年代以降，中国などの新興国が台頭し，国際経済問題は主要国だ

けでは解決できなくなりつつあった。2008年の世界金融危機
➡p.141

を契
けい

機
き

に，

サミットに参加するG8に新興経済諸国が加わった主要20か国・地域首脳

ざるをえないが，そうすればアメリカ以外の国で必要とするドルが不足す

る。このような状況を，国際流動性のジレンマという。

　アメリカはドル防衛策を講
こう

じたが，ついに1971年８月，ニ
R.M.Nixon（在職1969〜74）

クソン大統領

は新経済政策を発表し，金
きん

・ドル交換を停止した（ドル・ショック，ニク

ソン・ショック）。1971年12月，スミソニアン協定
❶
によって新レートでの

固定為替相場制の再建がはかられたが，1973年には，主要国は変
へん

動
どう

為
か わ せ

替

相
そう

場
ば

制
せい

に移行し始めた。

　このような変動為替相場制への移行を受け

て，1976年にIMF協定の第２次改正案につ

いての合意が成立した（キ
1978年発効
ングストン合意）。

そこでは，変動為替相場制への移行を追
つい

認
にん

す

ること，金のかわりにS
Special Drawing Rights
DR（特別引き出し権

❷
）

を基礎にすること，金の公定価格を廃止する

こと，などが取り決められた。

❶ スミソニアン協定　ワシントンのスミソニアン博物館で開かれた10か国財務相会議での協定。
ドルの価値を金１オンス＝35ドルから38ドルに切り下げて各国の通貨の平価調整をはかった。
これにともない，円は1ドル＝360円から308円に切り上げられた。
❷  SDR（特別引き出し権）　IMFの準備資産の一つで，1969年のIMF協定第1次改正によって

金やドルを補完するものとして創設された。加盟国はIMFへの出資額に応じてSDRの配分
を受け，国際収支が赤字になったときSDRを対価にして外貨準備が豊富な国から一定限度
内でドルなどの外貨を受け取ることができる。

❶ レーガン　「小さな政府」を主張した彼の政策はレーガノミクスとよばれた（→p.119コラム）。
❷  G7　日本，アメリカ，西ドイツ（当時），イギリス，フランスの財務相・中央銀行総裁が参

加した会議（G5）は1985年に始まったが，のちにカナダとイタリアを加えG7となった。
❸ サミット　1975年ランブイエ（仏）で開催された先進６か国による首脳会議が第１回。以後

年１回開催され，その後カナダ，EU首脳（参加当時はEC委員会），ロシアが参加するよう
になり，G8サミットとよばれるようになった。なお，2014年以降，ロシアの参加停止により，
G7サミットとなっている。

	ドル・ショック　ドル防衛策を発
表するニクソン大統領（1971年）。

	円の対ドルレートの推移（日本銀行資料）

第
一
次
石
油
危
機（
73・10
）

円
、変
動
相
場
制
へ
移
行（
73・2
）

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
協
定（
71・12
）

ド
ル・シ
ョ
ッ
ク（
71・8
）

（
79・1
）第
二
次
石
油
危
機

701945 75 80 85 90 95 052000

360

（
85・9
）Ｇ
５
、

プ
ラ
ザ
合
意

（
87・2
）Ｇ
７
、ル
ー
ブ
ル
合
意

（
90・10
）ド
イ
ツ
統
一

（
91・12
）ソ
連
解
体

（
02・1
）ユ
ー
ロ
紙
幣
・
硬
貨
流
通
開
始

（
07
）「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
」発
生

（
08・9
）「
リ
ー
マ
ン・シ
ョ
ッ
ク
」

（
10・4
）ギ
リ
シ
ャ
財
政
危
機

（
11・8
）東
京
市
場
1
ド
ル
＝
75
円
台
突
入

（
92・9
）欧
州
通
貨
危
機

（
94・6
）東
京
市
場
１
ド
ル
＝
１
０
０
円
突
破

（
97
）ア
ジ
ア
通
貨
危
機

（
99・1
）Ｅ
Ｕ
共
通
通
貨
ユ
ー
ロ
使
用
開
始

10 15 20年

308

（
05・7
）人
民
元
切
り
上
げ

東京外国為替市場,
月末終値（　　　　　　　）I

M
F
第
1
次
改
正
協
定
発
効

G
H
Q
、1
ド
ル
＝
3
6
0
円
を
設
定（
49・4
）

I
M
F
業
務
開
始（
47・3
）

（
S
D
R
制
度
の
組
み
入
れ
）（
69・7
）

（
22・2
）ロ
シ
ア
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
事
侵
攻

300

200

100

円
安

円
高

円
／
ドル

（

　
　
　）

	サミットのようす（ベルギー，2014年）	G20の構成国・地域

日本
アメリカ
イギリス
ドイツ
フランス

ロシア 中国
ブラジル

インド
南アフリカ

アルゼンチン
オーストラリア
インドネシア
トルコ

メキシコ
サウジアラビア
韓国

イタリア
カナダ
（＋欧州連合）

G7

G20

BRICS

G8

28政経教科書F_�ック.indb   190-191 2022/09/28   17:11

40

41



原文 訂正文

別紙 別紙　　　13

第2章　現代の経済 5節　国民経済と国際経済198 199

　いっぽうアジアでも，1967年に東南アジア諸国連合（A
ア セ ア ン

SEAN）
Association of South–East Asian Nations

が結成され，

域内経済の活性化のために，ASEAN自由貿易地域（A
ア フ タ
FTA）

ASEAN Free Trade Area
が1993年に発

足し，2018年には関税が原則撤
てっ

廃
ぱい

された
❶
。また，アメリカ，日本，オー

ストラリアなどの太平洋沿岸の国々は1989年の閣
かく

僚
りょう

会議を契
けい

機
き

にアジア

太平洋経済協力会議（A
エイペック

PEC）
Asia–Pacific Economic Cooperation

を結成した。

広がるFTAの
動き

WTO
➡p.192

の多国間主義に対して，近年，二国あるいは多

国間で協定を結び，自由貿易を促
そく

進
しん

しようとする動き

がみられる。F
Free Trade Agreement
TA（自由貿易協定）やE

Economic Partnership Agreement
PA（経済連

れん

携
けい

協定
❷
）とよばれるもの

がそうで，多国間（地域間）協定であるNAFTAやAFTAはそのはしりで

あった。最近の特徴は二国間協定が多いことであり，日本もシ
2002年

ンガポール

をはじめ，メ
2004年

キシコ，マレ
2005年

ーシア，E
2018年

Uなどと協定を結んだ。その一方で，

「ASEAN+3（日本・韓
かん

国
こく

・中国）」などを核とする東
2022年発効
アジア地域包括的経

Regional Comprehensive

済
Economic Partnership
連携（R

アールセップ

CEP）や，T
2018年調印・発効
PP（環太平洋経済連携協定

Trans–Pacific Partnership
）のように，より広範囲に

わたる国々が協定を結び，連携を強めていこうとする動きもある。このよ

うな二国間・多国間の自由貿易協定や経済連携協定はWTOの規定に反す

るものではないが，多用するとWTOを内部から侵
しん

食
しょく

しかねない。

	 EUの現状　　マーストリヒト条約にもとづいて成立したEUは，諸国家間の緩
ゆる

やかな連合体としてよりも国家をこえた一つの「国家」としての性格をもってお

り，さらなる統合を進めるための欧州憲法条約がフランスとオランダによって

批
ひ

准
じゅん

を拒
2005年
否されたのはこの憲法が各国の主権とアイデンティティを損

そこ

なうとい

う懸
け

念
ねん

からであった。これを受けて成立したのがリ
2009年発効
スボン条約

❶
である。

　　加盟国が増えていくにつれて，新たな問題が生じ始めている。ギリシャ財政危

機に端
たん

を発する通貨不安もその一つである。加盟国間の財政事情の相違がユー

ロを不安定化させ，その影響はEUだけでなく，世界全体に波
は

及
きゅう

するのではない

かと懸
け

念
ねん

された。

　　EUに加盟すると，自国の財政悪化に対しては緊縮財政を余
よ

儀
ぎ

なくされ，急増

する難民の流入に対しても受け入れが要請される。そのようななかで，各国で

はEUからの離脱を主張する政党なども台頭している。イギリスでは2016年の

国民投票でEU離脱派が勝利し，2020年に正式に離脱した（ブ
Brexit
レグジット）。

アジア・アメリ
カでの地域統合

ヨーロッパ以外の国でも地域統合の動きが進んだ。北

米では1994年に，アメリカとカナダの米加自由貿易

協定にメキシコが加わって，北米自由貿易
North American Free Trade Agreement
協定（N

ナ フ タ

AFTA）
❷

が発足し，南米

では1995年，4か国からなるメ
MERCOSUR
ルコスール（南米南部共同市場）が発足した。

❶ リスボン条約　おもな内容は①加盟国議会のEU立法への関与の強化，②意思決定手続きの
効率化と簡素化，③EU基本権憲章への法的拘

こう

束
そく

力の付加，④EUへの法人格の付与，⑤外
交政策のEU外務・安全保障政策上級代表への一本化，⑥EU理事会常任議長職の創設である。
❷  NAFTA　2020年にNAFTAに代わって米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）が発効した。

❶  ASEAN地域フォーラム　ASEANではこのほかに，信頼醸
じょう

成
せい

の促進，予防外交の進展など
アジア太平洋地域の安全保障について討議するためのASEAN地域フォーラム（ARF）が1994
年に創設された。
❷  FTA・EPA　二国間，あるいは多国間で関税などの貿易障

しょう

壁
へき

を撤廃する協定をFTAといい，
これに加えて労働力の移動や投資など広い分野での協力をめざす協定のことをEPAという。

	世界のおもな地域統合（2020年9月現在）

	日本のFTA・EPAの現状
	世界のFTA件数（ジェ
トロ資料）

南米南部共同市場
（メルコスール）

＊USMCAは1994年発足
　の北米自由貿易協定
　（NAFTA）に代わる協定

ASEAN自由貿易地域（AFTA）

欧州連合
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ニュージーランド，韓国，
ASEAN7か国（ラオス，ミャンマー，
カンボジアを除く），中国，（台湾），
（香港），メキシコ，パプアニューギニア，
チリ，ロシア，ペルー

1993年発足
域内の関税引き下げなど
シンガポール，マレーシア，インドネシア，
フィリピン，タイ， ブルネイ， ベトナム， 
ラオス，ミャンマー， カンボジア

欧州経済地域
（EEA）

欧州経済地域
（EEA）

1994年発足
工業製品の貿易･資本･サービス･
労働力の自由化
EFTA（スイスを除く）と
EUの加盟国，30か国

アジア太平洋経済
協力会議（APEC）

1995年発足
域内関税の原則撤廃
と域外共通関税の実
施
アルゼンチン，ブラジ
ル，ウルグアイ，パラ
グアイ，ベネズエラ
（資格停止中），ボリ
ビア（チリ，ペルー，
エクアドル，コロンビ
ア，ガイアナ，スリナ
ムは準加盟国）

1955～59
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●世界のFTA件数
　計321件
　（2020年6月現在）

既存FTAへの新規加盟
にともなう重複などを
除く（　　　　　　）

（年）
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環太平洋経済連携協定（TPP）
東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

［2021年9月現在］
＊アラブ首長国連邦, オマーン, カタール, クウェート, 
　サウジアラビア, バーレーンの6か国による地域協力機構
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地域統合の潮
ちょう

流
りゅう 同一のルールの下

もと

で無差別に自由貿易
➡p.185

を拡大していこ

うとするIMF–GATT体制
➡p.188

のグ
globalism

ローバリズムに対し，

ヨーロッパ，北アメリカ，中南米，アジアなどの地域で，地域的な自由貿

易圏の創設をめざす地域主義の動きが活発化した。

　ヨーロッパでは，経済統合をめざすE
European Communities
C（欧州共同体）が単一欧州議定書

にもとづいて市
し

場
じょう

統合を進め，資本，労働，商品，サービスなどの移動が

自由な単一市場を発足させた。ヨーロッパは経済統合からさらに通貨統合・

政治統合への道を進み，単一通貨，共通外交，共通市民権などのプログラ

ムを定めた欧州連合条約（マーストリヒト条約）の調
1992年2月

印と批
ひ

准
じゅん

をへて，1993

年11月，E
European Union
U（欧州連合）が発足した。単一通貨については，1999年，経済

通
Economic and Monetary Union

貨同盟（EMU）を成立させて共通通貨ユーロを導入した。こうしてEU11

か国による単一通貨市場が形成され，それにともなって，EUの金融政策

の中
ちゅう

枢
すう

を担う欧州中央銀行が設立されることになった。

　それでも，新興経済諸国は着実に経済発展をとげ，先進国をはるかに上
うわ

回る率で経済成長を続けている。近年では特に，ブラジル，ロシア，イン

ド，中国，南アフリカといったB
ブリックス

RICSと
❶

よばれる国々の成長が著しい。

いずれも広大な国土と豊かな人的・物的資源をもち，今後これらの国々が

世界経済に占める比重はますます高まっていくと予想され，先進国を中心

にした世界経済の勢力図が大きく変容しつつある。

中国の台頭
1978年に始まった中国の改革開放政策

➡p.118
は1989年の天

安門事件
➡p.21

による一時的中断はあったものの着実に進展

し，沿岸部を中心に外国企業の進出が相次いだ。2000年代に入ると急速

な経済発展をとげ，2010年にはGDPで日本を追いこし，世界第二の経済

大国になった。こうして中国は「世界の工場」とまでよばれるようになった。

　国際的にも中国の存在感は高まっている。1980年にはIMF
➡p.188

加盟が実現し，

出資比率はアメリカ，日本に続いて第３位である。2001年にはWTO
➡p.192

加盟

が実現し，さらに日米の主導するアジア開発銀行（ADB
Asian Development Bank

）に対抗して2015

年にアジアインフラ投資銀行（AIIB
Asian Infrastructure Investment Bank

）を設立した。それと並行して，中国

は一
いっ

帯
たい

一
いち

路
ろ

を提唱し，陸（一帯）海（一路）二つのシルクロード経済圏の構築

をめざしている。中国と日本は経済面での関係が深化し，中国は日本にとっ

て最大の貿易相手国であり，直接投資先となっている。

❶  BRICS　2011年からは，ブラジル，ロシア，インド，中国の4か国（BRICs）で開催していた
首脳会議に南アフリカが参加することになり，5か国の頭文字をとってBRICSになった。

	アジア諸国の経済成長率（国連統計局資料ほか）
	発展が続くインド（ムンバイ，

2015年）
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EU加盟を申請している国
ユーロ導入国（19か国） ★はEC原加盟の6か国

	 EUはどのようにして成立し，どのような特徴をもつか。
	 今

こん

日
にち

の世界にはどのような地域経済統合があるか。
	 FTAやEPAはどのようなものか，またなぜ拡大しているのか。

A

B

C

地域主義の動き4

1952 欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)発足
58 欧州経済共同体(EEC)，欧州原子力共同体
(EURATOM)が発足

60 欧州自由貿易連合（EFTA）発足
67 欧州共同体(EC)発足（原加盟国6か国）
73 拡大ECが発足（イギリス，デンマーク，
アイルランドの加盟で9か国に拡大）

81 ギリシャが加盟（10か国）
86 スペイン，ポルトガルが加盟（12か国）
93 マーストリヒト条約発効，EU発足
95 フィンランドなど3か国が加盟（15か国）
99 欧州経済通貨同盟発足（ユーロ導入）
アムステルダム条約発効

2002 ユーロ紙幣・硬貨流通開始
03 ニース条約発効
04 東欧などへ拡大（25か国）
07 ブルガリア，ルーマニアが加盟（27か国）
09 リスボン条約発効
13 クロアチアが加盟（28か国）
20 イギリスがEUから離脱（27か国）
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地域統合の潮
ちょう

流
りゅう 同一のルールの下

もと

で無差別に自由貿易
➡p.185

を拡大していこ

うとするIMF–GATT体制
➡p.188

のグ
globalism

ローバリズムに対し，

ヨーロッパ，北アメリカ，中南米，アジアなどの地域で，地域的な自由貿

易圏の創設をめざす地域主義の動きが活発化した。

　ヨーロッパでは，経済統合をめざすE
European Communities
C（欧州共同体）が単一欧州議定書

にもとづいて市
し

場
じょう

統合を進め，資本，労働，商品，サービスなどの移動が

自由な単一市場を発足させた。ヨーロッパは経済統合からさらに通貨統合・

政治統合への道を進み，単一通貨，共通外交，共通市民権などのプログラ

ムを定めた欧州連合条約（マーストリヒト条約）の調
1992年2月

印と批
ひ

准
じゅん

をへて，1993

年11月，E
European Union
U（欧州連合）が発足した。単一通貨については，1999年，経済

通
Economic and Monetary Union

貨同盟（EMU）を成立させて共通通貨ユーロを導入した。こうしてEU11

か国による単一通貨市場が形成され，それにともなって，EUの金融政策

の中
ちゅう

枢
すう

を担う欧州中央銀行が設立されることになった。

　それでも，新興経済諸国は着実に経済発展をとげ，先進国をはるかに上
うわ

回る率で経済成長を続けている。近年では特に，ブラジル，ロシア，イン

ド，中国，南アフリカといったB
ブリックス

RICSと
❶

よばれる国々の成長が著しい。

いずれも広大な国土と豊かな人的・物的資源をもち，今後これらの国々が

世界経済に占める比重はますます高まっていくと予想され，先進国を中心

にした世界経済の勢力図が大きく変容しつつある。

中国の台頭
1978年に始まった中国の改革開放政策

➡p.118
は1989年の天

安門事件
➡p.21

による一時的中断はあったものの着実に進展

し，沿岸部を中心に外国企業の進出が相次いだ。2000年代に入ると急速
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大国になった。こうして中国は「世界の工場」とまでよばれるようになった。

　国際的にも中国の存在感は高まっている。1980年にはIMF
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加盟が実現し，
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て最大の貿易相手国であり，直接投資先となっている。

❶  BRICS　2011年からは，ブラジル，ロシア，インド，中国の4か国（BRICs）で開催していた
首脳会議に南アフリカが参加することになり，5か国の頭文字をとってBRICSになった。
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第3章　現代社会の諸課題 1節　日本社会の諸課題206 207

　地方分権改革が進められ，
日本社会は以前の中央集権
的な状態から様変わりしつ
つあるが，財政面など地方
がかかえる課題は多い。地
域社会を活性化するにはど
うすればよいか考えてみよ
う。（写真は九州の物産品
を扱うアンテナショップと
熊本県の「ゆるキャラ」。）

自立への道のり

	 地方分権への動き
　地方分権一括法が1999年に成立する

など，国と地方の関係の見直しが進めら

れ，地方公共団体（地方自治体）が中心と

なる政治への道が切り開かれた。しかし

ながら，地域社会はさまざまな課題をか

かえており，地方分権改革は地域社会再

建の始まりに過ぎない。

	 地域社会の疲
ひ

弊
へい

　全国で市町村合
がっ

併
ぺい

が進められたが（「平

成の大合併」），これは，比較的力の強い

都市と周辺の地方自治体とを合併させる

ことで，地方自治体の体力を強めること

を目的としていた。それでも，東京など

一部を除き，ほとんどの地方自治体では，

財政的な自立の見通しは立っていない。

　日本の地域社会の多くが直面している

問題としてあげられるのは，高齢化と過
か

疎
そ

化である。農村部から都市部への人口

流出の結果として，農村部ではとりわけ

そうした傾向が著しい。近年では，住民

の過半数が65歳以上で，地域社会の維
い

持
じ

そのものが困難となる「限界集落」も多

くなっている。近い将来，多くの自治体

が消滅を余
よ

儀
ぎ

なくされるとの報告もある。

　グローバル化にともない，より安い賃

金を求めて，日本各地から工場が海外に

移転していることも問題となっている。

雇
こ

用
よう

が期待できなければ，若者などが地

域社会に根づくことは難しい。

　地方分権が進んだ背景に，国の財政の

悪化があることにも注意が必要である。

国が全国一律のサービスをする余力がな

くなり，地方自治体に委
ゆだ

ねることにした

のである。それが，地域の実情に合った

サービスの提供につながれば望ましいが，

逆に，財政難のために教育や医療のよう

な必要不可欠のサービスまで切り捨てら

れていくとすれば問題である。

	 地域の自立に向けて
　自主財源を確保するために，独自課税

の可能性が追求されているが，十分な成

果をあげるにはいたっていない。また，

財政難への対策として，公務員の賃金引

き下げや議員定数を削減するべきだとい

う主張もある。そして，政令指定都市と

都道府県とで「行政の二重構造」になって

いるのはむだが多いとして，そうした構

造を改めて，新たな政治的単位をつくる

べきだという意見や，全国をいくつかの

ブロックに分ける「道州制」を導入すべき

だという意見など，さまざまな提案がな

されており，こうした政策を掲げる地域

政党も生まれている。

　しかし，地域社会が疲弊した根本的な

原因は地域産業の衰
すい

退
たい

であり，産業構造

の転換など，経済を活性化する具体的な

方策なしには，地域社会を立て直すこと

は困難である。地域の伝統や特性を生か

すコミュニティビジネスの立ち上げなど，

積極的な試みもみられる。分権の流れを

前提としながら，地方自治体の真の自立

（「地方創生」）を実現するにはどうするべ

きか。課題は山積している。

	都道府県の実質公債費比率（総務省資料）

2016～18年度平均
18～25%未満
12～18%未満
6～12%未満
6%未満

＊実質公債費比率は地方
税や地方交付税などに
占める借金（地方債な
ど）の割合を示す

	2035年の都道府県別老年人口の割合の
予測（国立社会保障・人口問題研究所資料）

老年人口の割合
（2035年の推計値）

40%以上
35～40%
30～35%
30%未満

  地方分権はなぜ必要か，話し合っ
てみよう。

  地域社会を活性化するために行わ
れている具体的な取り組みを調べ，
発表してみよう。

  地方公共団体がかかえている課題
を調べ，その改善策を話し合って
みよう。

A

B

C

課
題

	国の予算と地方財政計画（財政金融統計月
報ほか）

国の一般会計
歳入

106.6兆円
歳出

106.6兆円

地方財政計画
歳入

89.8兆円
歳出

89.8兆円

税収 53.9％
地方交付税率
所得税 33.1
法人税 33.1
酒税     50
消費税 19.5

公債金
40.9％

その他 5.2％

地方交
付税等
15.0％

一般歳出
62.7％

国債費
22.3％

その他 5.7％その他 7.0％

地方交
付税等
19.4％

地方税
42.6％

地方譲与税
2.1％

給与関係費
22.4％

一般行
政経費
45.5％

国庫支出金
16.4％

地方債
12.5％

投資的経費
13.3％
公債費
13.1％

［2021年度
当初予算］

関連 第1章 p.64-67

地域社会を活性化するにはどうすればよいか？2
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	 	国際貿易の拡大が各国経済に与える影響について調べてみよう。
	 	経済のグローバル化がもたらすメリットとデメリットについてそれぞれ検討
してみよう。

1

2

節
の
ま
と
め

　2020年に，新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）が中国から世界中に広まった
（パンデミック）。2021年9月現在，世界
の感染者数は約2億3700万人，死者数は
約480万人にのぼっている。各国で緊急
事態が宣言され，都市封鎖（ロックダウン）
や人々の活動制限が行われた。国境をこえ
た移動は大きく制限され，感染が拡大した
国への往来が大幅に減少した。その結果，
経済活動は大きく縮小し，世界恐慌以来と
もいえる経済危機におちいろうとしている。
　感染を防ぐための「新しい生活様式」が求
められ，特に対人距離（ソーシャルディス
タンス）の確保が模索されている。一方，
アプリを使った感染者の追跡や移動制限に
対しては，人権侵害の可能性が指摘されて

いる。さらに，真偽のはっきりしない情報
がソーシャルメディアなどで拡散する（イ
ンフォデミック）恐れもある。限りある財
源から支援金や給付金を支出するなどして
経済活動の活発化をはかると同時に，人々
の健康を守り，感染拡大を防ぐための政策
決定が重要となっている。

新型コロナウイルス感染症の世界的流行

	日本における新型コロナウイルス感染者数
（PCR検査陽性者数）の推移（厚生労働省資料）

❶ 暗号資産（仮想通貨）　近年，代金の支払いなどに際してインターネット上でやりとりができ
る暗号資産（仮想通貨）が急速に拡大し，国際経済への影響が注目されている。

コラム

2020年1月 2021年1月

3.0
（万人）

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

100

0

200
（万人）

6月 6月 9月

1日の新規感染者数（左目盛り）

累積感染者数（右目盛り）
るいせき

れる事態が起こった。

　さらに，2010年にはギリシャ財政危機の深刻化によってギリシャの国

債価格が低落し，ギリシャ国債を保有するEU域内の金融機関が損失をこ

うむって，EUの金融不安が高まった。金融不安は世界に波
は

及
きゅう

する危険性

をはらんでおり，さらなる世界的な金融危機が懸
け

念
ねん

された。

　グローバル化が進展するにつれて，巨額の資金がタ
tax haven

ックス・ヘイブン

（租
そ

税
ぜい

回
かい

避
ひ

地）に逃避し，資金の流れを不透明にしている。また，中央当局

の管理に服
ふく

さない暗号資産（仮
か

想
そう

通
つう

貨
か

）
❶
が大量に創出され，金融の不安定化

要因になっている。その一方で，保護主義の動きが再燃している。ト
D.J.Trump（在職2017〜21）

ラン

プ米大統領は「アメリカ・ファースト」を唱え，中国など諸外国との間で経

済摩
ま

擦
さつ

を引き起こしている。グローバル化の中で世界の経済秩
ちつ

序
じょ

をどのよ

うにして維
い

持
じ

し，世界の経済発展につなげていくかが課題となっている。
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第2章　現代の経済202

	 	国際貿易の拡大が各国経済に与える影響について調べてみよう。
	 	経済のグローバル化がもたらすメリットとデメリットについてそれぞれ検討
してみよう。

1

2

節
の
ま
と
め

　2020年に，新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）が中国から世界中に広まった
（パンデミック）。2022年8月現在，世界
の感染者数は約6億305万人，死者数は約
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移動は大きく制限され，感染が拡大した国
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　感染を防ぐための「新しい生活様式」が求
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（PCR検査陽性者数）の推移（厚生労働省資料）

❶ 暗号資産（仮想通貨）　近年，代金の支払いなどに際してインターネット上でやりとりができ
る暗号資産（仮想通貨）が急速に拡大し，国際経済への影響が注目されている。
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第3章　現代社会の諸課題 1節　日本社会の諸課題206 207

　地方分権改革が進められ，
日本社会は以前の中央集権
的な状態から様変わりしつ
つあるが，財政面など地方
がかかえる課題は多い。地
域社会を活性化するにはど
うすればよいか考えてみよ
う。（写真は九州の物産品
を扱うアンテナショップと
熊本県の「ゆるキャラ」。）

自立への道のり

	 地方分権への動き
　地方分権一括法が1999年に成立する

など，国と地方の関係の見直しが進めら

れ，地方公共団体（地方自治体）が中心と

なる政治への道が切り開かれた。しかし

ながら，地域社会はさまざまな課題をか

かえており，地方分権改革は地域社会再

建の始まりに過ぎない。

	 地域社会の疲
ひ

弊
へい

　全国で市町村合
がっ

併
ぺい

が進められたが（「平

成の大合併」），これは，比較的力の強い

都市と周辺の地方自治体とを合併させる

ことで，地方自治体の体力を強めること

を目的としていた。それでも，東京など

一部を除き，ほとんどの地方自治体では，

財政的な自立の見通しは立っていない。

　日本の地域社会の多くが直面している

問題としてあげられるのは，高齢化と過
か

疎
そ

化である。農村部から都市部への人口

流出の結果として，農村部ではとりわけ

そうした傾向が著しい。近年では，住民

の過半数が65歳以上で，地域社会の維
い

持
じ

そのものが困難となる「限界集落」も多

くなっている。近い将来，多くの自治体

が消滅を余
よ

儀
ぎ

なくされるとの報告もある。

　グローバル化にともない，より安い賃

金を求めて，日本各地から工場が海外に

移転していることも問題となっている。

雇
こ

用
よう

が期待できなければ，若者などが地

域社会に根づくことは難しい。

　地方分権が進んだ背景に，国の財政の

悪化があることにも注意が必要である。

国が全国一律のサービスをする余力がな

くなり，地方自治体に委
ゆだ

ねることにした

のである。それが，地域の実情に合った

サービスの提供につながれば望ましいが，

逆に，財政難のために教育や医療のよう

な必要不可欠のサービスまで切り捨てら

れていくとすれば問題である。

	 地域の自立に向けて
　自主財源を確保するために，独自課税

の可能性が追求されているが，十分な成

果をあげるにはいたっていない。また，

財政難への対策として，公務員の賃金引

き下げや議員定数を削減するべきだとい

う主張もある。そして，政令指定都市と

都道府県とで「行政の二重構造」になって

いるのはむだが多いとして，そうした構

造を改めて，新たな政治的単位をつくる

べきだという意見や，全国をいくつかの

ブロックに分ける「道州制」を導入すべき

だという意見など，さまざまな提案がな

されており，こうした政策を掲げる地域

政党も生まれている。

　しかし，地域社会が疲弊した根本的な

原因は地域産業の衰
すい

退
たい

であり，産業構造

の転換など，経済を活性化する具体的な

方策なしには，地域社会を立て直すこと

は困難である。地域の伝統や特性を生か

すコミュニティビジネスの立ち上げなど，

積極的な試みもみられる。分権の流れを

前提としながら，地方自治体の真の自立

（「地方創生」）を実現するにはどうするべ

きか。課題は山積している。

	都道府県の実質公債費比率（総務省資料）

2016～18年度平均
18～25%未満
12～18%未満
6～12%未満
6%未満

＊実質公債費比率は地方
税や地方交付税などに
占める借金（地方債な
ど）の割合を示す

	2035年の都道府県別老年人口の割合の
予測（国立社会保障・人口問題研究所資料）

老年人口の割合
（2035年の推計値）

40%以上
35～40%
30～35%
30%未満

  地方分権はなぜ必要か，話し合っ
てみよう。

  地域社会を活性化するために行わ
れている具体的な取り組みを調べ，
発表してみよう。

  地方公共団体がかかえている課題
を調べ，その改善策を話し合って
みよう。

A

B

C

課
題

	国の予算と地方財政計画（財政金融統計月
報ほか）

国の一般会計
歳入

107.6兆円
歳出

107.6兆円

地方財政計画
歳入

90.6兆円
歳出

90.6兆円

税収 60.6％
地方交付税率
所得税 33.1
法人税 33.1
酒税     50
消費税 19.5

公債金
34.3％

その他 5.1％

地方交
付税等
14.8％

一般歳出
62.6％

国債費
22.6％

その他 6.4％その他 6.9％

地方交
付税等
19.9％

地方税
45.5％

地方譲与税
2.9％

給与関係費
22.0％

一般行
政経費
45.8％

国庫支出金
16.4％
地方債
8.4％

投資的経費
13.2％
公債費
12.6％

［2022年度
当初予算］

関連 第1章 p.64-67

地域社会を活性化するにはどうすればよいか？2
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アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

独立国・国際機関の
加盟国は2009年9月現在

USMCA（3か国）＊

アメリカ合衆国
カナダ
アンティグア・バー
　ブーダ
ドミニカ
グレナダ

 ●  メキシコ
　グアテマラ
　ベリーズ
　ホンジュラス
　エルサルバドル
　ニカラグア
●   パナマ
　ハイチ
　ドミニカ共和国
　バルバドス
　トリニダード・トバゴ
　バハマ
 ●  キューバ
   ジャマイカ
● チリ

● ペルー
● コロンビア
● エクアドル
　スリナム
 ガイアナ
 

コスタリカ
セントルシア
セントビンセント・
　グレナディーン諸島
セントクリストファー・
　ネービス

米州機構（35か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド
ハンガリー
チェコ
ポーランド
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア
コスタリカ

OECD（38か国）

ベネズエラ
イラン
ナイジェリア
赤道ギニア

アンゴラ
ガボン
コンゴ共和国

OPEC（13か国）

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
シンガポール
マレーシア
インドネシア
フィリピン
タイ

ブルネイ
中国
台湾
香港
メキシコ
チリ
パプアニューギ
　ニア
ベトナム
ペルー
ロシア連邦

APEC（21か国・地域）

中国
ロシア連邦
カザフスタン

ウズベキスタン
タジキスタン
キルギス

インド
パキスタン

上海協力機構（8か国）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン
キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

CIS（10か国）アフリカ連合（AU）
（55か国・地域）

タイ
マレーシア
フィリピン
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

ASEAN
（10か国）

ラテンアメリカ経済機構（26か国）

イラク
クウェート
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

バーレーン
シリア

アルジェリア
リビア

OAPEC（10か国）

アフリカ圏の全独立国と西
サハラ

カナダ

アメリカ合衆国

メキシコ

エクアドル

バハマ

キューバ

ジャマイカ

ハイチ

ベネズエラ
コロンビア

ガイアナ スリナム

ブラジルペルー

チリ

アルゼンチン

ウルグアイ

パラグアイ

ボリビア

セントルシア
グレナダ

ギアナ（フ）

ドミニカ
バルバドス

トリニダード・トバゴ

セントビンセント・
グレナディーン諸島

ドミニカ共和国

グリーンランド
（デ）

アイスランド
デンマーク
イギリス

アイルランド

モロッコ

（西サハラ）

モーリタニア

ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
コートジボワール

カーボベルデ

アルジェリア

チュニジア

リビア エジプト

マリ ニジェール
チャド スーダン

南スーダンナイジェリア
中央アフリカ

サウジアラビア

カメルーン
コンゴ共和国
コンゴ
民主共和国

ジンバブエ

モザンビーク

タンザニア

ケニア

ソマリア
ウガンダ
ルワンダ
ブルンジ セーシェル

コモロ
マラウイ

マダガスカル

エチオピア

イエメン
エリトリア
ジブチ

オマーン

カタール

イラン
パキスタン

アフガニスタン

インド

スリランカ
モルディブ

トルコ

ロシア連邦ポーランド
ハンガリー
ルーマニア

アルバニア
ブルガリア

スロバキア
チェコ

オーストリア

ドイツ

フィンランド

ノルウェー
スウェーデン

フランス
スイス

イタリア

カザフスタン モンゴル

中華人民共和国

フィリピン
ベトナムバングラデシュ
ラオス

ミャンマー

ブータンネパール

タイ

カンボジア

ブルネイ
マレーシア

マーシャル諸島
ミクロネシア連邦

パラオ

キリバス
ナウル

ニウエ
サモア

フィジー

ツバル

バヌアツ

トンガ
ニューカレドニア
（フ）

シンガポール

インドネシア

東ティモール

オーストラリア

ニュージーランド

パプアニューギニア
ソロモン諸島

クック諸島

日本

朝鮮民主主義
人民共和国

大韓民国

イラク
クウェート
バーレーンヨルダン

シリアキプロス
イスラエル

レバノン
ギリシャ　

マルタ

5 6
71

4
3

2
8

11
12

13 14

15
16

17
18 19 21

20 23
22

109

アラブ首長国連邦

アンゴラ
ザンビア

ボツワナ
ナミビア

南アフリカ

エスワティニ
レソト

モーリシャス

ブルキナファソ

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ポルトガル
スペイン
アンドラ

セントクリストファー・ネービス

ベリーズ
グアテマラ
エルサルバドル
ホンジュラス
ニカラグア
コスタリカ
パナマ

アンティグア・バーブーダ

コソボ

セネガル

ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

● はALADI加盟国
 （１3か国）

1  モナコ
2  リヒテンシュタイン
3  サンマリノ
4  バチカン

5  スロベニア
6  クロアチア
7  ボスニア・
　ヘルツェゴビナ
8  セルビア
9  モンテネグロ

10
11
12
13
14
15
16

北マケドニア
エストニア
ラトビア
リトアニア
ベラルーシ
ウクライナ
モルドバ

17
18
19
20
21
22
23

ジョージア
アルメニア
アゼルバイジャン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン
キルギス

NATO（30か国）

スイス
リヒテンシュタイン

ノルウェー
アイスランド

EFTA（4か国）

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア

モンテネグロ
北マケドニア

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ
スペイン
ポルトガル
チェコ

アイルランド
スウェーデン
オーストリア

ハンガリー
ポーランド　
スロバキア
スロベニア
エストニア
ラトビア
リトアニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア

フィンランド
マルタ
キプロス

EU（27か国）

エジプト
カタール

メルコスール（6か国）
南米南部共同市場

● アルゼンチン
● ブラジル
● パラグアイ
● ウルグアイ
● ベネズエラ
● ボリビア

＊2020年にNAFTAに代わって
　米国・メキシコ・カナダ協定
　（USMCA）が発足した。

12536以上
（高所得国）

4046～12535
（中所得国・上位）

1036～4045
（中所得国・下位）

1035以下
（低所得国）

データなし

調査年２０19年 
（世界銀行“World Development
  Indicators”）
国連加盟国は黒字
非加盟の独立国は赤字

（　）は属領をあらわす
　　は２００海里水域

一人あたりGNI（米ドル）

独立国・国際機関の加盟国は
2021年9月現在
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アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

独立国・国際機関の
加盟国は2009年9月現在

USMCA（3か国）＊

アメリカ合衆国
カナダ
アンティグア・バー
　ブーダ
ドミニカ
グレナダ
コスタリカ

 ●  メキシコ
　グアテマラ
　ベリーズ
　ホンジュラス
　エルサルバドル
　ニカラグア
●   パナマ
　ハイチ
　ドミニカ共和国
　バルバドス
　トリニダード・トバゴ
　バハマ
 ●  キューバ
 ●  チリ

● ペルー
● コロンビア
● エクアドル
　スリナム
 ガイアナ
 

ジャマイカ
セントルシア
セントビンセント・
　グレナディーン諸島
セントクリストファー・
　ネービス

米州機構（35か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド
ハンガリー
チェコ
ポーランド
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア
コスタリカ

OECD（38か国）

ベネズエラ
イラン
ナイジェリア
赤道ギニア

アンゴラ
ガボン
コンゴ共和国

OPEC（13か国）

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
シンガポール
マレーシア
インドネシア
フィリピン
タイ

ブルネイ
中国
台湾
香港
メキシコ
チリ
パプアニューギ
　ニア
ベトナム
ペルー
ロシア連邦

APEC（21か国・地域）

中国
ロシア連邦
カザフスタン

ウズベキスタン
タジキスタン
キルギス

インド
パキスタン

上海協力機構（8か国）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン
キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

CIS（10か国）アフリカ連合（AU）
（55か国・地域）

タイ
マレーシア
フィリピン
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

ASEAN
（10か国）

ラテンアメリカ経済機構（25か国）

イラク
クウェート
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

バーレーン
シリア

アルジェリア
リビア

OAPEC（10か国）

アフリカ圏の全独立国と西
サハラ

カナダ

アメリカ合衆国

メキシコ

エクアドル

バハマ

キューバ

ジャマイカ

ハイチ

ベネズエラ
コロンビア

ガイアナ スリナム

ブラジルペルー

チリ

アルゼンチン

ウルグアイ

パラグアイ

ボリビア

セントルシア
グレナダ

ギアナ（フ）

ドミニカ
バルバドス

トリニダード・トバゴ

セントビンセント・
グレナディーン諸島

ドミニカ共和国

グリーンランド
（デ）

アイスランド
デンマーク
イギリス

アイルランド

モロッコ

（西サハラ）

モーリタニア

ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
コートジボワール

カーボベルデ

アルジェリア

チュニジア

リビア エジプト

マリ ニジェール
チャド スーダン

南スーダンナイジェリア
中央アフリカ

サウジアラビア

カメルーン
コンゴ共和国
コンゴ
民主共和国

ジンバブエ

モザンビーク

タンザニア

ケニア

ソマリア
ウガンダ
ルワンダ
ブルンジ セーシェル

コモロ
マラウイ

マダガスカル

エチオピア

イエメン
エリトリア
ジブチ

オマーン

カタール

イラン
パキスタン

アフガニスタン

インド

スリランカ
モルディブ

トルコ

ロシア連邦ポーランド
ハンガリー
ルーマニア

アルバニア
ブルガリア

スロバキア
チェコ

オーストリア

ドイツ

フィンランド

ノルウェー
スウェーデン

フランス
スイス

イタリア

カザフスタン モンゴル

中華人民共和国

フィリピン
ベトナムバングラデシュ
ラオス

ミャンマー

ブータンネパール

タイ

カンボジア

ブルネイ
マレーシア

マーシャル諸島
ミクロネシア連邦

パラオ

キリバス
ナウル

ニウエ
サモア

フィジー

ツバル

バヌアツ

トンガ
ニューカレドニア
（フ）

シンガポール

インドネシア

東ティモール

オーストラリア

ニュージーランド

パプアニューギニア
ソロモン諸島

クック諸島

日本

朝鮮民主主義
人民共和国

大韓民国

イラク
クウェート
バーレーンヨルダン

シリアキプロス
イスラエル

レバノン
ギリシャ　

マルタ

5 6
71
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3

2
8

11
12

13 14

15
16
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18 19 21

20 23
22

109

アラブ首長国連邦

アンゴラ
ザンビア

ボツワナ
ナミビア

南アフリカ

エスワティニ
レソト

モーリシャス

ブルキナファソ

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ポルトガル
スペイン
アンドラ

セントクリストファー・ネービス

ベリーズ
グアテマラ
エルサルバドル
ホンジュラス
ニカラグア
コスタリカ
パナマ

アンティグア・バーブーダ

コソボ

セネガル

ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

● はALADI加盟国
 （１3か国）

1  モナコ
2  リヒテンシュタイン
3  サンマリノ
4  バチカン

5  スロベニア
6  クロアチア
7  ボスニア・
　ヘルツェゴビナ
8  セルビア
9  モンテネグロ

10
11
12
13
14
15
16

北マケドニア
エストニア
ラトビア
リトアニア
ベラルーシ
ウクライナ
モルドバ

17
18
19
20
21
22
23

ジョージア
アルメニア
アゼルバイジャン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン
キルギス

NATO（30か国）

スイス
リヒテンシュタイン

ノルウェー
アイスランド

EFTA（4か国）

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア

モンテネグロ
北マケドニア

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ
スペイン
ポルトガル
チェコ

アイルランド
スウェーデン
オーストリア

ハンガリー
ポーランド　
スロバキア
スロベニア
エストニア
ラトビア
リトアニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア

フィンランド
マルタ
キプロス

EU（27か国）

エジプト
カタール

メルコスール（6か国）
南米南部共同市場

● アルゼンチン
● ブラジル
● パラグアイ
● ウルグアイ
● ベネズエラ
● ボリビア

＊2020年にNAFTAに代わって
　米国・メキシコ・カナダ協定
　（USMCA）が発足した。

13206以上
（高所得国）

4256～13205
（中所得国・上位）

1086～4255
（中所得国・下位）

1085以下
（低所得国）

データなし

調査年２０21年 
（世界銀行“World Development
  Indicators”）
国連加盟国は黒字
非加盟の独立国は赤字

（　）は属領をあらわす
　　は２００海里水域

一人あたりGNI（米ドル）

独立国・国際機関の加盟国は
2022年9月現在
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